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購入量

購
入

単
価

＜モデルケースシミュレーション＞ 
⑷ 水道メーター購入 

事  項 内  容 

業務範囲 

        

水道メーター（φ13、φ20）の購入 

※家庭用として一般的に使用されている口径φ13、φ20を選定 

参考：札幌市水道事業年報（H30 年度）では、φ13、φ20 の給水栓数は全体の 98.1％を

占めている。 

シミュレーション

連携単位 

25地域 

予想される連携効

果 

共同購入によって全体の購入数が増えることによる水道メーター単価の抑制（スケー

ルメリット） 

設定ケース 上記水道メーターを地域全体で共同購入した場合（自治体で購入） 
 口径2種類×水道メーター4種類＝8パターン 

・口径：φ13、φ20 

・水道メーター：現地式（アナログ式）、遠隔式（アナログ式） 

現地式（デジタル式）、遠隔式（デジタル式） 

連携効果（比較） 

 

 

項  目 現 状(単独) 共同化(設定ケース) 

費用の削減 単独購入単価 

×年間購入数 

共同購入単価 

×総年間購入数 

共同化後の費用算

定方法 

 

 

 過去3 年間の年間購入実績と購入単価をもとに、設定ケースで示す8 パターンの費

用関数を作成する。 

 購入形態には「自治体が購入」「工事業者が購入」があり、単価が異なることが予想される

ため、割合が大きいと想定される「自治体が購入」の購入単価を用いる。       
 
 
 
 
 
 
                      
 作成した費用関数を用いて地域毎の総年間購入数から、共同購入単価を算定する。 

データ集計結果 ○ アンケート調査結果 

令和元年度現在、道内において、水道事業を実施している171自治体を対象に水道メー

ターの3ヶ年（H29、H30、R1）の購入実績について調査した結果は次のとおりである。 

年間購入数 
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自治体が購入121件, 
70.8%

工事業者が購入
41件, 24.0%

不明1件, 0.6% 自治体及び工
事業者購入

8件, 4.7%

水道メーター
購入形態割合

（回答自治体数171）

現地式（アナログ式）
14件, 7.5%

現地式
（デジタル式）

17件, 9.1%

遠隔式
（アナログ式）

16件, 8.6%遠隔式（デジタル式）
139件, 74.3%

不明1件, 0.5%

水道メーター種類別
採用割合

（回答自治体数187）

事  項 内  容 

 ＜水道メーター3カ年（H29、H30、R1）の購入実績＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：口径別の購入単価が不明の場合 

※2：複数種類の水道メーターを購入している自治体があるため、回答自治体とは異なる 

※3：水道メーター工事等の発注の中に水道メーターの購入も含まれているもの 

※4：水道メーターの一般的な型式である翼車型以外の水道メーター（単接続型や無線タイ

プ）や、同じ自治体で複数回答があり購入数の少ない回答は新築向けの水道メーター等の

臨時購入と考えられるデータのため除く。 

＜種類別仕様割合＞             ＜購入形態割合＞ 

 

連携効果の算定 １ 算定方法 

前記のとおり、アンケート調査結果をもとに年間購入数と購入単価の費用関数を用

いて連携効果（費用）を算定する。 

なお、共同購入の条件としては、７割以上の自治体が採用し、近年の購入実績が増

加傾向であり、将来的にシフトしていくと考えている自治体もヒアリングにて確認し

ていることから、遠隔式（デジタル式）のφ13及びφ20とする。また、購入方法は多

くの自治体で行われている、自治体購入とする。 

 

２ 使用データ 

 アンケート調査結果より、自治体が直接購入している遠隔式（デジタル式）の321

データを対象とする。 

工事事業者が購入※３ 自治体が購入

φ13 34 34 6 28

φ20 33 33 6 27

φ13 58 58 19 39

φ20 53 53 14 39

φ13 51 51 12 39

φ20 51 51 12 39

φ13 467 435 114 321

φ20 470 434 113 321

φ13 6 - - -

φ20 6 - - -

※２ φ13 616 578 151 427

φ20 613 571 145 426

回答自治体 171

合計 187

遠隔式（アナログ式） 16

遠隔式（デジタル式） 138 費用関数対象

その他※1 2

現地式（アナログ式） 14

現地式（デジタル式） 17

自治体 備考
データ数 内検討対象※４
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事  項 内  容 

３ 費用関数の作成 

費用関数の回帰式の線形式及び指数式は、年間購入数が増加するほど、購入単価が

極端に減少し（単価がマイナスの値となり）、現実的ではない単価となるため、採用す

る回帰式は累乗式もしくは対数式とする。 

 

 

 

 

費用関数の回帰式は、「累乗式・対数式」のいずれの式も決定係数が R2=0.5 未満であ

8,000
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購
入

単
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（
円

/個
）

年間購入数（個）

遠隔式（デジタル式）φ13の年間購入数と購入単価の関係
（データ数321）

累乗 対数

名称 累乗式 対数式

回帰式 Y=21569X-0.076 Ｙ＝-1213ｌｎ（Ｘ）+21348

決定係数 Ｒ2＝0.1745 Ｒ2＝0.0455

8,000

13,000

18,000

23,000

28,000

33,000

38,000
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遠隔式（デジタル式）φ20の年間購入数と購入単価の関係
（データ数321）

累乗 対数

名称 累乗式 対数式

回帰式 Y=19734X-0.053 Ｙ＝-960ｌｎ（Ｘ）+20519

決定係数 Ｒ2＝0.1064 Ｒ2＝0.1012
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事  項 内  容 

り、統計的有意の関係は示されないため、2式の内、φ13及びφ20ともに最大年間購入

数（実績）の時の費用関数による購入単価が実績値に一番近似しており、いずれの費用

関数も決定係数が高い値を示している累乗式を採用する。 

 

＜遠隔式（デジタル式）φ13の費用関数＞ 

 
 

＜遠隔式（デジタル式）φ20の費用関数＞ 

 
 

４ 算定結果 

 作成した費用関数を用いて費用の削減効果を算定した結果は、次のとおりである。 

 なお、シミュレーションに使用する地域毎の年間購入数は、下記のとおりとした。 

 ＜年間購入数＞ 

y = 21569x-0.076

R² = 0.1745
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遠隔式（デジタル式）φ13の年間購入数と購入単価の関係
（データ数321）

y = 19734x-0.053

R² = 0.1064
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遠隔式（デジタル式）φ20の年間購入数と購入単価の関係
（データ数321）



59 

事  項 内  容 

  アンケート調査結果より得られた自治体毎の過去3ヶ年の平均購入数（全ての種類）

の合計値とした。ただし、単価の安い現地式（アナログ式）を多く整備・購入し、今

後も遠隔式（デジタル式）に切り替える予定がないことを確認した5自治体の現地式

（アナログ式）の購入数は含まない。また、購入単価が不明である2自治体も購入数に

含まない。 

＜遠隔式（デジタル式）φ13＞ 

 

＜地域別の単独購入費用と共同購入費用の比較（φ13）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

滝川 5 4,453 54,990 11,390 50,720 △ 4,270 △ 7.8

深川 5 698 10,193 13,113 9,153 △ 1,040 △ 10.2

岩見沢 6 8,484 114,288 10,846 92,017 △ 22,271 △ 19.5

千歳 6 15,789 168,989 10,346 163,353 △ 5,636 △ 3.3

江別 3 2,301 26,570 11,976 27,557 987 3.7

倶知安 16 5,760 86,027 11,170 64,339 △ 21,688 △ 25.2

岩内 4 1,249 28,261 12,546 15,670 △ 12,591 △ 44.6

室蘭 6 9,876 124,031 10,721 105,881 △ 18,150 △ 14.6

苫小牧 5 8,664 100,913 10,828 93,814 △ 7,099 △ 7.0

浦河 3 1,014 14,372 12,746 12,924 △ 1,448 △ 10.1

静内 4 2,682 30,943 11,838 31,750 807 2.6

渡島 9 3,846 65,963 11,518 44,298 △ 21,665 △ 32.8

八雲 4 2,581 38,843 11,872 30,642 △ 8,201 △ 21.1

江差 5 902 16,793 12,860 11,600 △ 5,193 △ 30.9

上川 9 11,984 192,432 10,565 126,611 △ 65,821 △ 34.2

名寄 8 3,255 62,726 11,665 37,970 △ 24,756 △ 39.5

富良野 5 1,709 35,269 12,250 20,935 △ 14,334 △ 40.6

留萌 7 2,123 36,384 12,050 25,582 △ 10,802 △ 29.7

稚内 10 4,021 65,984 11,479 46,157 △ 19,827 △ 30.0

網走 4 2,398 27,577 11,939 28,630 1,053 3.8

北見 5 2,948 36,487 11,753 34,648 △ 1,839 △ 5.0

紋別 8 3,861 75,455 11,514 44,456 △ 30,999 △ 41.1

帯広 19 8,184 104,704 10,875 89,001 △ 15,703 △ 15.0

釧路 8 8,384 136,716 10,855 91,008 △ 45,708 △ 33.4

中標津 5 2,485 34,088 11,907 29,589 △ 4,499 △ 13.2

合計 169 119,651 1,688,998 - 1,328,305 △ 360,693 △ 21.4

地　域
共同購入単価

（円/個）
②共同購入の
費用（千円）

①過去3ヶ年の平均
購入費用（千円）

（単独購入）

③効果額
（千円）
（②‐①）

削減率
（％）

（③/①）

過去3ヶ年の
平均年間購入数

自治体数
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事  項 内  容 

＜遠隔式（デジタル式）φ20＞ 

 

＜地域別の単独購入費用と共同購入費用の比較（φ20）＞ 
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地域

共同購入と単独購入の費用比較（φ20）

共同購入の費用 単独購入の費用

滝川 5 1,921 24,848 13,219 25,394 546 2.2

深川 5 745 12,087 13,899 10,355 △ 1,732 △ 14.3

岩見沢 6 814 12,098 13,834 11,261 △ 837 △ 6.9

千歳 6 8,843 101,287 12,191 107,805 6,518 6.4

江別 3 253 3,038 14,718 3,724 686 22.6

倶知安 16 571 10,572 14,097 8,049 △ 2,523 △ 23.9

岩内 4 50 1,423 16,039 802 △ 621 △ 43.6

室蘭 6 582 7,542 14,082 8,196 654 8.7

苫小牧 5 1,306 15,522 13,492 17,621 2,099 13.5

浦河 3 350 4,580 14,467 5,063 483 10.5

静内 4 413 5,429 14,341 5,923 494 9.1

渡島 9 3,714 72,719 12,765 47,409 △ 25,310 △ 34.8

八雲 4 216 4,253 14,842 3,206 △ 1,047 △ 24.6

江差 5 155 3,631 15,105 2,341 △ 1,290 △ 35.5

上川 9 13,676 328,620 11,913 162,922 △ 165,698 △ 50.4

名寄 8 735 19,535 13,909 10,223 △ 9,312 △ 47.7

富良野 5 164 4,039 15,060 2,470 △ 1,569 △ 38.8

留萌 7 321 6,121 14,534 4,665 △ 1,456 △ 23.8

稚内 10 1,343 27,784 13,472 18,093 △ 9,691 △ 34.9

網走 4 665 8,019 13,983 9,299 1,280 16.0

北見 5 5,765 78,691 12,471 71,895 △ 6,796 △ 8.6

紋別 8 601 13,820 14,058 8,449 △ 5,371 △ 38.9

帯広 19 10,707 140,668 12,068 129,212 △ 11,456 △ 8.1

釧路 8 5,751 113,553 12,472 71,726 △ 41,827 △ 36.8

中標津 5 2,003 30,295 13,189 26,418 △ 3,877 △ 12.8

合計 169 61,664 1,050,174 - 772,521 △ 277,653 △ 26.4

削減率
（％）

（③/①）

③効果額
（千円）
（②‐①）

①過去3ヶ年の平均
購入費用（千円）

（単独購入）
地　域

共同購入単価
（円/個）

②共同購入の
費用（千円）

過去3ヶ年の
平均年間購入数

自治体数
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事  項 内  容 

＜遠隔式（デジタル式）φ13 ＋ φ20 ＞ 

 

・全道での削減効果額は、φ13で約361百万円、φ20で約278百万円となり、削減率

はφ13で21.4％、φ20で26.4％であり、また、φ13は25地域中21地域、φ20は

25地域中17地域で削減効果が見られたことから、水道メーターの共同購入における

費用削減効果はあると考えられる。ただし、費用関数は自治体が直接購入した場合

のデータを用いて作成しているのに対し、工事事業者が工事請負の中で購入してい

る自治体においては、①の単独購入費用は設計書に記載された単価をもとに算定し

ており、自治体が購入している価格よりも割高になっていることから、削減効果の

滝川 5 79,838 76,114 △ 3,724 △ 4.7

深川 5 22,280 19,508 △ 2,772 △ 12.4

岩見沢 6 126,386 103,278 △ 23,108 △ 18.3

千歳 6 270,276 271,158 882 0.3

江別 3 29,608 31,281 1,673 5.7

倶知安 16 96,599 72,388 △ 24,211 △ 25.1

岩内 4 29,684 16,472 △ 13,212 △ 44.5

室蘭 6 131,573 114,077 △ 17,496 △ 13.3

苫小牧 5 116,435 111,435 △ 5,000 △ 4.3

浦河 3 18,952 17,987 △ 965 △ 5.1

静内 4 36,372 37,673 1,301 3.6

渡島 9 138,682 91,707 △ 46,975 △ 33.9

八雲 4 43,096 33,848 △ 9,248 △ 21.5

江差 5 20,424 13,941 △ 6,483 △ 31.7

上川 9 521,052 289,533 △ 231,519 △ 44.4

名寄 8 82,261 48,193 △ 34,068 △ 41.4

富良野 5 39,308 23,405 △ 15,903 △ 40.5

留萌 7 42,505 30,247 △ 12,258 △ 28.8

稚内 10 93,768 64,250 △ 29,518 △ 31.5

網走 4 35,596 37,929 2,333 6.6

北見 5 115,178 106,543 △ 8,635 △ 7.5

紋別 8 89,275 52,905 △ 36,370 △ 40.7

帯広 19 245,372 218,213 △ 27,159 △ 11.1

釧路 8 250,269 162,734 △ 87,535 △ 35.0

中標津 5 64,383 56,007 △ 8,376 △ 13.0

合計 169 2,739,172 2,100,826 △ 638,346 △ 23.3

削減率　（％）
（③/①）

①過去3ヶ年の平均
購入費用
（千円）

（単独購入）

②共同購入の
費用

（千円）

③効果額（千円）
（②‐①）

地　域 自治体数
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事  項 内  容 

算定にあたってはこのことに留意する必要がある。 

 例：遠隔式（デジタル式）φ13 全道平均単価（過去3ヵ年平均） 

  

 

・地域別でみると、φ13で削減効果が一番大きい地域は、上川地域で約66百万円とな

り、削減率が大きいのは、岩内地域で44.6%であった。 

・上川地域の削減効果額が大きい要因は、共同購入によるスケールメリット効果の

他、共同購入条件の「一般的な翼車型タイプ」及び「自治体購入」に対し、より割

高な「翼車型タイプ以外」及び「工事業者が購入」を採用する自治体が多いことが

考えられる。 

・岩内地域の削減率が大きい要因は、上川地区と同様に、共同購入におけるスケール

メリット効果が考えられる他、「工事業者が購入」を採用する自治体が多いことが考

えられる。 

・φ20で削減効果額及び削減率ともに一番大きい地域は、上川地域で約166百万円、

50.4%であった。削減効果額及び削減率が大きくなった要因は、φ13の要因と同じで

あると考えられる 

 

５ 結果の検証 

民間企業に見積依頼をしたが、見積価格を公表、提示することは、今後の業務に支障

が生じること等から提出できないとの回答があったため、見積による費用関数の検証は

できない結果となった。 

なお、民間企業へのヒアリングにより、購入単価（納品単価）はある程度の購入個数

までは、購入単価（納品単価）は安くなると考えられるとのことで、作成した費用関数

も同様な傾向であることを確認した。 

 

考察 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治体によって、採用している水道メーターの仕様や購入単価などに違いがあるが、年

間購入数が増えると購入単価が安くなる傾向が見込まれる結果となったことから、共同

購入の実施により、費用削減効果が期待され、さらに事務の負担軽減化にも繋がる可能性

があるものと推察される。     
共同購入の実施に向けては、自治体間での水道メーター仕様をできる限り統一して、購

入数を多くする必要があるが、一方で、民間企業へのヒアリングにより、納品時期や発注

から納品までの期間等の諸条件によるが、在庫数や工場での製作可能量との関係から一

括での購入量には制限があることを確認したことから、この点に考慮して検討を進める

必要があると考える。 
また、将来的には検針員の確保等の課題から、自動通信により使用水量データを取得

（自動検針）できる水道スマートメーターの普及も期待されるが、価格については、通常

自治体購入単価 14,588円
工事事業者購入単価 23,864円
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事  項 内  容 

 

 

の現地式（アナログ式）よりも約10倍、遠隔式（デジタル式）よりも1.7～2倍程度（定

価額による）であるため、購入する場合には、費用対効果を十分に検討する必要があるも

のと考えられる。 
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⑸ 電気計装設備等の定期点検 
事  項 内  容 

業務範囲 

 

○電気計装設備の定期点検 

検討対象とする電気計装設備は次のとおりとする。 

 

電力設備 高圧受変電設備 

低圧受変電設備 

動力設備 

自家発電設備 

計装設備 流量計、水位計、水質計器など 

監視制御設備 
 

シミュレーション

連携単位 

25 地域 

予想される連携 

効果 

 

電気計装設備の定期点検を共同で行うことで、現状と比較して下記の連携効果が期待できる。 

 スケールメリットによる費用の抑制 

 直営人工の削減 

設定ケース  上記業務範囲を地域全体で民間委託した場合 

連携効果(比較) 

 

 

 

 

 

 現 状(単独) 共同化(設定ケース) 

費用の削減 委託料＋直営人件費 委託料（各自治体で按分） 

人員の削減 現在の直営人工 ― 

共同化後の経費 

算定方法 

 

 

 

 

 

 

 電気計装設備はそれぞれ定期点検に要する委託料が異

なるため、費用関数を作成する設備単位を検討した上

で、委託料と設備数により、費用関数を作成する。 

 作成した費用関数を用いて地域の総設備数から共同委

託料を算出する。 

 なお、設備メーカー毎にまとめて委託している場合もあると想定されるため、費用関数の精度

が低い場合は 3 ケースの見積を用いて 25 地域で積算する。 

 検討にあたっては、メーカーの違いは考慮しないものとする。 

設備数

委
託
料
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事  項 内  容 

データ集計結果 ○アンケート調査結果 

 令和元年度末現在、道内において水道事業又は水道用水供給事業を実施している 176 自治

体を対象に令和元年度の電気計装設備等の定期点検について調査した結果は次のとおりであ

る。 

 

＜地域別設備数（令和元年度現在）＞ 

 

 

＜契約方法（令和元年度実績）＞ 

 

計装設備
監視制御

設備
特高

（盤数）
高圧

（盤数）
低圧

（盤数）
動力

（盤数）
設備数
（機数）

能力
（kVA）

機器数 子局数

1 滝川 5 0 104 53 175 23 4,481 273 96
2 深川 6 0 11 9 30 5 750 59 41
3 岩見沢 7 0 26 19 63 22 1,514 291 79
4 千歳 7 0 64 112 161 43 6,668 537 63
5 江別 4 10 284 334 891 53 13,313 1,578 146
6 倶知安 16 0 31 38 82 40 2,247 1,088 119
7 岩内 4 0 0 4 17 6 442 90 11
8 室蘭 6 0 26 60 91 37 3,150 498 120
9 苫小牧 5 0 21 49 95 23 2,558 222 25

10 浦河 3 0 5 12 26 10 636 88 39
11 静内 4 0 9 32 114 43 2,141 182 76
12 渡島 9 0 39 57 276 29 2,493 570 64
13 八雲 4 2 2 11 95 31 1,367 258 94
14 江差 5 0 2 37 10 12 346 174 30
15 上川 9 1 32 29 49 15 1,524 401 78
16 名寄 8 0 6 86 35 23 1,657 247 25
17 富良野 5 0 6 17 65 21 1,335 199 35
18 留萌 8 0 28 24 79 23 1,582 307 32
19 稚内 10 0 24 39 62 56 3,374 464 75
20 網走 5 0 6 18 70 15 1,051 245 36
21 北見 5 0 15 106 63 21 1,379 307 56
22 紋別 8 0 9 25 115 24 2,799 410 37
23 帯広 20 0 65 86 416 83 5,410 1,332 209
24 釧路 8 0 29 105 168 38 3,895 484 112
25 中標津 5 1 30 5 18 22 915 242 50

計 176 14 874 1,367 3,266 718 67,024 10,546 1,748

地域
自治体

数

設備数等

電力設備 自家発電設備

一般競争入

札

20業務
4%指名競争入

札

56業務
12%

一社随意契

約

339業務
69%

見積もり合わ

せ

59業務
12%

その他

16業務
3%
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事  項 内  容 

データ集計結果 ＜委託料（令和元年度実績）＞ 

45業務は他業務に委託料を含めており、委託料自体への回答無し 

 

＜点検方法（令和元年度実績）＞ 

 

＜点検項目（令和元年度実績）＞ 

電力設備（特別高圧、高圧、低圧、動力）、自家発電設備、計装設備、監視制御設備の 

7項目。なお、17業務は点検設備数等のデータ無しのためグラフから除外。 

 

 

1百万円未満

277業務
62%

1～5百万円

131業務
29%

5～10百万円

17業務
4%

10～15百万

円

8業務
2%

15百万円以

上

12業務
3%

年次点検

243業務
49%

月次点検

47業務
10%

年次＋月次

点検

196業務
40%

その他

4業務
1%

1項目

180業務
38%

2項目

93業務
20%

3項目

83業務
18%

4項目

54業務
11%

5項目以上

63業務
13%
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事  項 内  容 

連携効果の算定 １ 算定方法 

 前記のとおり、アンケート調査結果をもとに、設備分類毎に設備数（盤数）と委託料の費用

関数を用いて連携効果（費用）を算定する。 

 

２ 使用データ 

 点検項目が１項目のみの180業務を用いて、費用関数を作成する。 

 

 

３ 費用関数の作成 

 アンケート調査で複数のデータが得られた項目について、費用関数の作成検討を行った。 

 

＜電力設備（高圧）盤数と委託料の関係＞ 

 

 

 

業務数

特別高圧 0
高圧 5
低圧 1
動力 4

自家発電設備 73
計装設備 76
監視制御設備 21

項　目
電
力
設
備

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

0 10 20 30 40 50 60

委
託
料（
千
円
）

盤数

電力設備（高圧）盤数と委託料の関係 （データ数5）

累乗 対数
線形 指数

名称 累乗式 対数式 線形式 指数式

回帰式 Y=104.58X
0.8297 Ｙ＝1235.4ln(X) - 621.62 Ｙ＝108X - 208.58 Y=150.07e

0.0666X

決定係数 Ｒ
2
＝0.8051 Ｒ

2
＝0.6811 Ｒ

2
＝0.9866 Ｒ

2
＝0.9843
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事  項 内  容 

連携効果の算定 ＜電力設備（動力）盤数と委託料の関係＞ 

 

 

 

＜自家発電設備数と委託料の関係＞ 

 

 

 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

0 2 4 6 8 10

委
託
料（
千
円
）

盤数

電力設備（動力）盤数と委託料の関係 （データ数4）

累乗 対数
線形 指数

名称 累乗式 対数式 線形式 指数式

回帰式 Y=406.71X
0.5607 Ｙ＝758.06ln(X) + 237.73 Ｙ＝216.21X + 89.618 Y=345.99e

0.1694X

決定係数 Ｒ
2
＝0.3774 Ｒ

2
＝0.3416 Ｒ

2
＝0.4269 Ｒ

2
＝0.5292

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0 2 4 6 8 10 12

委
託
料（
千
円
）

設備数

自家発電設備数と委託料の関係 （データ数73）

累乗 対数
線形 指数

名称 累乗式 対数式 線形式 指数式

回帰式 Y=124.3X
0.9247 Ｙ＝300.04ln(X) + 141.62 Ｙ＝120.11X + 30.45 Y=93.959e

0.3326X

決定係数 Ｒ
2
＝0.5001 Ｒ

2
＝0.4462 Ｒ

2
＝0.5370 Ｒ

2
＝0.4859
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事  項 内  容 

連携効果の算定 ＜自家発電機出力と委託料の関係＞ 

 

 

 

＜計装機器数と委託料の関係＞ 

 

 

 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

0 100 200 300 400 500 600 700

委
託
料（
千
円
）

発電機出力（kVA）

自家発電機出力と委託料の関係 （データ数73）

累乗 対数
線形 指数

名称 累乗式 対数式 線形式 指数式

回帰式 Y=29.195X
0.4203 Ｙ＝133.76ln(X) - 318.17 Ｙ＝1.0567X + 117.78 Y=116.84e

0.0032X

決定係数 Ｒ
2
＝0.3571 Ｒ

2
＝0.3059 Ｒ

2
＝0.3274 Ｒ

2
＝0.3441

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

0 50 100 150

委
託
料（
千
円
）

計装機器数

計装機器数と委託料の関係 （データ数76）

累乗 対数
線形 指数

名称 累乗式 対数式 線形式 指数式

回帰式 Y=395.71X
0.3753 Ｙ＝599.94ln(X) + 311.69 Ｙ＝28.836X + 1098.9 Y=650.35e

0.0178X

決定係数 Ｒ
2
＝0.1725 Ｒ

2
＝0.1612 Ｒ

2
＝0.1819 Ｒ

2
＝0.1905
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事  項 内  容 

連携効果の算定 ＜監視制御設備子局数と委託料の関係＞ 

 

 

 

 上記のようにデータ数の不足や統計的に有意な回帰式が得られないことにより、費用関数

による共同化の効果の算出は難しい結果となった。 

 

４ 算定方法の再検討 

 次に、設備分類別に次の３ケースについて民間企業から見積を徴取し、設備数（盤数）と委

託料の費用関数の検討を行った。 

  ケース１：25地域で最少の設備数（盤数） 

  ケース２：25地域で最多の設備数（盤数）（ただし、規模が極端に大きな江別地区を除く） 

  ケース３：25地域の平均の設備数（盤数） 

 

 上記の３ケースについて、電気計装設備の定期点検業務を行っている民間企業４社から見

積徴取を行った結果、各社とも保守点検の実績等を基に見積していることから見積金額自体

にばらつきが生じた。 

 このため、４社の見積結果の平均値から次のとおり費用関数を作成した。 

 

 

 

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000

0 5 10 15 20 25 30

委
託
料（
千
円
）

子局数

監視制御設備子局数と委託料の関係 （データ数21）

累乗 対数
線形 指数

名称 累乗式 対数式 線形式 指数式

回帰式 Y=324.84X
0.2184 Ｙ＝1625.3ln(X) - 826.52 Ｙ＝355.34X - 872.27 Y=277.86e

0.0686X

決定係数 Ｒ
2
＝0.0193 Ｒ

2
＝0.1556 Ｒ

2
＝0.4135 Ｒ

2
＝0.1058



71 

事  項 内  容 

連携効果の算定 ＜電力設備（特別高圧）点検費用の見積結果＞ 

（特別高圧は使用していない地域も多いため、見積は2ケースとした） 

 

 

＜電力設備（高圧）点検費用の見積結果＞ 

 

 

（単位：千円）

1 5
A社 3,500 17,500
B社 1,000 5,000
C社 342 1,710
D社 1,000 4,800
4社平均 1,461 7,253

見積
盤数

y = 1450.9x
R² = 1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5

点
検
費
用
（百
万
円
）

盤数
A社 B社 C社 D社 4社平均

（単位：千円）

2 20 100
A社 2,200 8,800 37,400
B社 800 8,000 40,000
C社 456 4,560 22,800
D社 400 4,600 20,800
4社平均 964 6,490 30,250

見積
盤数

y = 303.41x
R² = 0.9997

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 20 40 60 80 100

点
検
費
用
（
百
万
円
）

盤数
A社 B社 C社 D社 4社平均
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事  項 内  容 

連携効果の算定 ＜電力設備（低圧）点検費用の見積結果＞ 

 

 

 

＜電力設備（動力）点検費用の見積結果＞ 

 

 

（単位：千円）

5 50 100
A社 2,200 19,800 37,400
B社 1,000 10,000 20,000
C社 1,140 11,400 18,840
D社 500 2,800 5,000
4社平均 1,210 11,000 20,310

見積
盤数

y = 206.55x
R² = 0.9989

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 20 40 60 80 100

点
検
費
用
（
百
万
円
）

盤数
A社 B社 C社 D社 4社平均

（単位：千円）

10 100 400
A社 3,000 30,000 120,000
B社 2,000 20,000 80,000
C社 2,280 22,800 91,200
D社 500 3,500 12,700
4社平均 1,945 19,075 75,975

見積
盤数

y = 189.99x
R² = 1

0

20

40

60

80

100

120

140

0 50 100 150 200 250 300 350 400

点
検
費
用
（
百
万
円
）

盤数
A社 B社 C社 D社 4社平均
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事  項 内  容 

連携効果の算定 ＜自家発電設備（100kVA相当）点検費用の見積結果＞ 

 

 

 

＜計装設備点検費用の見積結果＞ 

 

 

（単位：千円）

5 30 80
A社 2,500 15,000 40,000
B社 12,500 75,000 200,000
C社 3,500 21,000 56,000
D社 1,600 10,000 23,700
4社平均 5,025 30,250 79,925

見積
機数（100kVA相当）

y = 1000.2x
R² = 1

0

50

100

150

200

250

0 10 20 30 40 50 60 70 80

点
検
費
用
（百
万
円
）

機数
A社 B社 C社 D社 4社平均

（単位：千円）

50 400 1,500
A社 2,100 16,800 63,000
B社 1,100 8,800 33,000
C社 5,700 45,600 171,000
D社 3,900 22,000 73,200
4社平均 3,200 23,300 85,050

見積
個数

y = 56.81x
R² = 0.9999

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

点
検
費
用
（
百
万
円
）

個数
A社 B社 C社 D社 4社平均
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事  項 内  容 

連携効果の算定 ＜監視制御設備点検費用の見積結果＞ 

 

 

（単位：千円）

10 50 200
A社 6,000 30,000 120,000
B社 5,000 25,000 100,000
C社 2,280 11,400 45,600
D社 2,100 11,100 39,800
4社平均 3,845 19,375 76,350

見積
局数

y = 382.09x
R² = 1

0

20

40

60

80

100

120

140

0 50 100 150 200

点
検
費
用
（
百
万
円
）

局数
A社 B社 C社 D社 4社平均
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事  項 内  容 

連携効果の算定 ５ 算定結果 

 ４社の平均値を用いた費用関数により算定した結果は次のとおりである。 

  

＜連携効果の算定結果（定期点検）＞ 

 

 個別委託②と共同委託③との比較でみると、連携効果は無いという結果となった。保守点

検業務は専門の技術者が行う現地作業（業者側の業務の効率化が難しい）であり、設備が異

なり施設間の距離が離れているといった共同委託の条件では、１設備当たりの保守点検費用

を削減することは難しいと想定される。なお、４社の見積については、すべて、設備数（盤

数）に関わらず１設備当たりの保守点検費用は一定であった。 

また、現状①と共同委託③の比較でみると、現状①は自治体が設備の現状を踏まえて、水

道維持管理指針に従い施設の重要度や緊急度に応じて、また、日常的な維持管理業務との組

み合わせの中で点検を委託していると考えられるのに対し、費用関数を用いた共同委託②

は、設備数に応じ一律に点検を実施した場合の委託料を計上したものであるため、共同委託

料が現状の委託料の総額より高くなるという結果となった。 

 

６ 共同委託による直営業務の削減効果 

 アンケート調査結果からは直営で電気計装設備等の定期点検を実施している事例は得ら

れなかった（日常巡視については職員が行っている自治体あり）。このため共同委託による

直営業務の削減効果は小さい（委託事務の軽減程度）と考えられる。 

1 滝川 5 16,162 150,731 150,731 0 134,569 832.6%
2 深川 6 11,822 34,880 34,880 0 23,058 195.0%
3 岩見沢 7 9,849 92,448 92,448 0 82,599 838.6%
4 千歳 7 111,023 170,350 170,350 0 59,327 53.4%
5 江別 4 359,043 536,319 536,319 0 177,276 49.4%
6 倶知安 16 48,660 180,121 180,121 0 131,461 270.2%
7 岩内 4 5,860 19,368 19,368 0 13,508 230.5%
8 室蘭 6 24,513 148,537 148,537 0 124,024 506.0%
9 苫小牧 5 35,138 79,541 79,541 0 44,403 126.4%

10 浦河 3 2,108 38,795 38,795 0 36,687 1740.4%
11 静内 4 19,502 113,246 113,246 0 93,744 480.7%
12 渡島 9 53,029 161,737 161,737 0 108,708 205.0%
13 八雲 4 3,111 105,374 105,374 0 102,263 3287.1%
14 江差 5 6,522 43,383 43,383 0 36,861 565.2%
15 上川 9 48,846 93,982 93,982 0 45,136 92.4%
16 名寄 8 14,167 72,532 72,532 0 58,365 412.0%
17 富良野 5 1,808 63,311 63,311 0 61,503 3401.7%
18 留萌 8 23,172 81,066 81,066 0 57,894 249.8%
19 稚内 10 17,731 138,011 138,011 0 120,280 678.4%
20 網走 5 3,122 61,474 61,474 0 58,352 1869.1%
21 北見 5 31,226 97,903 97,903 0 66,677 213.5%
22 紋別 8 29,775 91,132 91,132 0 61,357 206.1%
23 帯広 20 103,309 354,872 354,872 0 251,563 243.5%
24 釧路 8 41,015 170,356 170,356 0 129,341 315.4%
25 中標津 5 9,825 69,848 69,848 0 60,023 610.9%

計 176 1,030,339 3,169,317 3,169,317 0 2,138,978 207.6%

個別委託料
②（千円）

共同委託料
③（千円）

効果額
④＝③－①

（千円）

削減率
④/①

現状の委託料
①（千円）

地域 自治体数
効果額
③－②
（千円）
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事  項 内  容 

考察  各自治体の定期点検の状況・内容と民間企業が想定している定期点検内容に違いがあるこ

とから、見積を用いた方法では共同化の効果の算出は難しいことが示された。また、北海道内

は施設間の距離が離れているため、広域化して共同発注すると逆に費用増加の可能性がある

ことも見積徴取した民間企業から指摘があった。 

 一方、現在の委託料が安価となっているのは、自治体において、限られた予算の中、施設の

重要度や現況を踏まえた上で、優先度を決めて、日常の維持管理と組み合わせながら定期点

検を実施していることが要因であると考えられる。このことから、電気計装設備等の定期点

検のみを共同化するのではなく、まずは維持管理の共同化を進めたうえで、それに付随して

効果的な電気計装設備等の定期点検を進める必要があると考えられる。 

 更にそのことによって、自治体間の維持管理水準の均一化や向上も期待できる。なお、自治

体へのアンケート結果では、隣接した自治体であっても異なるメーカーの電気計装設備を使

用している現状が示されており、定期点検の共同化を進めるうえでの課題である。 
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⑹ 水質検査（分析業務） 
事  項 内  容 

業務範囲 ○水質検査（分析業務） 

法定定期検査等に係る分析業務に限定する（毎日検査は対象外）。 

シミュレーション

連携単位 

25 地域 

ただし、既に共同化を実施している地域を除く。 

予想される連携 

効果 

 

水質検査（分析業務）を共同で行うことで、現状と比較して下記の連携効果が期待できる。 

 スケールメリットによる費用の抑制 

設定ケース  上記業務範囲を地域全体で民間委託した場合 

連携効果(比較) 

 

 

 

 

 現 状(単独) 共同化(設定ケース) 

費用の削減 委託料 委託料（各自治体で按分） 

共同化後の経費 

算定方法 

 

 

 

 

 

 

 水質検査（分析業務）は委託料と検体数（検査地点数×

検査回数）または検査地点数により費用関数を作成す

る。 

 作成した費用関数を用いて地域の総検体数または総検

査地点数から共同委託料を算出する。 

 なお、自治体によっては検査項目の一部を省略している場合があり、費用関数の精度が低い

場合は⑩に示す 3 ケースの見積及び文献（既存資料）を用いて２５地域で積算する。 

検体数または検査地点数

委
託
料
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事  項 内  容 

データ集計結果 ○アンケート調査結果 

 令和元年度末現在、道内において水道事業又は水道用水供給事業を実施している176自治

体を対象に、令和元年度の水質検査の実施状況について調査した結果は次のとおりである。 

 なお、既に他自治体と連携（委託）している自治体や自ら分析業務を実施（直営）してい

る自治体は対象外としている。また、全項目検査を年４回実施している自治体は費用関数の

対象データから除外している。 

＜水質検査の業務実態（令和元年度実績）＞ 

 

＜地域別の検査地点数（令和元年度末現在）＞ 

ほとんどの自治体が下記の検査方法であった。 

 ・浄水 年1回全項目検査、年4回検査（消毒副生成物等）、毎月検査 

 ・原水 年1回全項目検査 

  ※大規模自治体等で年4回、年2回の全項目検査を実施している例あり 

 

自治体数 業務数
費用関数の対象

データ（自治体）数
共同委託ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの

対象自治体数
直営で採水 52 54 51 52
採水も委託 58 66 0 58

他自治体に委託 53 75 0 0
全て直営 13 15 0 0

176 210 51 110

※直営による分析は１業務として業務数に含めている。

水質検査の委託区分

民間に委託

合　計

浄水 原水 計
1 滝川 5 15 7 22
2 深川 6 12 2 14
3 岩見沢 7 22 7 29
4 千歳 7 40 9 49
5 江別 4 17 10 27
6 倶知安 16 75 65 140
7 岩内 4 15 11 26
8 室蘭 6 35 31 66
9 苫小牧 5 29 19 48

10 浦河 3 9 8 17
11 静内 4 18 18 36
12 渡島 9 51 46 97
13 八雲 4 33 41 74
14 江差 5 17 15 32
15 上川 9 30 20 50
16 名寄 8 24 21 45
17 富良野 5 28 31 59
18 留萌 8 22 24 46
19 稚内 10 37 33 70
20 網走 5 23 23 46
21 北見 5 29 21 50
22 紋別 8 40 34 74
23 帯広 20 107 84 191
24 釧路 8 49 44 93
25 中標津 5 22 16 38

計 176 799 640 1,439

地域 自治体数
検査地点数
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事  項 内  容 

データ集計結果 ＜水質検査体制（令和元年度実績）＞ 

 

＜契約方法（令和元年度実績）＞ 

 

＜検体の運搬方法（令和元年度実績）＞ 

 

＜委託料（令和元年度実績）＞ 

17業務は直営または維持管理業務に分析業務を含めており、委託料は回答無し 

 

 

直営で採水、

分析

14業務
7%

直営で採水、

分析は他水

道事業

37業務

17%

直営で採水、

分析は委託

79業務
38%

採水、分析と

もに委託

73業務
35%

その他

7業務
3%

一般競争入

札

4業務
2%

指名競争入

札

48業務
23%

一社随意契

約

106業務
50%

見積もり合わ

せ

27業務
13%

直営、その他

25業務
12%

直営

10業務
5%

検査機関へ

送付

28業務
13%

検査機関に

持参

41業務
20%

検査機関が

取りに来る

116業務
55%

その他

15業務
7%

1百万円未満

55業務
28%

1～2百万円

48業務
25%

2～3百万円

32業務
17%

3～4百万円

20業務
10%

4百万円以上

38業務
20%
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事  項 内  容 

連携効果の算定 １ 算定方法 

 前記のとおり、アンケート調査結果をもとに、検体数又は検査地点数と委託料の費用関数

を用いて連携効果（費用）を算定する。 

 

２ 使用データ 

 分析業務を対象としていることから、民間委託のうち直営で採水しているものを対象にす

る。なお、費用関数の作成にあたり、年 4 回の全項目検査を実施している一部の自治体の分

析費用は、他自治体（道内の多くの自治体が年 1 回実施）と比較して高くなるため、費用関

数のデータから除外した。 

 

３ 費用関数の作成 

 民間委託のうち直営で採水している自治体のデータを用いて、検査地点数又は検体数（検

査地点数×検査回数）と委託料の関係について費用関数を作成した結果を以下に示す。 

 

＜検査地点数と委託料の関係＞ 

 

 

 

 

 

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000

0 5 10 15 20

委
託
料（
千
円
）

検査地点数

検査地点数【直営で採水】と委託料の関係（データ数51）

累乗 対数
線形 指数

名称 累乗式 対数式 線形式 指数式

回帰式 Y=393.48X
0.9003 Ｙ＝1640ln(X) - 366.18 Ｙ＝281.74X + 472.81 Y=694.25e

0.1392X

決定係数 Ｒ
2
＝0.6347 Ｒ

2
＝0.5384 Ｒ

2
＝0.5515 Ｒ

2
＝0.5270
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事  項 内  容 

連携効果の算定 ＜検体数（検査地点数×検査回数）と委託料の関係＞ 

 

 

 

いずれの場合についても統計的有意の関係が示されていることから、決定係数R2の数値が

大きい検査地点数をX軸とした場合の費用関数（y = 393.48x0.9003）を採用する。 

 

＜採用した費用関数＞ 

 

 

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000

0 20 40 60 80 100 120 140

委
託
料（
千
円
）

検体数（検査地点数×検査回数）

検体数（検査地点数×検査回数）【直営で採水】と
委託料の関係（データ数51）

累乗 対数
線形 指数

名称 累乗式 対数式 線形式 指数式

回帰式 Y=53.69X
0.9688 Ｙ＝1868.7ln(X) - 4373.2 Ｙ＝43.555X + 421.03 Y=692.19e

0.021X

決定係数 Ｒ
2
＝0.5611 Ｒ

2
＝0.5337 Ｒ

2
＝0.5241 Ｒ

2
＝0.4783

y = 393.48x0.9003

R² = 0.6347

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000

0 5 10 15 20

委
託
料（
千
円
）

検査地点数

検査地点数【直営で採水】と委託料の関係（データ数51）
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事  項 内  容 

連携効果の算定 ４ 費用関数の検証 

 25 地域の検査地点数から 3 ケース（最小値、平均値、最大値）の見積を徴取し、費用関数

の検証を行った。 

 2 社の見積徴取結果は以下のとおりであった。A 社、B 社ともに他の分析業務も行ってお

り、取扱っている分析業務数の大小によって費用が異なっていると考えられる。なお、A社が

費用関数を上回る金額の理由としては、下記が考えられる。 

 ・費用関数が発注額ベースであり、見積と発注額の差がある。 

 ・回答業務数の約1/4が指名（一般）競争入札で、分析費用が抑えられている 

 以上より、採用した費用関数は妥当であると考える。 

 

 

 

 

（単位:千円）

12 50 200

費用関数（直営で採水） y=393.48x
0.9003 3,686 13,320 46,402

A社 － 5,382 17,807 60,802
B社 － 4,795 13,926 48,549

費用関数及び見積 回帰式
地点数

0

10

20

30

40

50

60

70

0 50 100 150 200

委
託
料
（百
万
円
）

検査地点数
費用関数（直営で採水） A社 B社
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事  項 内  容 

連携効果の算定 ５ 算定結果 

 費用の削減効果を以下に示す。 

 

＜連携効果の算定結果（水質検査）＞ 

 

 

個別委託料②と共同委託料③を比較すると削減効果額は道全体で 54 百万円、削減率は

18.6%の試算結果が示された。削減率は地域別に違いが生じており、浦河、静内、富良野地域

は高い削減率となった。 

 一方、網走、北見地域では共同委託料③が個別委託料②を上回っている。自治体側の委託

料削減と分析業者側の業務の効率化の取組が進んでいる結果と考えられる。 

 

1 滝川 1 7 3,884 (3,884) (3,884)
2 深川 6 14 5,814 4,783 4,234 △ 549 △ 11.5%
3 岩見沢 3 12 3,225 4,724 3,686 △ 1,038 △ 22.0%
4 千歳 0 0 0 0 0
5 江別 3 17 15,280 5,538 5,043 △ 495 △ 8.9%
6 倶知安 7 65 26,505 20,033 16,869 △ 3,164 △ 15.8%
7 岩内 0 0 0 0 0
8 室蘭 6 66 39,111 20,403 17,102 △ 3,301 △ 16.2%
9 苫小牧 4 34 9,274 10,742 9,413 △ 1,329 △ 12.4%

10 浦河 3 17 10,464 10,464 5,043 △ 5,421 △ 51.8%
11 静内 4 36 19,022 15,258 9,910 △ 5,348 △ 35.1%
12 渡島 8 62 24,192 21,894 16,166 △ 5,728 △ 26.2%
13 八雲 4 74 25,894 22,364 18,958 △ 3,406 △ 15.2%
14 江差 5 32 12,168 11,519 8,913 △ 2,606 △ 22.6%
15 上川 7 32 7,496 9,803 8,913 △ 890 △ 9.1%
16 名寄 1 4 1,043 (1,043) (1,043)
17 富良野 5 59 24,971 22,606 15,460 △ 7,146 △ 31.6%
18 留萌 8 46 16,835 16,779 12,357 △ 4,422 △ 26.4%
19 稚内 10 70 22,973 20,242 18,033 △ 2,209 △ 10.9%
20 網走 5 46 13,038 12,114 12,357 243 2.0%
21 北見 4 25 6,792 6,594 7,137 543 8.2%
22 紋別 3 42 12,277 12,652 11,385 △ 1,267 △ 10.0%
23 帯広 2 22 7,119 7,119 6,361 △ 758 △ 10.6%
24 釧路 6 67 23,222 20,561 17,336 △ 3,225 △ 15.7%
25 中標津 5 38 19,545 12,697 10,404 △ 2,293 △ 18.1%

計 110 887 350,144 288,889 235,080 △ 53,809 △ 18.6%

共同化の試算対象外

共同化の試算対象外

共同化の試算対象外

共同化の試算対象外

現状の
委託料

①（千円）

個別委託料
②（千円）

共同委託料
③（千円）

効果額
④＝③－②

（千円）

削減率
④/②

地域
自治体数

（民間委託）

検査
地点数

（民間委託）

現状の委託料 ① 個別委託料 ② 共同委託料 ③

採水は直営、分析は⺠間委託の自治体 R1実績額 R1実績額

採水・分析とも⺠間委託の自治体 R1実績額 費用関数から算出

※１ 表中の数字の取扱いについては次のとおり。

費用関数から算出

※２ ⺠間委託が１自治体の地域については共同化の試算対象外のため、個別委託料②・共同委託料③の
  金額は括弧書きとし、個別委託料②及び共同委託料③の合計値に含まない。
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事  項 内  容 

考察  見積徴取した分析業者は 2 社ともに、検査地点が増えるほど、検査地点数 1 箇所当たりの

分析費用は安価となると回答があり、共同化によって水質検査の委託規模が大きくなるほど、

共同化の効果が期待できる。 

 また、共同化した自治体内での水質検査水準の均一化が図られるとともに、検査結果の異

常が見られた場合の対応の統一が期待できる。加えて、各自治体が個別に行っていた委託事

務の軽減等も図られる。 

 

 なお、直営業務を削減する観点からは、委託料は増えるが採水も含めた共同化も考えられ

る。アンケート調査結果に基づき作成した検査地点数と委託料の費用関数から、採水の有無

により委託料には次のような差が見られた。 

 

 

 採水方法に関しては現在、自治体職員数の減少に伴い、指定検査機関に分析だけでなく採

水も委託するケースが増加する傾向にある。単一の自治体の委託であれば採水委託は可能と

考えられるが、共同化によって採水地点が広域に分散している場合は指定検査機関側で採水

要員を確保できない可能性があり、共同委託を行う上での課題として挙げられる。 

 

自治体数
1地点当たり平均
委託料（千円）

採水も委託 53 408
直営で採水 51 371

y = 424.11x0.9191

R² = 0.5925

y = 393.48x0.9003

R² = 0.6347

0

2,000

4,000
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検査地点数

検査地点数ー委託料の関係（採水方法の違い）

採水も委託 直営で採水
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事  項 内  容 

考察  採水に関しては維持管理業務も含めて委託する方法もあるが、その場合は水道法施行規則

第15条8項の内容に留意する必要がある。 

 

水道法施行規則第15条8項（一部抜粋） 

８ 法第二十条第三項 ただし書の規定により、水道事業者が第一項及び第二項の検査を地

方公共団体の機関又は登録水質検査機関（以下この項において「水質検査機関」という。）

に委託して行うときは、次に掲げるところにより行うものとする。 

一～三 （省略） 

四 試料の採取又は運搬を水質検査機関に委託するときは、その委託を受ける水質検査

機関は、試料の採取又は運搬及び水質検査を速やかに行うことができる水質検査機関で

あること。 

五 試料の採取又は運搬を水道事業者が自ら行うときは、当該水道事業者は、採取した

試料を水質検査機関に速やかに引き渡すこと。 

 

⇒ 登録水質検査機関以外には、試料の採取又は運搬を委託してはならない。 
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⑺ 遠方監視制御システムの導入 
事  項 内  容 

業務範囲 浄水場及び場外施設の遠方監視制御システムの導入 

シミュレーション

連携単位 

3ケース（異なる地域） 

予想される連携 

効果 

遠方監視制御システムを導入・集約することで、現状と比較して下記の連携効果が期待

できる。 

・スケールメリットによる費用の抑制 

・遠方監視制御システムを集約することによる費用削減効果 

設定ケース  地域内の遠方監視システム未導入自治体が共同でシステムを導入するが、監視制

御システムは集約せず、各自治体でそれぞれ設置するケース 

 地域内の遠方監視システム未導入自治体が共同でシステムを導入し、かつ監視制

御機能を1箇所に集約するケース 

 イのケースで離島等を含む場合 

連携効果(比較) 

 

 

   

 単独導入 共同導入（設定ケース） 

費用の削減 導入費用 導入費用 

共同化後の経費 

算定方法 

 設定ケース毎にシステムメーカーから見積を徴集する。 

データ集計結果 

 
○ アンケート調査結果 

令和元年度末現在、道内において水道事業又は水道用水供給事業を実施している176

自治体を対象に令和２年10月末現在の遠方監視システムの整備状況を調査した結果は

次のとおりである。 
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事  項 内  容 

＜遠方監視システムの導入状況（令和2年10月末現在）＞ 

 

 

 

＜遠方監視システム導入状況（令和2年10月末現在）＞ 

 

  

 

 

 

10年以下 20年以下 30年以下 30年超
滝川 1 4 4 1 3 0 0
深川 1 5 5 3 1 0 1
岩見沢 1 6 6 3 2 1 0
千歳 1 6 20 7 9 4 0
江別 0 4 4 4 0 0 0
倶知安 8 8 8 2 1 3 2
岩内 0 4 4 1 1 1 1
室蘭 0 6 8 4 2 2 0
苫小牧 1 4 4 1 0 2 1
浦河 0 3 3 0 1 1 1
静内 0 4 6 1 2 3 0
渡島 1 8 8 6 2 0 0
八雲 2 2 3 2 0 1 0
江差 0 5 5 4 0 1 0
上川 1 8 8 3 4 0 1
名寄 0 8 8 4 3 1 0
富良野 0 5 5 3 1 0 1
留萌 2 6 6 1 2 3 0
稚内 1 9 10 4 4 2 0
網走 0 5 5 0 2 1 2
北見 0 5 12 5 6 1 0
紋別 1 7 11 3 5 2 1
帯広 0 20 21 8 7 5 1
釧路 0 8 9 7 2 0 0
中標津 0 5 5 1 0 1 3
合計 21 155 188 78 60 35 15

地域 未導入
（自治体）

システム導入からの経過年数（箇所数）

遠方監視システム導入状況

導入済み
（自治体）

導入済み
（箇所数）

未導入
21事業体 （12%）

導入済み
155事業体（ 88%）

遠方監視システム導入状況
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事  項 内  容 

＜遠方監視システム経過年数（令和2年10月末現在）＞  

 

遠方監視制御装置の法定耐用年数は10年であり、点検や修繕・部分更新等の適切

な維持管理を実施しながら使用しているものと想定される。一方で、導入から20年

以上が経過しているシステムを中心として、ソフトウェアの更新や部品調達が困難と

なり、全面更新等の検討時期を迎えているシステムも相当数存在すると考えられる。 

 

連携効果の算定 １ 算定方法 

道内の約９割の浄水場が有する監視機能については、前記の３ケースについて次の

地域を選定し、個別にシステムを導入した場合と共同発注した場合の見積を民間企業

３社から徴収し、連携効果（費用）を算定する。 

また、上記のうち４割が有している制御機能を加えた場合については、３ケースにつ

いて民間企業からのヒアリングにより効果を把握することとする。 

 なお、離島を含むケースについては、離島所在の全自治体でシステム導入済であった

ことから、未導入自治体だけでなく全ての自治体で共同導入するケースに変更する。 

 

＜設定ケース＞ 

 設定ケース 選定地域 

1 

地域内の遠方監視システム未導入自治

体が共同でシステムを導入するが、シ

ステムは集約せず、各自治体でそれぞ

れ設置するケース 

① 倶知安地域 
（未導入の自治体が多い地域） 

2 
地域内の遠方監視システム未導入自治

体が共同でシステムを導入し、かつ監

視機能を1箇所に集約するケース 

① 倶知安地域 
（未導入の自治体が多い地域） 

② 浦河地域 
（自治体数が最少で、全ての自治体

の遠方監視システムの経過年数が

比較的長い地域） 

10年以下
78箇所

41%

20年以下
60箇所

32%

30年以下
35箇所

19%

30年超,

15箇所
8%
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事  項 内  容 

3 
地域（離島を含む）内の全ての自治体

が共同でシステムを導入し、かつ監視

機能を集約するケース 

① 稚内地域 
（離島自治体を含む地域） 

② 江差地域 
（離島自治体を含む地域） 

 なお、遠方監視システムの機能や構成について、本検討で個別自治体の状況を考慮し

た詳細な検討は実施していないため、以下の項目を前提条件とした。 

 

 監視点数は、施設能力、浄水処理方式、箇所数等から想定した仮定の点数

であり、実際の設置状況とは異なる。 

＜監視点数（見積条件）＞ 

・浄 水 場：1,000m3/日×20点 

（急速ろ過を基準とし、膜ろ過1.5倍、緩速ろ過0.7倍、ろ過なし0.3倍） 

 ・配 水 池：1,000m3/日×5点 

  ・ポンプ場：1,000m3/日×10点 

   ・取水施設：1箇所×10点 

  ・そ の 他：1箇所×5点 

 見積範囲は現地のテレメータまでとし、現場側に設置された施設構成は

見積金額に影響しないものとする。 

 共同発注時の監視装置(LCD)の台数は、地理条件や自治体の要望等によっ

て複数台必要となるケースも想定されるが、本検討では 1 台に集約するものと

する。 

 

２ 算定結果 

（１）遠方監視システムの共同導入の効果 

ケース１：地域内の遠方監視システム未導入自治体が共同でシステムを導入するが、 

システムは集約せず、各自治体でそれぞれ設置するケース 

 

＜①倶知安地域＞ 

 

 未導入自治体が共同で遠方監視を導入するケースで、監視機能を集約せずに自治体

ごとに設置する場合、個別導入と比較して平均で1.5％のコスト削減が見込まれる結果

となった。遠方監視装置を共同発注する場合においても、監視機能を集約しない場合の

自治体数 監視対象

※未導入のみ 設備点数
個別発注

（百万円）
共同発注

（百万円）
効果額

（百万円）
削減率
（％）

A社 1,736 1,714 △ 22 △ 1.3％
B社 530 498 △ 32 △ 6.0％
C社 1,371 1,371 0 0.0％
平均 1,212 1,194 △ 18 △ 1.5％

地域 見積企業
システム導入費用 連携効果

倶知安 8 226
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事  項 内  容 

連携効果は共同委託による経費削減程度に留まるという結果となった。 

ケース２：地域内の遠方監視システム未導入自治体が共同でシステムを導入し、 

かつ監視機能を1箇所に集約するケース 

 

＜①倶知安地域＞ 

 

 未導入自治体が共同で遠方監視システムを導入する場合、個別導入と比較して平均

で 21.6％のコスト削減効果が見込まれる結果となった。倶知安地域においてシミュレ

ーション対象とした自治体（未導入の自治体）では、監視対象設備点数は少ないものの

施設数が多く、日常の巡回等にかかる職員負荷が大きいと想定される。監視の集約化に

よる維持管理業務の効率化等も連携効果として期待される。 

 

＜②浦河地域＞ 

 

浦河地域内の全ての自治体が共同で遠方監視システムを導入する場合、個別導入と

比較して平均で9.6％のコスト削減効果が見込まれる結果となった。浦河地域において

遠方監視システムを未導入の自治体はないが、システム導入から13～36年が経過して

おり、更新時期に合わせた遠方監視システムの共同発注を実施することで導入費用の

削減効果が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治体数 監視対象

※未導入のみ 設備点数
個別発注

（百万円）
共同発注

（百万円）
効果額

（百万円）
削減率
（％）

A社 1,736 1,106 △ 630 △ 36.3％
B社 530 467 △ 63 △ 11.9％
C社 1,371 1,278 △ 93 △ 6.8％
平均 1,212 950 △ 262 △ 21.6％

地域 見積企業
システム導入費用 連携効果

倶知安 8 226

自治体数 監視対象

※全自治体 設備点数
個別発注

（百万円）
共同発注

（百万円）
効果額

（百万円）
削減率
（％）

A社 933 776 △ 157 △ 16.8％
B社 482 453 △ 29 △ 6.0％
C社 826 797 △ 29 △ 3.5％
平均 747 675 △ 72 △ 9.6％

地域 見積企業
システム導入費用 連携効果

浦河 3 471
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事  項 内  容 

ケース３：地域内の全ての自治体が共同で遠方監視システムを導入し、 

かつ監視機能を1箇所に集約するケース（離島を含む場合） 

 

＜①稚内地域＞ 

 

稚内地域内の全ての自治体が共同で遠方監視システムを導入する場合、個別導入と

比較して平均で 16.9％のコスト削減効果が見込まれる結果となった。稚内地域では、

監視対象となる設備数が多く、また 3 つの離島自治体を含むことから全体でのシステ

ム導入費用は割高となるが、共同化による削減効果も大きいものと考える。なお、離島

地域においては、遠方監視システムの共同化は日常業務の効率化にそれほど大きく寄

与しないことも考えられるが、災害時を含む異常発生時に島外からも施設の状況が把

握でき、危機管理面での効果は大きい。 

 

＜②江差地域＞ 

 

江差地域内の全ての自治体が共同で遠方監視システムを導入する場合、個別導入と

比較して平均で 10.9％のコスト削減効果が見込まれる結果となった。稚内地域と同様

に、コスト面だけでなく非常時対応、危機管理等も含めた連携効果が期待できる。 

 

（２）遠方制御システムの共同導入の効果 

遠方制御を行う設備を監視対象設備の 30％と仮定した場合のモデル４地域の費用増

加や集約効果についてシステムメーカー3社にヒアリングした結果、システム導入費用

の増加割合は平均 20％程度であった。なお、この試算は制御を行う設備を指定したも

のではなく設備点数による概数であり、制御条件や設備の種類によっても費用の増加

割合が異なることに留意する必要がある。また、遠方制御を含むシステムの共同導入に

より、遠方監視のみの共同委託と同程度の集約効果は期待できるとの回答であった。 

 

自治体数 監視対象

（うち離島） 設備点数
個別発注

（百万円）
共同発注

（百万円）
効果額

（百万円）
削減率
（％）

A社 3,914 2,492 △ 1,422 △ 36.3％
B社 2,115 2,041 △ 74 △ 3.5％
C社 3,275 3,200 △ 75 △ 2.3％
平均 3,101 2,578 △ 524 △ 16.9％

稚内 10（3） 2,825

地域 見積企業
システム導入費用 連携効果

自治体数 監視対象

（うち離島） 設備点数
個別発注

（百万円）
共同発注

（百万円）
効果額

（百万円）
削減率
（％）

A社 1,832 1,436 △ 396 △ 21.6％
B社 944 901 △ 43 △ 4.6％
C社 1,510 1,480 △ 30 △ 2.0％
平均 1,429 1,272 △ 156 △ 10.9％

地域 見積企業
システム導入費用 連携効果

江差 5（1） 1,069
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事  項 内  容 

考察 遠方監視システムのシミュレーションの結果、監視機能を１箇所に集約する場合、個

別発注時と比較して共同発注（共同導入）時の導入費用の削減効果が確認できた。ま

た、システムを共同導入する自治体数が多いほど、連携効果（導入費用の削減率）が高

くなる結果が得られた。今回は共同化効果として導入時の費用のみを比較しているが、

保守・修繕等の維持管理費も同様に削減されるものと考えられる。ただし、実際は個別

の施設管理状況に合わせて監視体制や箇所数等を設定する必要があることや、水道事

業運営基盤強化推進事業（事業開始後 5 年以内に市町村域を越えて３以上の水道事業

等で事業統合又は経営の一体化を実現する等の要件あり）等の活用、広域化に関する地

方財政措置の拡充が図られていることから導入費用の軽減が見込まれることも踏まえ

た総合的な検討が必要である。 

 費用面以外の効果としては、遠方監視システムを共同導入することにより、監視職員

の配置など、維持管理の効率化が図られるとともに、離島等の遠方地域においては、維

持管理業務の共同化等の更なる連携により、設備異常の発見や災害時の施設把握等の

非常時対応が強化される等の効果も大きい。 

 また、厚生労働省、経済産業省が連携して実施している「水道情報活用システム」や

「水道標準プラットフォーム」の動向にも留意しつつ、遠方監視システムの更新におけ

る方針等も地域間で共有しておくことも重要となる。 

 今後、広域連携を推進するためには、広範囲に設置された設備の管理効率化や、水質

異常への即時対応力を強化するためにも遠方制御は必要な機能となる。全ての設備に

遠方制御機能を持たせる必要はないが、広域連携を見据えた水安全計画の策定や見直

しにおいても、設備の遠方制御の必要性や、監視を集約することによる新たなリスク等

についても検討を行うことが望ましいと考える。 

更に遠方監視制御システムを共同導入する場合に整理が必要な事項を以下に示す。 

・遠方監視制御機能の集約場所、集約箇所数 

・異常な兆候が認められた場合の各自治体への連絡方法と対応手順 

・遠方制御機能が必要な設備の決定と制御条件 
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⑻ 企業会計システムの導入 
事  項 内  容 

業務範囲 企業会計システムの導入（地方公営企業法適用のための資産調査を含む） 

シミュレーション

連携単位 

25地域 

予想される 

連携範囲 

企業会計システムを共同導入することで単独費用と比較して下記の連携効果が期待で

きる。 

 スケールメリットによる費用の抑制 

設定ケース 地域内でシステム未導入の自治体が共同で企業会計システムを導入した場合 

（※同一市町村内に法適用事業が既に存在する場合は、同一市町村での共同化が優先さ

れるものとして検討から除外する） 

連携効果(比較) 

 

 

 

 単独導入 共同導入（設定ケース） 

費用の削減 導入費用 

保守費用 

資産調査費用 

導入費用 

保守費用 

資産調査費用 

共同化後の経費の

算定方法 

 設定ケース毎に民間企業からの見積による。 

 なお、見積条件はアンケート及び文献を用いて設定する。 

データ集計結果 

 
〇アンケート調査結果  

令和元年度末現在、道内において水道事業及び

水道用水供給事業を実施している176自治体を対

象に、令和元年10月末現在の企業会計システム

の導入状況について調査した結果は次のとおりで

ある。 

 

企業会計システムを導入済みの自治体数は101

（57％）、未導入が67（38％）、整備中が8（5％）

であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あり なし 整備中

滝川 4 1 0
深川 2 4 0
岩見沢 7 0 0
千歳 7 0 0
江別 4 0 0
倶知安 3 12 1
岩内 1 3 0
室蘭 4 2 0
苫小牧 4 1 0
浦河 2 1 0
静内 2 2 0
渡島 9 0 0
八雲 2 2 0
江差 2 3 0
上川 7 2 0
名寄 3 5 0
富良野 2 2 1
留萌 4 4 0
稚内 2 6 2
網走 3 2 0
北見 4 1 0
紋別 3 5 0
帯広 13 5 2
釧路 3 4 1
中標津 4 0 1
合計 101 67 8

保健所
企業会計システム

＜企業会計システムの導入状況＞
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事  項 内  容 

連携効果の算定 １ 算定方法 

前記のとおり、アンケート調査結果をもとに、個別にシステムを導入した場合と地

域内のシステム未導入の自治体が共同でシステム導入した場合の見積を民間企業から

徴取し、連携効果（費用）を算定する。 

なお、見積徴取にあたってはシステム構築費、機器・ライセンス費及び保守点検料

によるものとし、システム導入に必要となる資産調査（固定資産台帳の整備）を含む

ものとする。 

※ 未導入の自治体数が 0～1 の地域は、共同導入の対象外とするが、未導入の自治体数が 1 の場合は

単独での導入費用を計上する。 

＜見積条件＞ 

・導入方式 個別導入～オンプレミス方式（※１）及びクラウド方式（※２） 

      共同導入～クラウド方式 

オンプレミス方式およびクラウド方式については、自治体のセキュリティ環境等に

よって採用の判断基準が異なるものと想定されるが、共同導入の場合は機器費や保守

費用の削減が見込まれることからクラウド方式を前提とする。 

※1：オンプレミス方式では、自治体がサーバーを自ら設置し、使用者は設置したサーバーに自治

体内のネットワーク経由でアクセスしてシステムを利用する。システム導入時に 1 度だけ

ライセンス料の支払が発生する。 

※2：クラウド方式では、自治体側にサーバーを設置せず、システム導入企業側で用意したサーバ

ーから、インターネット経由でシステムを利用する。この場合、自治体側でのサーバー機器

やネットワーク機器等の設備費用は少なく、システム導入後は一定期間（本検討では1年間

分の見積のため後段の比較では5年分（×5倍）の費用を計上）のシステム使用料として費

用が発生する。 

・システム構築費   ：システムの機能や仕様の決定、ソフトウェア導入、資産調査

等に必要な費用。 

・機器・ライセンス費：オンプレミスの場合はライセンス料として一括の費用が発生

し、クラウドの場合は単年度ごとの使用料が発生するため、

比較する単位期間を５年間と設定する（クラウドの場合は５

年分の使用料を計上する）。 

・保守費      ：５年間の保守契約費用 

・資産調査における施設毎の設備点数等は次のとおり想定する。 

取水施設：1,000㎥/日×10点 

浄水場 ：1,000㎥/日×20点（急速ろ過を基準とし、膜ろ過は1.5倍、 

      緩速ろ過は0.7倍、塩素のみは0.3倍として想定） 

配水場 ：施設数×5点、ポンプ場：施設数×10点、取水施設：施設数×10点 

管路：各自治体の既存資料から資産情報を整理するものと想定 
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２ 使用データ 

 アンケート調査を基に資産調査の対象とする浄水場及び配水池等の場外施設の集計

結果を示す。なお、設備点数の想定方法は前記のとおり。 

 

＜浄水場箇所数および設備点数（全自治体）＞ 

 

＜浄水場箇所数および設備点数（企業会計システム未導入の自治体）＞ 

 

急速ろ過方式 緩速ろ過方式 膜ろ過方式 その他
滝川 5 5 0 2 0 1,260
深川 6 1 0 1 0 460
岩見沢 7 4 0 2 0 2,103
千歳 7 5 0 1 1 3,460
江別 4 8 2 0 0 17,491
倶知安 16 14 8 8 33 2,824
岩内 4 5 2 0 6 440
室蘭 6 4 5 1 12 1,881
苫小牧 5 9 1 2 3 1,847
浦河 3 2 3 0 2 209
静内 4 5 6 1 6 410
渡島 9 8 19 1 12 3,612
八雲 4 5 14 0 15 757
江差 5 1 12 1 1 373
上川 9 9 3 3 5 3,718
名寄 8 11 9 2 1 918
富良野 5 6 8 2 15 662
留萌 8 14 2 0 1 781
稚内 10 9 10 1 13 1,917
網走 5 3 0 1 12 496
北見 5 7 1 5 4 1,992
紋別 8 11 13 5 4 1,364
帯広 20 26 33 7 34 4,556
釧路 8 13 2 7 17 3,122
中標津 5 5 9 1 3 1,601
合計 176 190 162 54 200 58,254

地域 自治体数 浄水場（箇所数） 設備点数

急速ろ過方式 緩速ろ過方式 膜ろ過方式 その他
滝川 1 1 0 0 0 50
深川 4 1 0 0 0 440
岩見沢 0 0 0 0 0 0
千歳 0 0 0 0 0 0
江別 0 0 0 0 0 0
倶知安 12 6 7 6 28 991
岩内 3 3 2 0 6 220
室蘭 2 0 0 0 9 180
苫小牧 1 2 0 0 0 69
浦河 1 0 3 0 0 65
静内 2 3 4 1 3 220
渡島 0 0 0 0 0 0
八雲 2 0 12 0 12 480
江差 3 0 5 1 1 140
上川 2 1 2 1 0 100
名寄 5 4 5 2 0 250
富良野 2 2 8 1 0 243
留萌 4 7 0 0 0 199
稚内 6 2 4 0 8 423
網走 2 2 0 0 5 123
北見 1 1 1 0 0 57
紋別 5 6 5 4 2 509
帯広 5 4 3 1 11 393
釧路 4 7 2 4 4 532
中標津 0 0 0 0 0 0
合計 67 52 63 21 89 5,684

設備点数地域
未導入
自治体

浄水場（箇所数）
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＜場外施設の箇所数および設備点数（全自治体）＞ 

 

 

＜場外施設の箇所数および設備点数（企業会計システム未導入の自治体）＞ 

 

 

 

 

 

 

配水池 取水施設 取水ポンプ場 導水ポンプ場 送配水ポンプ場 その他
滝川 5 33 9 6 3 18 57 810
深川 6 12 2 1 0 14 44 450
岩見沢 7 34 6 0 3 29 22 660
千歳 7 28 22 4 2 29 25 835
江別 4 26 14 0 8 19 22 650
倶知安 16 148 66 26 15 96 43 2,985
岩内 4 13 11 0 2 5 13 310
室蘭 6 56 24 22 5 34 32 1,290
苫小牧 5 26 14 10 8 12 28 710
浦河 3 18 8 1 1 12 19 405
静内 4 46 7 16 5 33 7 875
渡島 9 66 42 24 15 26 28 1,540
八雲 4 82 25 50 10 28 33 1,705
江差 5 45 20 0 5 13 61 910
上川 9 38 20 18 7 18 68 1,160
名寄 8 40 31 7 6 19 15 905
富良野 5 40 27 16 6 23 12 980
留萌 8 52 19 10 13 25 28 1,070
稚内 10 73 29 18 3 40 33 1,430
網走 5 39 4 22 4 20 16 775
北見 5 53 16 1 1 45 13 960
紋別 8 61 33 15 2 30 28 1,245
帯広 20 183 87 78 36 71 249 4,880
釧路 8 90 35 25 13 33 84 1,930
中標津 5 60 10 1 3 8 92 980
合計 176 1,362 581 371 176 700 1,072 30,450

地域 自治体数 場外施設（箇所数） 設備点数

配水池 取水施設 取水ポンプ場 導水ポンプ場 送配水ポンプ場 その他
滝川 1 1 1 1 1 0 0 35
深川 4 5 1 0 0 10 28 275
岩見沢 0 0 0 0 0 0 0 0
千歳 0 0 0 0 0 0 0 0
江別 0 0 0 0 0 0 0 0
倶知安 12 61 43 19 14 45 35 1,690
岩内 3 11 9 0 2 4 11 260
室蘭 2 29 6 11 1 15 4 495
苫小牧 1 6 2 2 2 0 0 90
浦河 1 3 3 0 0 3 3 90
静内 2 25 3 6 3 15 4 415
渡島 0 0 0 0 0 0 0 0
八雲 2 57 23 42 10 12 22 1,265
江差 3 18 7 0 1 5 46 450
上川 2 1 4 0 4 3 12 175
名寄 5 14 17 7 2 16 8 530
富良野 2 14 11 4 3 7 0 320
留萌 4 23 8 4 3 5 14 385
稚内 6 30 17 5 1 21 20 690
網走 2 26 2 14 4 10 4 450
北見 1 5 2 0 0 9 2 145
紋別 5 32 19 9 1 19 18 730
帯広 5 29 18 4 4 5 45 680
釧路 4 31 17 11 10 15 8 725
中標津 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 67 421 213 139 66 219 284 9,895

場外施設（箇所数） 設備点数地域
未導入
自治体
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３ 算定結果 

以下に算定結果を示す。 

 

（１）単独導入（オンプレミス）→共同導入（クラウド） 

 ＜単独導入（オンプレミス）→共同導入（クラウド）のケース（資産調査による固定資産整理も実施）＞ 

 

※未導入が１自治体の地域については、共同導入の対象外のため、個別委託料、共同委託料の金額は括

弧書きとし、個別委託料、共同委託料の合計に含まない。 

 

オンプレミス方式で各自治体が単独導入する委託料の合計と、クラウド方式で地域

内の未導入自治体が共同で導入する委託料を比較した結果、平均で9.8％の削減効果が

見込まれる結果となった。また、見積額の内訳（「システム構築費（資産調査含む）」、

「機器・ライセンス費」、「保守費用」）にみると、単独導入と共同導入に差額が生じたの

は、導入方式の違いによる「機器・ライセンス」及び「保守費用」のみであり、システ

ム構築費は同額となっている。 

 これは、企業会計システムのシステム構築においては、自治体毎に、水道以外の企業

会計事業とも整合を図りながら、費目や出力帳票等について確認、調整を行う、いわゆ

るカスタマイズ作業が発生するが、このカスタマイズ作業については、共同導入の場合

も、自治体毎に導入した場合と同程度の作業量が見込まれるためである。 

なお、システム構築のうち資産調査については、資産リスト作成のための現地確認や

既存資料の調査などが想定され、単独導入でも共同導入でも調査対象となる資産の数

は変わらないため、こちらも共同導入による効率化を見込むことはできない。 

また、滝川、苫小牧、浦河、北見の4地域は、未導入自治体がそれぞれ1団体である

ことから共同導入の対象外である。 

ｼｽﾃﾑ構築 機器・ﾗｲｾﾝｽ 5年保守 合計① ｼｽﾃﾑ構築 機器・ﾗｲｾﾝｽ 5年保守 合計②

（未導入） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）
滝川 1 85 (6,860) (5,000) (3,800) (15,660) (6,860) (4,200) (2,790) (13,850)
深川 4 715 34,400 20,000 15,800 70,200 34,400 16,800 11,800 63,000 △ 7,200 △ 10.3
岩見沢 0 0 - -
千歳 0 0 - -
江別 0 0 - -
倶知安 12 2,681 111,180 60,000 45,300 216,480 111,180 50,400 33,300 194,880 △ 21,600 △ 10.0
岩内 3 480 24,660 15,000 11,300 50,960 24,660 12,600 8,300 45,560 △ 5,400 △ 10.6
室蘭 2 675 22,770 10,000 7,600 40,370 22,770 8,400 5,600 36,770 △ 3,600 △ 8.9
苫小牧 1 159 (8,210) (5,000) (3,800) (17,010) (8,210) (4,200) (2,820) (15,230)
浦河 1 155 (8,200) (5,000) (3,800) (17,000) (8,200) (4,200) (2,820) (15,220)
静内 2 635 22,000 10,000 7,600 39,600 22,000 8,400 5,600 36,000 △ 3,600 △ 9.1
渡島 0 0 - -
八雲 2 1,745 41,120 10,000 7,700 58,820 41,120 8,400 5,700 55,220 △ 3,600 △ 6.1
江差 3 590 27,560 15,000 11,350 53,910 27,560 12,600 8,350 48,510 △ 5,400 △ 10.0
上川 2 275 15,690 10,000 7,550 33,240 15,690 8,400 5,550 29,640 △ 3,600 △ 10.8
名寄 5 780 40,570 25,000 18,850 84,420 40,570 21,000 13,850 75,420 △ 9,000 △ 10.7
富良野 2 563 20,220 10,000 7,550 37,770 20,220 8,400 5,550 34,170 △ 3,600 △ 9.5
留萌 4 584 32,210 20,000 15,150 67,360 32,210 16,800 11,150 60,160 △ 7,200 △ 10.7
稚内 6 1,113 51,690 30,000 22,650 104,340 51,690 25,200 16,650 93,540 △ 10,800 △ 10.4
網走 2 573 21,300 10,000 7,700 39,000 21,300 8,400 5,700 35,400 △ 3,600 △ 9.2
北見 1 202 (8,940) (5,000) (3,800) (17,740) (8,940) (4,200) (2,790) (15,930)
紋別 5 1,239 48,170 25,000 18,900 92,070 48,170 21,000 13,900 83,070 △ 9,000 △ 9.8
帯広 5 1,073 46,640 25,000 19,000 90,640 46,640 21,000 14,000 81,640 △ 9,000 △ 9.9
釧路 4 1,257 43,010 20,000 15,400 78,410 43,010 16,800 11,400 71,210 △ 7,200 △ 9.2
中標津 0 0 - -
合計 67 15,579 603,190 315,000 239,400 1,157,590 603,190 264,600 176,400 1,044,190 △ 113,400 △ 9.8

個別委託料

地域
未導入

自治体数
設備点数

共同委託料 効果額③
②−①

（千円）

削減率
③／①
（％）

全自治体が導入済み 全自治体が導入済み

共同導入対象外

全自治体が導入済み 全自治体が導入済み
全自治体が導入済み 全自治体が導入済み
全自治体が導入済み 全自治体が導入済み

共同導入対象外
共同導入対象外

全自治体が導入済み 全自治体が導入済み

共同導入対象外
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（２）単独導入（クラウド）→共同導入（クラウド） 

＜単独導入（クラウド）→共同導入（クラウド）のケース（資産調査による固定資産整理も実施）＞ 

 

※未導入が１自治体の地域については、共同導入の対象外のため、個別委託料、共同委託料の金額は括

弧書きとし、個別委託料、共同委託料の合計に含まない。 

 

クラウド方式で各自治体が単独導入する委託料の合計と、地域内の未導入自治体が

共同で導入する委託料を比較した結果、導入方式の違いはなく、（１）によりシステム

構築費の効率化が見込まれないことから見積額は同額となり、共同化によるコストメ

リットは生じない結果となった。 

考察  企業会計システムの共同導入では、3(1)で述べたように資産調査費を含むシステム

構築費については共同導入による効率化が見込めないことから、クラウド方式により

共同導入した場合、オンプレミス方式の単独導入との比較では「機器・ライセンス費」

と「保守費」のみ削減が可能であり、クラウド方式の単独導入との比較では共同導入に

よる効率化は見込まれないという結果となったところである。 

 このため、事業統合により、水道事業会計を一つに統合する前提で企業会計システム

を導入する等の極端なケース以外は、コスト面から見ると企業会計システムを共同導

入するメリットは少ないものと考えられる。 

 なお、広域化に関する地方単独事業について地方財政措置の拡充が図られたことか

ら導入費用としては軽減が見込まれる。 

 また、実施にあたっては、出力帳票や固定資産台帳に登載する情報などについて統一

することでシステム導入費用を軽減できる可能性があることから、共同導入する自治

体間で検討する必要があるものと考える。 

また、共同導入後の定期的な登録情報の更新方法や時期なども可能な限り統一して

ｼｽﾃﾑ構築 機器・ﾗｲｾﾝｽ 5年保守 合計① ｼｽﾃﾑ構築 機器・ﾗｲｾﾝｽ 5年保守 合計②

（未導入） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）
滝川 1 85 (6,860) (4,200) (2,790) (13,850) (6,860) (4,200) (2,790) (13,850)
深川 4 715 34,400 16,800 11,800 63,000 34,400 16,800 11,800 63,000 0 0.0
岩見沢 0 0 - -
千歳 0 0 - -
江別 0 0 - -
倶知安 12 2,681 111,180 50,400 33,300 194,880 111,180 50,400 33,300 194,880 0 0.0
岩内 3 480 24,660 12,600 8,300 45,560 24,660 12,600 8,300 45,560 0 0.0
室蘭 2 675 22,770 8,400 5,600 36,770 22,770 8,400 5,600 36,770 0 0.0
苫小牧 1 159 (8,210) (4,200) (2,820) (15,230) (8,210) (4,200) (2,820) (15,230)
浦河 1 155 (8,200) (4,200) (2,820) (15,220) (8,200) (4,200) (2,820) (15,220)
静内 2 635 22,000 8,400 5,600 36,000 22,000 8,400 5,600 36,000 0 0.0
渡島 0 0 - -
八雲 2 1,745 41,120 8,400 5,700 55,220 41,120 8,400 5,700 55,220 0 0.0
江差 3 590 27,560 12,600 8,350 48,510 27,560 12,600 8,350 48,510 0 0.0
上川 2 275 15,690 8,400 5,550 29,640 15,690 8,400 5,550 29,640 0 0.0
名寄 5 780 40,570 21,000 13,850 75,420 40,570 21,000 13,850 75,420 0 0.0
富良野 2 563 20,220 8,400 5,550 34,170 20,220 8,400 5,550 34,170 0 0.0
留萌 4 584 32,210 16,800 11,150 60,160 32,210 16,800 11,150 60,160 0 0.0
稚内 6 1,113 51,690 25,200 16,650 93,540 51,690 25,200 16,650 93,540 0 0.0
網走 2 573 21,300 8,400 5,700 35,400 21,300 8,400 5,700 35,400 0 0.0
北見 1 202 (8,940) (4,200) (2,790) (15,930) (8,940) (4,200) (2,790) (15,930)
紋別 5 1,239 48,170 21,000 13,900 83,070 48,170 21,000 13,900 83,070 0 0.0
帯広 5 1,073 46,640 21,000 14,000 81,640 46,640 21,000 14,000 81,640 0 0.0
釧路 4 1,257 43,010 16,800 11,400 71,210 43,010 16,800 11,400 71,210 0 0.0
中標津 0 0 - -
合計 67 15,579 603,190 264,600 176,400 1,044,190 603,190 264,600 176,400 1,044,190 0 0.0

地域
未導入

自治体数
設備点数

個別委託料 共同委託料 効果額③
②−①

（千円）

削減率
③／①
（％）

共同導入対象外

全自治体が導入済み 全自治体が導入済み
全自治体が導入済み 全自治体が導入済み

共同導入対象外

全自治体が導入済み 全自治体が導入済み

全自治体が導入済み 全自治体が導入済み

共同導入対象外
共同導入対象外

全自治体が導入済み 全自治体が導入済み
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おくことが望ましいと考えられる。さらに、料金関係業務の共同委託と合わせて検討す

ることで、より連携効果が高まる可能性がある。 
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⑼ 水道施設台帳システムの導入 
事  項 内  容 

業務範囲 水道施設台帳システムの導入 

（下表は整備すべき情報） 

 

 

シミュレーション

連携単位 

25地域 

予想される連携効

果 

水道施設台帳システムを共同導入することで単独導入と比較して下記の連携効果が期

待できる。 

 スケールメリットによる導入費用の抑制 

設定ケース 地域内の水道施設台帳システムを未導入の自治体が共同でシステムを導入した場合 

（※管路施設台帳システム、施設台帳システムのいずれかが未導入の場合は、未導入の

システムのみを共同で整備するものとする） 

連携効果(比較) 

 

 

 

 単独導入 共同導入（設定ケース） 

費用の削減 導入費用 

保守費用 

導入費用 

保守費用 

共同化後の経費 

算定方法 

 設定ケース毎に民間企業からの見積による。 

 なお、見積条件はアンケート及び文献を用いて設定する。 
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データ集計結果 

 
〇アンケート調査結果 

 令和元年度末現在、道内において、水道事業又は水道用水供給事業を実施している

176自治体を対象に、令和元年10月末の水道施設台帳システム（管路台帳システム及

び施設台帳システム）の導入状況について調査した結果は次のとおりである。 

アンケート調査による水道施設台帳システムの導入状況を下表に示す。管路台帳シ

ステムを導入済みの自治体数は102（58％）、未導入が57（32％）、整備中が17

（10％）であり、施設台帳システムを導入済みの自治体数は41（24％）、未導入が118

（67％）、整備中が17（10％）であった。 

＜水道施設台帳システムの導入状況（令和元年１０月末現在）＞ 

 
 

連携効果の算定 １ 算定方法 

前記のとおり、アンケート調査結果をもとに、管路台帳システムと施設台帳システム

それぞれにおいて、個別にシステムを導入した場合と地域内のシステム未導入の自治

体が共同でシステム導入した場合の見積を民間企業から徴取し、連携効果を算定する。 

なお、見積徴取にあたってはシステム構築費、機器・ライセンス費及び保守点検料に

よるものとし、以下の見積条件を設定する。 

※地域内で未導入の自治体が「0～1」の地域は共同導入の対象外とする 

あり なし 整備中 あり なし 整備中

滝川 3 2 0 2 2 1
深川 2 4 0 2 4 0
岩見沢 5 0 2 3 3 1
千歳 5 2 0 3 4 0
江別 4 0 0 2 2 0
倶知安 6 7 3 1 11 4
岩内 2 2 0 0 4 0
室蘭 4 2 0 2 4 0
苫小牧 4 1 0 1 3 1
浦河 2 1 0 0 3 0
静内 3 1 0 1 3 0
渡島 8 1 0 2 6 1
八雲 2 2 0 0 3 1
江差 3 1 1 1 4 0
上川 4 4 1 2 5 2
名寄 4 4 0 0 7 1
富良野 3 2 0 1 4 0
留萌 3 4 1 0 7 1
稚内 8 1 1 4 6 0
網走 2 3 0 1 4 0
北見 4 1 0 2 3 0
紋別 5 1 2 2 5 1
帯広 10 8 2 6 12 2
釧路 3 2 3 1 6 1
中標津 3 1 1 2 3 0
合計 102 57 17 41 118 17

保健所
管路台帳システム 施設台帳システム
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＜見積条件＞ 

・導入方式 個別導入～オンプレミス方式（※１）及びクラウド方式（※２） 

      共同導入～クラウド方式 

オンプレミス方式およびクラウド方式については、自治体のセキュリティ環境等に

よって採用の判断基準が異なるものと想定されるが、共同導入の場合は機器費や保守

費用の削減が見込まれることからクラウド方式を前提とする。 

 

※1：オンプレミス方式では、自治体がサーバーを自ら設置し、使用者は設置したサーバーに自治

体内のネットワーク経由でアクセスしてシステムを利用する。システム導入時に1度だけラ

イセンス料の支払が発生する。 

 

※2：クラウド方式では、自治体側にサーバーを設置せず、システム導入企業側で用意したサーバ

ーから、インターネット経由でシステムを利用する。この場合、自治体側でのサーバー機器

やネットワーク機器等の設備費用は少なく、システム導入後は一定期間（本検討では1年間

として条件設定）のシステム使用料として費用が発生する。 

 

・システム構築費   ：システムの機能や仕様の決定、ソフトウェア導入、管路施設

の図面のデータ化や、施設情報の入力・登録、竣工図面等の

関連図書の登録等に必要な費用。 

・機器・ライセンス費：オンプレミスの場合はライセンス料として一括の費用が発生

し、クラウドの場合は単年度ごとの使用料が発生するため、

比較する単位期間を５年間と設定する（クラウドの場合は５

年分の使用料を計上する）。 

・保守費      ：５年間の保守契約費用 

※対象とする設備点数等の想定方法 

  取水施設：1,000㎥/日×10点 

  浄水場 ：1,000㎥/日×20点（急速ろ過を基準とし、膜ろ過は1.5倍、 

  緩速ろ過は0.7倍、塩素のみは0.3倍として想定） 

  配水場 ：施設数×5点 

  ポンプ場：施設数×10点 

  取水施設：施設数×10点 

    管路   ：管路延長（令和元年度水道広域化推進プラン策定に係る現状分

析・将来推計の結果による）    
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２ 使用データ 

アンケート調査結果をもとに水道施設台帳システムの登録対象とする浄水場及び配

水池等の場外施設の集計結果を示す。なお、設備点数の想定方法は前記のとおり。 

 

＜浄水場箇所数および設備点数（全自治体）＞ 

 

＜浄水場箇所数および設備点数（施設台帳システム未導入の自治体）＞ 

 

急速ろ過方式 緩速ろ過方式 膜ろ過方式 その他
滝川 5 5 0 2 0 1,260
深川 6 1 0 1 0 460
岩見沢 7 4 0 2 0 2,103
千歳 7 5 0 1 1 3,460
江別 4 8 2 0 0 17,491
倶知安 16 14 8 8 33 2,824
岩内 4 5 2 0 6 440
室蘭 6 4 5 1 12 1,881
苫小牧 5 9 1 2 3 1,847
浦河 3 2 3 0 2 209
静内 4 5 6 1 6 410
渡島 9 8 19 1 12 3,612
八雲 4 5 14 0 15 757
江差 5 1 12 1 1 373
上川 9 9 3 3 5 3,718
名寄 8 11 9 2 1 918
富良野 5 6 8 2 15 662
留萌 8 14 2 0 1 781
稚内 10 9 10 1 13 1,917
網走 5 3 0 1 12 496
北見 5 7 1 5 4 1,992
紋別 8 11 13 5 4 1,364
帯広 20 26 33 7 34 4,556
釧路 8 13 2 7 17 3,122
中標津 5 5 9 1 3 1,601
合計 176 190 162 54 200 58,254

地域 自治体数 浄水場（箇所数） 設備点数

急速ろ過方式 緩速ろ過方式 膜ろ過方式 その他
滝川 2 2 0 0 0 762
深川 4 1 0 0 0 440
岩見沢 3 2 0 0 0 1,600
千歳 4 2 0 1 1 1,022
江別 2 7 2 0 0 16,804
倶知安 11 6 6 6 26 957
岩内 4 5 2 0 6 440
室蘭 4 0 4 1 12 548
苫小牧 3 6 0 2 3 435
浦河 3 2 3 0 2 209
静内 3 5 5 1 4 313
渡島 6 5 16 1 3 3,158
八雲 3 2 14 0 15 631
江差 4 1 9 1 1 313
上川 5 4 2 1 4 315
名寄 7 6 8 2 0 543
富良野 4 6 8 2 12 602
留萌 7 12 2 0 1 741
稚内 6 4 8 1 8 1,505
網走 4 2 0 1 8 396
北見 3 6 0 4 3 1,885
紋別 5 9 7 3 4 797
帯広 12 16 25 6 28 1,915
釧路 6 8 2 4 15 864
中標津 3 3 9 1 1 683
合計 118 122 132 38 157 37,878

地域
未導入
自治体

浄水場（箇所数） 設備点数
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＜場外施設の箇所数および設備点数（全自治体）＞ 

 

 

＜場外施設の箇所数および設備点数（施設システム未導入の自治体）＞ 

 

 

 

 

 

 

配水池 取水施設 取水ポンプ場 導水ポンプ場 送配水ポンプ場 その他
滝川 5 33 9 6 3 18 57 810
深川 6 12 2 1 0 14 44 450
岩見沢 7 34 6 0 3 29 22 660
千歳 7 28 22 4 2 29 25 835
江別 4 26 14 0 8 19 22 650
倶知安 16 148 66 26 15 96 43 2,985
岩内 4 13 11 0 2 5 13 310
室蘭 6 56 24 22 5 34 32 1,290
苫小牧 5 26 14 10 8 12 28 710
浦河 3 18 8 1 1 12 19 405
静内 4 46 7 16 5 33 7 875
渡島 9 66 42 24 15 26 28 1,540
八雲 4 82 25 50 10 28 33 1,705
江差 5 45 20 0 5 13 61 910
上川 9 38 20 18 7 18 68 1,160
名寄 8 40 31 7 6 19 15 905
富良野 5 40 27 16 6 23 12 980
留萌 8 52 19 10 13 25 28 1,070
稚内 10 73 29 18 3 40 33 1,430
網走 5 39 4 22 4 20 16 775
北見 5 53 16 1 1 45 13 960
紋別 8 61 33 15 2 30 28 1,245
帯広 20 183 87 78 36 71 249 4,880
釧路 8 90 35 25 13 33 84 1,930
中標津 5 60 10 1 3 8 92 980
合計 176 1,362 581 371 176 700 1,072 30,450

地域 自治体数 場外施設（箇所数） 設備点数

配水池 取水施設 取水ポンプ場 導水ポンプ場 送配水ポンプ場 その他
滝川 2 20 3 2 0 10 51 505
深川 4 5 1 0 0 6 20 195
岩見沢 3 4 2 0 1 2 5 95
千歳 4 25 17 2 1 22 4 565
江別 2 25 13 0 8 15 9 530
倶知安 11 55 46 22 15 41 34 1,685
岩内 4 13 11 0 2 5 13 310
室蘭 4 43 15 22 3 29 20 1,005
苫小牧 3 15 9 7 4 12 25 520
浦河 3 18 8 1 1 12 19 405
静内 3 34 5 10 5 22 6 620
渡島 6 48 26 9 9 17 21 955
八雲 3 72 25 50 10 18 33 1,555
江差 4 41 16 0 5 11 58 815
上川 5 10 7 17 4 7 29 545
名寄 7 19 22 7 5 19 13 690
富良野 4 37 24 13 3 20 9 830
留萌 7 45 15 10 11 23 27 950
稚内 6 51 22 4 2 25 27 920
網走 4 33 4 14 4 14 8 565
北見 3 46 12 1 1 36 11 785
紋別 5 42 22 15 1 26 18 940
帯広 12 120 72 44 30 41 130 3,120
釧路 6 67 27 23 10 25 76 1,565
中標津 3 43 10 0 0 3 29 490
合計 118 931 434 273 135 461 695 21,160

場外施設（箇所数） 設備点数地域
未導入
自治体
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３ 算定結果 

（１）単独導入（オンプレミス）→共同導入（クラウド） 

＜管路台帳システム：単独導入（オンプレミス）→共同導入（クラウド）のケース＞ 

 

※未導入が１自治体の地域については、共同導入の対象外のため、個別委託料、共同委託料の金額は括

弧書きとし、個別委託料、共同委託料の合計に含まない。 

 

＜施設台帳システム：単独導入（オンプレミス）→共同導入（クラウド）のケース＞ 

 

 オンプレミス方式で各自治体が単独導入する委託料の合計と、地域内の未導入自治

体が共同で導入する委託料を比較した結果、管路台帳システム導入では平均で33.8％、

ｼｽﾃﾑ構築 機器・ﾗｲｾﾝｽ 5年保守 合計① ｼｽﾃﾑ構築 機器・ﾗｲｾﾝｽ 5年保守 合計②

（m） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）
滝川 2 936,910 27,570 6,000 13,500 47,070 24,840 3,000 12,420 40,260 △ 6,810 △ 14.5
深川 4 372,407 26,050 12,000 14,000 52,050 17,860 3,000 8,930 29,790 △ 22,260 △ 42.8
岩見沢 0 0 - -
千歳 2 625,790 23,210 6,000 11,500 40,710 20,480 3,000 10,240 33,720 △ 6,990 △ 17.2
江別 0 0 - -
倶知安 7 568,706 43,880 21,000 23,000 87,880 27,500 4,500 13,750 45,750 △ 42,130 △ 47.9
岩内 2 62,088 10,410 6,000 6,000 22,410 7,680 3,000 3,840 14,520 △ 7,890 △ 35.2
室蘭 2 211,959 13,790 6,000 7,500 27,290 11,060 3,000 5,530 19,590 △ 7,700 △ 28.2
苫小牧 1 190,270 (8,680) (3,000) (4,500) (16,180) (8,680) (3,000) (4,000) (15,680)
浦河 1 108,495 (7,130) (3,000) (4,000) (14,130) (7,130) (3,000) (3,000) (13,130)
静内 1 312,552 (11,430) (3,000) (6,000) (20,430) (11,430) (3,000) (5,500) (19,930)
渡島 1 103,540 (6,610) (3,000) (3,500) (13,110) (6,610) (3,000) (3,000) (12,610)
八雲 2 412,891 17,760 6,000 9,500 33,260 15,030 3,000 7,515 25,545 △ 7,715 △ 23.2
江差 1 39,004 (5,440) (3,000) (3,000) (11,440) (5,440) (3,000) (2,500) (10,940)
上川 4 393,535 26,650 12,000 14,000 52,650 18,460 3,000 9,230 30,690 △ 21,960 △ 41.7
名寄 4 541,604 28,470 12,000 15,000 55,470 20,280 3,000 10,140 33,420 △ 22,050 △ 39.8
富良野 2 256,961 13,590 6,000 7,500 27,090 10,860 3,000 5,430 19,290 △ 7,800 △ 28.8
留萌 4 472,646 28,180 12,000 15,500 55,680 19,990 3,000 9,995 32,985 △ 22,695 △ 40.8
稚内 1 192,016 (8,680) (3,000) (4,500) (16,180) (8,680) (3,000) (4,000) (15,680)
網走 3 680,075 27,130 9,000 14,000 50,130 21,670 3,000 10,835 35,505 △ 14,625 △ 29.2
北見 1 180,420 (8,820) (3,000) (4,500) (16,320) (8,820) (3,000) (4,000) (15,820)
紋別 1 244,084 (9,890) (3,000) (5,500) (18,390) (9,890) (3,000) (4,500) (17,390)
帯広 8 2,020,506 79,800 24,000 41,000 144,800 60,690 4,500 30,345 95,535 △ 49,265 △ 34.0
釧路 2 505,687 19,130 6,000 9,500 34,630 16,400 3,000 8,200 27,600 △ 7,030 △ 20.3
中標津 1 81,040 (6,250) (3,000) (3,500) (12,750) (6,250) (3,000) (3,000) (12,250)
合計 57 9,513,186 385,620 144,000 201,500 731,120 292,800 45,000 146,400 484,200 △ 246,920 △ 33.8

共同導入対象外

共同導入対象外

全自治体が導入済み 全自治体が導入済み

全自治体が導入済み 全自治体が導入済み

共同導入対象外
共同導入対象外
共同導入対象外
共同導入対象外

共同導入対象外

共同導入対象外

共同導入対象外

地域
未導入

自治体数

管路延⻑
（未導入）

個別委託料 共同委託料 効果額③
②−①

（千円）

削減率
③／①
（％）

ｼｽﾃﾑ構築 機器・ﾗｲｾﾝｽ 5年保守 合計① ｼｽﾃﾑ構築 機器・ﾗｲｾﾝｽ 5年保守 合計②

（未導入） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）
滝川 2 1,267 37,660 8,000 19,500 65,160 35,250 3,500 17,620 56,370 △ 8,790 △ 13.5
深川 4 635 30,430 16,000 16,500 62,930 23,190 3,500 11,590 38,280 △ 24,650 △ 39.2
岩見沢 3 1,695 43,510 12,000 22,500 78,010 38,680 3,500 19,340 61,520 △ 16,490 △ 21.1
千歳 4 1,587 49,790 16,000 25,500 91,290 42,550 3,500 21,270 67,320 △ 23,970 △ 26.3
江別 2 17,334 229,160 8,000 115,000 352,160 226,750 3,500 113,370 343,620 △ 8,540 △ 2.4
倶知安 11 2,642 114,490 44,000 59,500 217,990 90,340 8,000 45,170 143,510 △ 74,480 △ 34.2
岩内 4 750 34,240 16,000 17,500 67,740 27,000 3,500 13,500 44,000 △ 23,740 △ 35.0
室蘭 4 1,553 57,800 16,000 30,000 103,800 50,560 3,500 25,280 79,340 △ 24,460 △ 23.6
苫小牧 3 955 35,820 12,000 18,500 66,320 30,990 3,500 15,500 49,990 △ 16,330 △ 24.6
浦河 3 614 28,000 12,000 14,500 54,500 23,170 3,500 11,590 38,260 △ 16,240 △ 29.8
静内 3 933 37,420 12,000 19,000 68,420 32,590 3,500 16,300 52,390 △ 16,030 △ 23.4
渡島 6 4,113 90,640 24,000 47,000 161,640 78,570 5,250 39,280 123,100 △ 38,540 △ 23.8
八雲 3 2,186 67,220 12,000 33,500 112,720 62,390 3,500 31,200 97,090 △ 15,630 △ 13.9
江差 4 1,128 45,490 16,000 23,000 84,490 38,250 3,500 19,120 60,870 △ 23,620 △ 28.0
上川 5 860 41,900 20,000 22,000 83,900 32,240 3,500 16,120 51,860 △ 32,040 △ 38.2
名寄 7 1,233 56,570 28,000 30,000 114,570 42,080 5,250 21,040 68,370 △ 46,200 △ 40.3
富良野 4 1,432 48,500 16,000 25,500 90,000 41,260 3,500 20,630 65,390 △ 24,610 △ 27.3
留萌 7 1,691 69,190 28,000 35,500 132,690 54,700 5,250 27,350 87,300 △ 45,390 △ 34.2
稚内 6 2,425 82,340 24,000 42,500 148,840 70,270 5,250 35,130 110,650 △ 38,190 △ 25.7
網走 4 961 40,720 16,000 21,500 78,220 33,480 3,500 16,740 53,720 △ 24,500 △ 31.3
北見 3 2,670 57,150 12,000 29,000 98,150 52,320 3,500 26,160 81,980 △ 16,170 △ 16.5
紋別 5 1,737 65,240 20,000 33,500 118,740 55,580 3,500 27,790 86,870 △ 31,870 △ 26.8
帯広 12 5,035 162,710 48,000 83,500 294,210 136,150 8,000 68,070 212,220 △ 81,990 △ 27.9
釧路 6 2,429 83,060 24,000 42,000 149,060 70,990 5,250 35,490 111,730 △ 37,330 △ 25.0
中標津 3 1,173 42,970 12,000 22,000 76,970 38,140 3,500 19,070 60,710 △ 16,260 △ 21.1
合計 118 59,038 1,652,020 472,000 848,500 2,972,520 1,427,490 105,250 713,720 2,246,460 △ 726,060 △ 24.4

地域
未導入

自治体数
設備点数

個別委託料 共同委託料 効果額③
②−①

（千円）

削減率
③／①
（％）
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施設台帳システムでは平均で 24.4％の削減効果が見込まれる結果となり、共同導入を

行う自治体数が多いほど削減効果が大きくなる傾向がみられた。 

 

 管路台帳システムにおいて、システム構築における管路情報の登録、施設・設備情報

の登録のための作業は、管種、口径、バルブ種類等、自治体間で共通の仕様となり、大

部分が共通化できるものであり、共同導入による業務効率化により費用削減が期待で

きる。また、共同導入時にクラウド方式を採用することで、サーバーやネットワーク機

器等の設備が削減される。保守費用についてもシステム構築費や機器費に対して一定

の比率で算出されていることから、システム構築費とともに減少する。 

 施設台帳システムにおいても、設備や機器のマスタ情報を共通化し、統一された帳票

フォーマットへ情報を入力する作業等は共同化により効率化される。ただし、自治体の

維持管理状況によって、帳票フォーマットの変更が生じる場合や、設備や機器の登録レ

ベル（部品レベルまで登録を行うか等）が異なる場合は、企業会計システムと同様に共

同導入時の削減効果は小さくなると考えられる。発注前の自治体間における方針の共

有化が重要となる。 

 

＜管路台帳システムと施設台帳システムそれぞれの共同導入の効果を合計＞ 

単独導入（オンプレミス）→共同導入（クラウド）のケース 

 

 管路台帳システムと施設台帳システムをそれぞれ共同で導入する委託料効果を合計

すると、平均で26.3％の削減効果が見込まれる結果となった。 

 

 

ｼｽﾃﾑ構築 機器・ﾗｲｾﾝｽ 5年保守 合計① ｼｽﾃﾑ構築 機器・ﾗｲｾﾝｽ 5年保守 合計②

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）
滝川 65,230 14,000 33,000 112,230 60,090 6,500 30,040 96,630 △ 15,600 △ 13.9
深川 56,480 28,000 30,500 114,980 41,050 6,500 20,520 68,070 △ 46,910 △ 40.8
岩見沢 43,510 12,000 22,500 78,010 38,680 3,500 19,340 61,520 △ 16,490 △ 21.1
千歳 73,000 22,000 37,000 132,000 63,030 6,500 31,510 101,040 △ 30,960 △ 23.5
江別 229,160 8,000 115,000 352,160 226,750 3,500 113,370 343,620 △ 8,540 △ 2.4
倶知安 158,370 65,000 82,500 305,870 117,840 12,500 58,920 189,260 △ 116,610 △ 38.1
岩内 44,650 22,000 23,500 90,150 34,680 6,500 17,340 58,520 △ 31,630 △ 35.1
室蘭 71,590 22,000 37,500 131,090 61,620 6,500 30,810 98,930 △ 32,160 △ 24.5
苫小牧 35,820 12,000 18,500 66,320 30,990 3,500 15,500 49,990 △ 16,330 △ 24.6
浦河 28,000 12,000 14,500 54,500 23,170 3,500 11,590 38,260 △ 16,240 △ 29.8
静内 37,420 12,000 19,000 68,420 32,590 3,500 16,300 52,390 △ 16,030 △ 23.4
渡島 90,640 24,000 47,000 161,640 78,570 5,250 39,280 123,100 △ 38,540 △ 23.8
八雲 84,980 18,000 43,000 145,980 77,420 6,500 38,715 122,635 △ 23,345 △ 16.0
江差 45,490 16,000 23,000 84,490 38,250 3,500 19,120 60,870 △ 23,620 △ 28.0
上川 68,550 32,000 36,000 136,550 50,700 6,500 25,350 82,550 △ 54,000 △ 39.5
名寄 85,040 40,000 45,000 170,040 62,360 8,250 31,180 101,790 △ 68,250 △ 40.1
富良野 62,090 22,000 33,000 117,090 52,120 6,500 26,060 84,680 △ 32,410 △ 27.7
留萌 97,370 40,000 51,000 188,370 74,690 8,250 37,345 120,285 △ 68,085 △ 36.1
稚内 82,340 24,000 42,500 148,840 70,270 5,250 35,130 110,650 △ 38,190 △ 25.7
網走 67,850 25,000 35,500 128,350 55,150 6,500 27,575 89,225 △ 39,125 △ 30.5
北見 57,150 12,000 29,000 98,150 52,320 3,500 26,160 81,980 △ 16,170 △ 16.5
紋別 65,240 20,000 33,500 118,740 55,580 3,500 27,790 86,870 △ 31,870 △ 26.8
帯広 242,510 72,000 124,500 439,010 196,840 12,500 98,415 307,755 △ 131,255 △ 29.9
釧路 102,190 30,000 51,500 183,690 87,390 8,250 43,690 139,330 △ 44,360 △ 24.1
中標津 42,970 12,000 22,000 76,970 38,140 3,500 19,070 60,710 △ 16,260 △ 21.1
合計 2,037,640 616,000 1,050,000 3,703,640 1,720,290 150,250 860,120 2,730,660 △ 972,980 △ 26.3

個別委託料 共同委託料 効果額③
②−①

（千円）

削減率
③／①
（％）

地域
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事  項 内  容 

（２）単独導入（クラウド）→共同導入（クラウド） 

＜管路台帳システム：単独導入（クラウド）→共同導入（クラウド）のケース＞ 

 

※未導入が１自治体の地域については、共同導入の対象外のため、個別委託料、共同委託料の金額は括

弧書きとし、個別委託料、共同委託料の合計に含まない。 

＜施設台帳システム：単独導入（クラウド）→共同導入（クラウド）のケース＞ 

 

クラウド方式で各自治体が単独導入する委託料の合計と、地域内の未導入自治体が

共同で導入する委託料を比較した結果、管路台帳システム導入では平均で 31.1％、施

設台帳システムでは平均で 21.0％の削減効果が見込まれる結果となり、共同導入を行

う自治体数が多いほど削減効果が大きくなる傾向がみられた。 

ｼｽﾃﾑ構築 機器・ﾗｲｾﾝｽ 5年保守 合計① ｼｽﾃﾑ構築 機器・ﾗｲｾﾝｽ 5年保守 合計②

（m） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）
滝川 2 936,910 27,570 6,000 12,500 46,070 24,840 3,000 12,420 40,260 △ 5,810 △ 12.6
深川 4 372,407 26,050 12,000 11,500 49,550 17,860 3,000 8,930 29,790 △ 19,760 △ 39.9
岩見沢 0 0 - -
千歳 2 625,790 23,210 6,000 10,500 39,710 20,480 3,000 10,240 33,720 △ 5,990 △ 15.1
江別 0 0 - -
倶知安 7 568,706 43,880 21,000 19,000 83,880 27,500 4,500 13,750 45,750 △ 38,130 △ 45.5
岩内 2 62,088 10,410 6,000 4,500 20,910 7,680 3,000 3,840 14,520 △ 6,390 △ 30.6
室蘭 2 211,959 13,790 6,000 6,000 25,790 11,060 3,000 5,530 19,590 △ 6,200 △ 24.0
苫小牧 1 190,270 (8,680) (3,000) (4,000) (15,680) (8,680) (3,000) (4,000) (15,680)
浦河 1 108,495 (7,130) (3,000) (3,000) (13,130) (7,130) (3,000) (3,000) (13,130)
静内 1 312,552 (11,430) (3,000) (5,500) (19,930) (11,430) (3,000) (5,500) (19,930)
渡島 1 103,540 (6,610) (3,000) (3,000) (12,610) (6,610) (3,000) (3,000) (12,610)
八雲 2 412,891 17,760 6,000 8,000 31,760 15,030 3,000 7,515 25,545 △ 6,215 △ 19.6
江差 1 39,004 (5,440) (3,000) (2,500) (10,940) (5,440) (3,000) (2,500) (10,940)
上川 4 393,535 26,650 12,000 12,000 50,650 18,460 3,000 9,230 30,690 △ 19,960 △ 39.4
名寄 4 541,604 28,470 12,000 13,000 53,470 20,280 3,000 10,140 33,420 △ 20,050 △ 37.5
富良野 2 256,961 13,590 6,000 6,500 26,090 10,860 3,000 5,430 19,290 △ 6,800 △ 26.1
留萌 4 472,646 28,180 12,000 12,500 52,680 19,990 3,000 9,995 32,985 △ 19,695 △ 37.4
稚内 1 192,016 (8,680) (3,000) (4,000) (15,680) (8,680) (3,000) (4,000) (15,680)
網走 3 680,075 27,130 9,000 12,000 48,130 21,670 3,000 10,835 35,505 △ 12,625 △ 26.2
北見 1 180,420 (8,820) (3,000) (4,000) (15,820) (8,820) (3,000) (4,000) (15,820)
紋別 1 244,084 (9,890) (3,000) (4,500) (17,390) (9,890) (3,000) (4,500) (17,390)
帯広 8 2,020,506 79,800 24,000 36,500 140,300 60,690 4,500 30,345 95,535 △ 44,765 △ 31.9
釧路 2 505,687 19,130 6,000 8,500 33,630 16,400 3,000 8,200 27,600 △ 6,030 △ 17.9
中標津 1 81,040 (6,250) (3,000) (3,000) (12,250) (6,250) (3,000) (3,000) (12,250)
合計 57 9,513,186 385,620 144,000 173,000 702,620 292,800 45,000 146,400 484,200 △ 218,420 △ 31.1

共同導入対象外
共同導入対象外

共同導入対象外

共同導入対象外

共同委託料 効果額③
②−①

（千円）

削減率
③／①
（％）

全自治体が導入済み 全自治体が導入済み

全自治体が導入済み 全自治体が導入済み

個別委託料

共同導入対象外
共同導入対象外
共同導入対象外
共同導入対象外

共同導入対象外

地域
未導入

自治体数

管路延⻑
（未導入）

ｼｽﾃﾑ構築 機器・ﾗｲｾﾝｽ 5年保守 合計① ｼｽﾃﾑ構築 機器・ﾗｲｾﾝｽ 5年保守 合計②

（未導入） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）
滝川 2 1,267 37,660 7,000 18,000 62,660 35,250 3,500 17,620 56,370 △ 6,290 △ 10.0
深川 4 635 30,430 14,000 14,000 58,430 23,190 3,500 11,590 38,280 △ 20,150 △ 34.5
岩見沢 3 1,695 43,510 10,500 20,500 74,510 38,680 3,500 19,340 61,520 △ 12,990 △ 17.4
千歳 4 1,587 49,790 14,000 23,500 87,290 42,550 3,500 21,270 67,320 △ 19,970 △ 22.9
江別 2 17,334 229,160 7,000 114,000 350,160 226,750 3,500 113,370 343,620 △ 6,540 △ 1.9
倶知安 11 2,642 114,490 38,500 53,000 205,990 90,340 8,000 45,170 143,510 △ 62,480 △ 30.3
岩内 4 750 34,240 14,000 15,500 63,740 27,000 3,500 13,500 44,000 △ 19,740 △ 31.0
室蘭 4 1,553 57,800 14,000 27,500 99,300 50,560 3,500 25,280 79,340 △ 19,960 △ 20.1
苫小牧 3 955 35,820 10,500 16,500 62,820 30,990 3,500 15,500 49,990 △ 12,830 △ 20.4
浦河 3 614 28,000 10,500 13,000 51,500 23,170 3,500 11,590 38,260 △ 13,240 △ 25.7
静内 3 933 37,420 10,500 17,500 65,420 32,590 3,500 16,300 52,390 △ 13,030 △ 19.9
渡島 6 4,113 90,640 21,000 42,500 154,140 78,570 5,250 39,280 123,100 △ 31,040 △ 20.1
八雲 3 2,186 67,220 10,500 32,000 109,720 62,390 3,500 31,200 97,090 △ 12,630 △ 11.5
江差 4 1,128 45,490 14,000 21,000 80,490 38,250 3,500 19,120 60,870 △ 19,620 △ 24.4
上川 5 860 41,900 17,500 19,000 78,400 32,240 3,500 16,120 51,860 △ 26,540 △ 33.9
名寄 7 1,233 56,570 24,500 26,000 107,070 42,080 5,250 21,040 68,370 △ 38,700 △ 36.1
富良野 4 1,432 48,500 14,000 22,500 85,000 41,260 3,500 20,630 65,390 △ 19,610 △ 23.1
留萌 7 1,691 69,190 24,500 32,000 125,690 54,700 5,250 27,350 87,300 △ 38,390 △ 30.5
稚内 6 2,425 82,340 21,000 39,000 142,340 70,270 5,250 35,130 110,650 △ 31,690 △ 22.3
網走 4 961 40,720 14,000 19,000 73,720 33,480 3,500 16,740 53,720 △ 20,000 △ 27.1
北見 3 2,670 57,150 10,500 27,000 94,650 52,320 3,500 26,160 81,980 △ 12,670 △ 13.4
紋別 5 1,737 65,240 17,500 30,500 113,240 55,580 3,500 27,790 86,870 △ 26,370 △ 23.3
帯広 12 5,035 162,710 42,000 76,500 281,210 136,150 8,000 68,070 212,220 △ 68,990 △ 24.5
釧路 6 2,429 83,060 21,000 38,500 142,560 70,990 5,250 35,490 111,730 △ 30,830 △ 21.6
中標津 3 1,173 42,970 10,500 20,000 73,470 38,140 3,500 19,070 60,710 △ 12,760 △ 17.4
合計 118 59,038 1,652,020 413,000 778,500 2,843,520 1,427,490 105,250 713,720 2,246,460 △ 597,060 △ 21.0

地域
未導入

自治体数
設備点数

個別委託料 共同委託料 効果額③
②−①

（千円）

削減率
③／①
（％）
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事  項 内  容 

いずれの台帳システムにおいてもシステム構築の効率化は１）のケースと同様の効

果が期待できる。機器・ライセンスは共同化する自治体で、単独導入をクラウドで行う

場合は、共同化による機器の削減はなく、ライセンスも使用料として自治体ごとに発生

するため削減はない。 

 

＜管路台帳システムと施設台帳システムそれぞれの共同導入の効果を合計＞ 

単独導入（クラウド）→共同導入（クラウド）のケース 

 

 管路台帳システムと施設台帳システムをそれぞれ共同で導入する委託料効果を合計

すると、平均で23.0％の削減効果が見込まれる結果となった。 

 

考察  水道施設台帳システムを共同導入することにより、導入費用の削減効果が期待でき

る結果となった。なお、今回は管路台帳システムと施設台帳システムの導入を個別に実

施した場合の効果を算出しているが、民間企業にヒアリングしたところ、両システムの

導入を同時に実施する場合、オンプレミス方式では、サーバーを共通化するなど設備費

用が削減される効果が期待できるものの、クラウド方式を前提とした共同委託では、台

帳システム構築において共通する作業はないため費用削減効果は期待できないとのこ

とであった。 

水道施設台帳は、改正水道法で令和 4 年 9 月末までの整備が義務化されており、未

導入の自治体において、本検討で示した共同導入の効果は、導入手法の一つとして参考

になるものと考える。また、共通の水道施設台帳システムを導入することで、施設管理

に必要となる情報の種類等も統一されるため、管理水準の高い自治体をベースとした

維持管理方法が共有化される等、職員の技術向上につながることや、さらに、将来的な

ｼｽﾃﾑ構築 機器・ﾗｲｾﾝｽ 5年保守 合計① ｼｽﾃﾑ構築 機器・ﾗｲｾﾝｽ 5年保守 合計②
（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

滝川 65,230 13,000 30,500 108,730 60,090 6,500 30,040 96,630 △ 12,100 △ 11.1
深川 56,480 26,000 25,500 107,980 41,050 6,500 20,520 68,070 △ 39,910 △ 37.0
岩見沢 43,510 10,500 20,500 74,510 38,680 3,500 19,340 61,520 △ 12,990 △ 17.4
千歳 73,000 20,000 34,000 127,000 63,030 6,500 31,510 101,040 △ 25,960 △ 20.4
江別 229,160 7,000 114,000 350,160 226,750 3,500 113,370 343,620 △ 6,540 △ 1.9
倶知安 158,370 59,500 72,000 289,870 117,840 12,500 58,920 189,260 △ 100,610 △ 34.7
岩内 44,650 20,000 20,000 84,650 34,680 6,500 17,340 58,520 △ 26,130 △ 30.9
室蘭 71,590 20,000 33,500 125,090 61,620 6,500 30,810 98,930 △ 26,160 △ 20.9
苫小牧 35,820 10,500 16,500 62,820 30,990 3,500 15,500 49,990 △ 12,830 △ 20.4
浦河 28,000 10,500 13,000 51,500 23,170 3,500 11,590 38,260 △ 13,240 △ 25.7
静内 37,420 10,500 17,500 65,420 32,590 3,500 16,300 52,390 △ 13,030 △ 19.9
渡島 90,640 21,000 42,500 154,140 78,570 5,250 39,280 123,100 △ 31,040 △ 20.1
八雲 84,980 16,500 40,000 141,480 77,420 6,500 38,715 122,635 △ 18,845 △ 13.3
江差 45,490 14,000 21,000 80,490 38,250 3,500 19,120 60,870 △ 19,620 △ 24.4
上川 68,550 29,500 31,000 129,050 50,700 6,500 25,350 82,550 △ 46,500 △ 36.0
名寄 85,040 36,500 39,000 160,540 62,360 8,250 31,180 101,790 △ 58,750 △ 36.6
富良野 62,090 20,000 29,000 111,090 52,120 6,500 26,060 84,680 △ 26,410 △ 23.8
留萌 97,370 36,500 44,500 178,370 74,690 8,250 37,345 120,285 △ 58,085 △ 32.6
稚内 82,340 21,000 39,000 142,340 70,270 5,250 35,130 110,650 △ 31,690 △ 22.3
網走 67,850 23,000 31,000 121,850 55,150 6,500 27,575 89,225 △ 32,625 △ 26.8
北見 57,150 10,500 27,000 94,650 52,320 3,500 26,160 81,980 △ 12,670 △ 13.4
紋別 65,240 17,500 30,500 113,240 55,580 3,500 27,790 86,870 △ 26,370 △ 23.3
帯広 242,510 66,000 113,000 421,510 196,840 12,500 98,415 307,755 △ 113,755 △ 27.0
釧路 102,190 27,000 47,000 176,190 87,390 8,250 43,690 139,330 △ 36,860 △ 20.9
中標津 42,970 10,500 20,000 73,470 38,140 3,500 19,070 60,710 △ 12,760 △ 17.4
合計 2,037,640 557,000 951,500 3,546,140 1,720,290 150,250 860,120 2,730,660 △ 815,480 △ 23.0

削減率
③／①
（％）

個別委託料 共同委託料 効果額③
②−①

（千円）
地域
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事  項 内  容 

維持管理業務の共同化等の更なる連携への発展も期待できる。 

 一方で、直営職員で施設維持管理を継続していく場合においても、熟練職員の知識や

経験を次世代へ継承するために水道施設台帳システムは有効なツールとなる。さらに

共通したシステムを使用することにより、自治体間で水道施設に関する知見を共有し

やすくなり、非常時の連携強化や地域単位での技術水準の維持向上にも寄与するもの

と考えられる。 

 なお、広域化に関する地方単独事業について地方財政措置の拡充が図られているこ

とから導入費用の軽減が見込まれ、さらに水道施設台帳電子化促進事業による台帳の

共同整備に係る国庫補助金等の活用についても検討すべきと考えられる。 

 実施にあたっては、共同導入する自治体間で事前に協議・調整を行い、水道施設台帳

システムへの登録内容や必要機能等について全自治体で共通化する部分と、個別の自

治体でカスタマイズや機能追加を要望する部分などを整理しておく必要がある。 

 また、共同導入した後の定期的な登録情報の更新方法や時期等も可能な限り統一し

ておくことが望ましい。さらに、維持管理業務委託に水道施設台帳システムへの登録・

管理を含むことも可能であり、維持管理業務の共同化等も合わせて検討することも広

域連携に向けた有効な手法である。 
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⑽ 各種計画の策定 
事  項 内  容 

業務範囲 更新/耐震化計画、アセットマネジメント、水安全計画、水道ビジョン、 

水道事業基本計画の 5計画の策定 

シミュレーショ

ン連携単位 

25 地域（当初は 1地域または 2地域）で 3 ケース 

 

予想される 

連携効果 

計画策定業務を共同で委託することで、現状と比較して下記の連携効果が発

生する。 

 スケールメリットによる委託費の抑制 

設定ケース  地域内の計画未策定自治体が 5計画毎にそれぞれ共同で委託するケース 

 計画策定、未策定にかかわらず地域内の自治体が 5 計画毎に共同で委託す

るケース 

 計画策定、未策定にかかわらず、地域内の自治体が 5計画まとめて共同で委託

するケース 

連携効果(比較) 

 

 

 

  

 単独委託 共同委託 

（設定ケース） 

費用の削減 委託料 委託料 

（自治体で按分） 

共同化後の経費

の算定方法 

 設定ケース毎に民間企業からの見積による。 

データ 

集計結果 

 

１ 令和元年度水道広域化推進プラン策定に係る現状分析・将来推計の結果 

道内において、水道事業又は水道用水供給事業を実施している 176 自治体

における更新/耐震化計画、アセットマネジメント、水安全計画、水道ビジョ

ンの 4 計画の策定状況は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

事  項 内  容 

（１）更新/耐震化計画（令和元年９月末現在） 

＜策定済みの自治体数＞ 

 
浄水場や配水池を所有していない自治体はそれぞれ策定状況（浄水場・配水池）の集計

から除外している 

※1 管路延長 ：管路更新計画を策定済みの自治体における管路延長の集計 

※2 浄水場内施設数：P111<更新/耐震化計画に係る見積条件>参照 

※3 配水池施設数：P111<更新/耐震化計画に係る見積条件>参照 

＜未策定の自治体数＞  

 
浄水場や配水池を所有していない自治体はそれぞれ策定状況（浄水場・配水池）の集計

から除外している 

※1 管路延長：管路更新計画を策定していない自治体における管路延長の集 

       計 

※2 浄水場内施設数：P111<更新/耐震化計画に係る見積条件>参照 

※3 配水池施設数：P111<更新/耐震化計画に係る見積条件>参照 

 

浄水場 配水池 管路 浄水場 配水池 管路
滝川 5 1 2 4 719,230 0 0 2 0 0
深川 6 0 0 1 47,130 1 0 1 4 0
岩見沢 7 1 1 5 2,063,600 1 1 4 4 4
千歳 7 1 3 6 2,913,360 2 3 5 14 7
江別 4 2 1 4 7,143,230 3 2 3 40 25
倶知安 16 1 2 5 1,112,928 1 2 4 12 76
岩内 4 2 2 3 190,608 0 0 1 0 0
室蘭 6 3 4 4 1,330,489 2 2 2 20 13
苫小牧 5 1 1 2 1,536,390 2 2 2 20 10
浦河 3 1 1 1 190,772 0 0 1 0 0
静内 4 2 3 2 394,507 1 1 3 6 12
渡島 9 2 2 6 2,093,660 1 1 3 44 34
八雲 4 1 1 1 235,632 0 0 0 0 0
江差 5 2 2 2 197,996 1 0 0 10 0
上川 9 2 1 3 413,880 0 0 2 0 0
名寄 8 5 3 4 802,016 2 1 2 22 2
富良野 5 0 0 1 213,565 0 0 0 0 0
留萌 8 2 2 1 184,320 1 1 1 4 4
稚内 10 5 5 4 1,000,962 2 2 2 28 31
網走 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北見 5 1 1 3 564,567 1 1 0 4 4
紋別 8 2 2 2 285,566 1 1 1 22 12
帯広 20 4 4 6 3,430,142 4 4 4 37 39
釧路 8 2 3 3 1,792,324 1 2 2 20 23
中標津 5 1 1 1 1,094,860 1 1 1 6 8
合計 176 44 47 74 29,951,734 28 27 46 317 304

地域 自治体数
策定状況・更新計画

（自治体数）
管路延⻑

（m） ※1

策定状況・耐震化計画
（自治体数）

浄水場内
施設数 ※2

配水池
施設数 ※3

浄水場 配水池 管路 浄水場 配水池 管路
滝川 5 4 3 1 829,020 5 5 3 24 33
深川 6 2 5 5 790,467 1 5 5 2 12
岩見沢 7 4 4 2 249,020 4 4 3 16 30
千歳 7 3 3 1 419,210 2 3 2 9 21
江別 4 1 2 0 0 0 1 1 0 1
倶知安 16 15 14 11 988,832 15 14 12 125 72
岩内 4 2 2 1 111,835 4 4 3 34 13
室蘭 6 3 2 2 307,713 4 4 4 30 43
苫小牧 5 4 4 3 593,535 3 3 3 27 16
浦河 3 2 2 2 154,555 3 3 2 22 18
静内 4 2 1 2 447,529 3 3 1 46 34
渡島 9 7 7 3 305,200 8 8 6 78 32
八雲 4 3 3 3 485,191 4 4 4 91 82
江差 5 3 3 3 255,960 4 5 5 45 45
上川 9 6 8 6 3,059,063 8 9 7 59 38
名寄 8 3 5 4 256,487 6 7 6 63 38
富良野 5 5 5 4 523,295 5 5 5 75 40
留萌 8 6 6 7 876,511 7 7 7 61 48
稚内 10 5 5 6 658,289 8 8 8 63 42
網走 5 5 5 5 1,239,922 5 5 5 26 39
北見 5 4 4 2 1,365,720 4 4 5 42 49
紋別 8 6 6 6 1,007,694 7 7 7 88 49
帯広 20 14 15 14 3,204,677 14 15 16 247 144
釧路 8 6 5 5 586,471 7 6 6 71 67
中標津 5 4 4 4 1,138,883 4 4 4 55 52
合計 176 119 123 102 19,855,079 135 143 130 1,399 1,058

配水池
施設数 ※3

浄水場内
施設数 ※2

管路延⻑
（m） ※1

地域 自治体数
策定状況・更新計画

（自治体数）
策定状況・耐震化計画

（自治体数）



112 

事  項 内  容 

（２）アセットマネジメント計画（令和元年９月末現在） 

  

 

（３）水安全計画（令和元年９月末現在） 

 

 

 

 

 

 

給水人口
（計画）

策定済み 策定中 未策定 （人）未策定
滝川 5 3 0 2 23,610
深川 6 4 0 2 40,132
岩見沢 7 7 0 0 0
千歳 7 6 0 1 6,217
江別 4 4 0 0 0
倶知安 16 4 0 12 36,477
岩内 4 1 0 3 9,949
室蘭 6 5 0 1 4,110
苫小牧 5 3 0 2 35,410
浦河 3 1 0 2 23,860
静内 4 2 0 2 9,322
渡島 9 4 0 5 374,501
八雲 4 3 0 1 9,100
江差 5 2 0 3 11,660
上川 9 2 0 7 46,706
名寄 8 3 0 5 14,875
富良野 5 0 0 5 51,434
留萌 8 3 0 5 26,085
稚内 10 3 0 7 38,937
網走 5 1 0 4 31,070
北見 5 3 0 2 9,370
紋別 8 3 0 5 18,110
帯広 20 10 0 10 79,712
釧路 8 2 0 6 48,277
中標津 5 3 0 2 12,924
合計 176 82 0 94 961,848

地域 自治体数
策定状況

（自治体数）

浄水場数 浄水能力

策定済み 対象外 未策定 （箇所）未策定 （㎥/日）未策定

滝川 5 1 0 4 5 46,917
深川 6 0 4 2 2 22,066
岩見沢 7 1 2 4 5 31,550
千歳 7 3 3 1 2 10,860
江別 4 3 1 0 0 0
倶知安 16 4 0 12 43 23,344
岩内 4 1 0 3 11 4,218
室蘭 6 1 0 5 20 33,263
苫小牧 5 2 0 3 9 18,611
浦河 3 0 0 3 7 14,647
静内 4 0 0 4 18 24,881
渡島 9 3 0 6 24 160,701
八雲 4 0 0 4 34 22,558
江差 5 0 0 5 15 15,487
上川 9 1 1 7 16 21,624
名寄 8 1 0 7 20 23,362
富良野 5 1 0 4 23 9,815
留萌 8 1 0 7 15 31,707
稚内 10 1 0 9 29 35,148
網走 5 0 0 5 16 39,915
北見 5 2 0 3 9 11,370
紋別 8 0 0 8 33 54,050
帯広 20 6 2 12 53 51,452
釧路 8 2 0 6 23 33,081
中標津 5 2 0 3 8 31,118
合計 176 36 13 127 440 771,744

地域
策定状況

（自治体数）自治体数
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事  項 内  容 

（４）水道事業ビジョン（令和元年９月末現在） 

 

 

２ アンケート調査結果 

  令和元年度末現在、道内において、水道事業又は水道用水供給事業を実施

している 176 自治体を対象に、令和元年 10 月末現在の企業会計システムの

導入状況について調査した結果は次のとおりである。 

＜水道事業基本計画（令和２年１０月末現在）＞ 

  

 

給水人口
（計画）

給水人口
（現在）

策定済み 策定中 未策定 （人）未策定 （人）未策定
滝川 5 2 0 3 54,160 25,894
深川 6 1 0 5 103,412 56,774
岩見沢 7 3 0 4 286,660 133,034
千歳 7 6 0 1 28,100 17,904
江別 4 3 0 1 22,900 17,367
倶知安 16 5 0 11 48,022 40,690
岩内 4 1 0 3 9,949 7,410
室蘭 6 3 0 3 22,450 16,228
苫小牧 5 3 0 2 12,960 10,726
浦河 3 0 0 3 30,475 20,162
静内 4 0 0 4 49,434 45,462
渡島 9 6 0 3 37,200 14,924
八雲 4 2 0 2 17,170 9,650
江差 5 3 0 2 7,110 5,915
上川 9 2 0 7 52,126 34,883
名寄 8 3 0 5 19,085 13,628
富良野 5 0 0 5 51,434 38,242
留萌 8 2 0 6 30,385 21,308
稚内 10 1 0 9 47,847 31,322
網走 5 1 0 4 31,070 24,426
北見 5 4 0 1 3,200 2,647
紋別 8 2 0 6 31,020 23,829
帯広 20 6 0 14 146,894 120,553
釧路 8 5 0 3 17,612 14,481
中標津 5 3 0 2 12,924 10,150
合計 176 67 0 109 1,173,599 757,609

地域
策定状況

（自治体数）自治体数

給水人口
（計画）

給水人口
（現在）

策定済み 策定中 未策定 （人）未策定 （人）未策定
滝川 5 1 1 3 38,160 23,380
深川 6 2 1 3 19,700 7,807
岩見沢 7 2 0 5 209,250 114,887
千歳 7 5 0 2 101,017 101,563
江別 4 3 0 1 22,900 17,367
倶知安 16 2 2 12 53,777 44,055
岩内 4 1 0 3 9,949 7,410
室蘭 6 3 0 3 50,410 42,386
苫小牧 5 4 0 1 4,850 3,940
浦河 3 0 0 3 30,475 20,162
静内 4 0 0 4 49,434 45,462
渡島 9 4 0 5 76,260 47,185
八雲 4 1 0 3 35,132 26,897
江差 5 2 0 3 20,610 13,313
上川 9 3 0 6 43,126 28,939
名寄 8 1 0 7 46,465 39,808
富良野 5 0 0 5 51,434 38,242
留萌 8 2 0 6 30,385 21,308
稚内 10 1 1 8 94,621 59,826
網走 5 1 0 4 31,070 24,426
北見 5 3 0 2 8,120 7,435
紋別 8 3 0 5 43,942 36,743
帯広 20 5 0 15 438,916 360,678
釧路 8 5 0 3 16,351 14,981
中標津 5 3 0 2 22,820 19,776
合計 176 57 5 114 1,549,174 1,167,976

地域
策定状況

（自治体数）自治体数



114 

事  項 内  容 

連携効果の算定 １ 算定方法 

  前記のとおり、令和元年度水道広域化推進プラン策定に係る現状分析・将

来推計及びアンケート調査結果をもとに、各自治体が計画策定を個別に委託

した場合と、次の３ケースにより共同委託した場合の見積を民間企業から徴

取し、連携効果（費用）を算定する。 

 ＜共同委託のケース＞ 

   ①地域内の計画未策定自治体が 5 計画毎にそれぞれ共同で委託するケー

ス 

②計画策定、未策定にかかわらず、地域内の自治体が 5 計画毎に共同で委

託するケース 

③計画策定、未策定にかかわらず、地域内の自治体が 5 計画まとめて共同

で委託するケース 

 ＜更新／耐震化計画に係る見積条件＞ 

耐震化計画については、施設簡易耐震診断に基づき策定することとし、対

象は配水池と浄水場の土木構造物とする。 

また、対象施設数は、アンケート調査で回答のあった配水池数及び浄水場

数をもとに、配水池は１箇所につき 1 施設、浄水場内施設は１浄水場につ

き、処理方式別に次のとおり設定する。 

・浄水処理方式による簡易診断対象施設 

急速ろ過：4 施設（着水井、凝集沈殿池、ろ過池、浄水池） 

緩速ろ過：4 施設（着水井、普通沈殿池、ろ過池、浄水池） 

膜ろ過 ：2 施設（着水井、浄水池） 

 

２ 費用算出時の基本的な考え方 

費用算出時の基本的な考え方や算定条件等を民間企業にヒアリングした結

果について、計画毎に整理する。 

なお、見積による計画策定費用は、全国上下水道コンサルタンツ協会の歩掛

を基本として、水道自治体の規模や施設の状況、さらには共同委託時の作業効

率化の想定等の独自の条件を考慮しているとのことである。 
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事  項 内  容 

（１）更新／耐震化計画 

更新／耐震化計画の委託歩掛においては、施設（構造物）計画と管路計画で

異なる補正係数が設定されている。 

①管路更新／耐震化計画 

管路更新／耐震化計画は、「計画給水人口」による補正係数が設定されている

計画策定業務と、「管路延長」による補正係数が設定されている幹線ルート及び

工法概略検討業務に分かれており、それぞれで算出した費用の合計となってい

る。 

なお、歩掛では、「計画給水人口」による補正を行うものとなっているが、道

内自治体では「計画給水人口」と「現在給水人口」の乖離が大きく、また、将

来は人口減少が見込まれていることから、今回の見積では「現在給水人口」を

用いて補正係数が算出されている。 

   ＜計画策定業務＞ 

 
      

   ＜幹線ルート及び工法概略検討業務＞ 

 
     ※幹線管路の延長は基幹管路延長の 1割として見積条件を設定した。 
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116 

事  項 内  容 

上記の近似式を組み合わせて単独委託と共同委託時の費用が算出される。 

 ただし、共同委託の場合であっても、個別の自治体で検討が必要な作業項目

については、自治体数に応じて作業量が発生するものとして費用に計上されて

いる。 

 

作業項目 算定基礎 

設計協議（補正対象外） 自治体数に応じた費用計上 

 現地調査（補正対象外） 

計

画

策

定

業

務 

管路の更新診断 

給水人口による補正 地震対策・更新手法の検討 

耐震化・更新計画案の作成 

耐震化・更新事業計画の策定 
給水人口による補正＋自治体数に応

じた費用 
耐震化・更新事業計画書のとりまと

め 

照査 給水人口による補正 

幹線ルート及び工法概略検討業務 管路延長による補正 

※黄色網掛け部：共同委託時も自治体ごとに個別検討が必要な作業項目 

 
②施設更新／耐震化計画  

 施設更新／耐震化計画は歩掛がないため、管路更新／耐震化計画の歩掛を準

用して費用が計上されている。 

なお、歩掛では「計画給水人口」による補正を行うものとなっているが、道

内自治体は「計画給水人口」と「現在給水人口」の乖離が大きく、また、将来

は人口減少が見込まれていることから、「現在給水人口」を用いて補正係数が算

出されている。 

 

＜計画策定業務＞ 

 

 ただし、施設の更新診断については、耐震診断施設数に応じた補正係数が設

定されている「施設簡易耐震診断」の委託歩掛を基に、以下のとおり作成した

耐震診断施設数と委託費の近似式を用いて費用が算出されている。 
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※補正対象外の作業項目は除く
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事  項 内  容 

  ＜施設簡易耐震診断業務＞ 

 

 

 なお、共同委託の場合であっても個別の自治体で検討が必要な作業項目につ

いては、自治体数に応じて作業量が発生するものとして費用に計上されてい

る。 

 

作業項目 算定基礎 

設計協議（補正対象外） 自治体数に応じた費用計上 

 現地調査（補正対象外） 

施設簡易耐震診断業務 施設数による補正 

計
画
策
定
業
務 

地震対策・更新手法の検討 
給水人口による補正 

耐震化・更新計画案の作成 

耐震化・更新事業計画の策定 
給水人口による補正＋自治体数

に応じた費用 
耐震化・更新事業計画書のとりまと

め 

照査 給水人口による補正 

※黄色網掛け部：共同委託時も自治体ごとに個別検討が必要な作業項目 

 

 

（２）アセットマネジメント計画 

 アセットマネジメント計画の委託歩掛においては、「計画給水人口」の規模に

応じた補正係数が設定されており、以下のとおり作成した給水人口と委託費用

（設計協議及び交通費等の直接経費を除く）の近似式を用いて、単独委託と共同

委託時の費用が算定されている。 

なお、歩掛においては「計画給水人口」による補正を行うものとなっている

が、道内自治体は「計画給水人口」と「現在給水人口」の乖離が大きく、また、

将来は人口減少が見込まれていることから、「現在給水人口」を用いて補正係数

が算出されている。 
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事  項 内  容 

   ＜計画策定業務＞ 

 

 

ただし、共同委託の場合であっても個別の自治体で検討が必要な作業項目に

ついては、自治体数に応じて作業量が発生するものとして費用に計上されてい

る。 

 

作業項目 算定基礎 

設計協議（補正対象外） 
自治体数に応

じた費用計上 

現地調査（補正対象外） 

計 画 策 定

業

務

 

①資産の現状・将来見通しの把握 

給水人口によ

る補正 

(1)資産の現況把握 

(2)資産の将来見通しの把握 

②重要度・優先度を考慮した更新 

(1)重要度・優先度を考慮した更新需要の算定 

(2)財政収支見通し（更新財源確保）の検討 

③診断等に基づき耐震化前倒し等を考慮した更新 

給水人口によ

る補正＋自治

体数に応じた

費用 

(1)耐震診断に基づき耐震化の前倒しを考慮した場合の更新需要・財政収支見

通しの検討 

(2)機能診断に基づく更新需要見通しの検討 

④妥当性の確認・改善方策検討 

(1)妥当性の確認と検討結果のとりまとめ 

(2)マクロマネジメントのレベルアップに向けた改善方策の

検討 

⑤とりまとめ 

※黄色網掛け部：共同委託時も自治体ごとに個別検討が必要な作業項目 
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事  項 内  容 

（３）水安全計画 

 水安全計画の委託歩掛においては、「浄水場個所数」に応じた補正係数が設定

されており、以下のとおり作成した浄水場数と委託費用（設計協議及び交通費

等の直接経費を除く）の近似式を用いて、単独委託と共同委託時の費用が算定

されている。 

＜計画策定業務＞ 

 

 ただし、浄水場数のみで委託費用を算出した場合については、浄水場の規模

や浄水フローによる作業量の差が反映できないことから、次の 2 つの補正係数

を設定して費用が算出されている。 

①浄水処理方式による補正係数（水コン協歩掛） 

 ・ろ過設備を有する浄水場 ：1.0 

 ・ろ過設備を有さない浄水場：0.7 

 自治体内の浄水場の処理方式に応じて上記係数を加重平均して 

自治体全体の補正係数を算出。 

②浄水施設能力による補正係数 

 ・浄水能力に応じた補正係数を以下のように設定。 

   ＜計画策定業務＞ 

  

※浄水能力は自治体の平均浄水能力（1箇所あたりの平均浄水能力） 
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事  項 内  容 

（４）水道事業ビジョン 

 水道事業ビジョンの委託歩掛においては、「計画給水人口」の規模に応じた補

正係数が設定されており、以下のとおり作成した給水人口と委託費用（設計協

議及び交通費等の直接経費を除く）の近似式を用いて、単独委託と共同委託時

の費用が算定されている。 

なお、歩掛においては「計画給水人口」による補正を行うものとなっている

が、道内自治体は「計画給水人口」と「現在給水人口」の乖離が大きく、また、

将来は人口減少が見込まれていることから、「現在給水人口」を用いて補正係数

が算出されている。 

   ＜計画策定業務＞ 

 

 

 ただし、共同委託の場合であっても個別の自治体で検討が必要な作業項目に

ついては、共同委託時もそれぞれ発生するものとして費用に計上されている。 

 

作業項目 算定基礎 

設計協議（補正対象外） 自治体数に応じた費用計上 

計 画 策 定

業

務 

現状・将来見通しの把握と目標設

定 

給水人口による補正 水道事業の現状評価 

将来の事業環境 

地域の水道の理想像と目標設定 

推進する実現方策 
給水人口による補正＋自治体数

に応じた費用 
検討の進め方とフォローアップ 

とりまとめ 

照査 給水人口による補正 

※黄色網掛け部：共同委託時も自治体ごとに個別検討が必要な作業項目 

 

（５）水道事業基本計画 

水道事業基本計画の委託歩掛においては、「計画給水人口」の規模に応じた補

正係数が設定されており、以下のとおり作成した給水人口と委託費用（設計協
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事  項 内  容 

議及び交通費等の直接経費を除く）の近似式を用いて単独委託と共同委託時の

費用が算定されている。 

なお、歩掛においては「計画給水人口」による補正を行うものとなっている

が、道内自治体は「計画給水人口」と「現在給水人口」の乖離が大きく、また、

将来は人口減少が見込まれていることから、「現在給水人口」を用いて補正係数

が算出されている。 

＜計画策定業務＞ 

 
ただし、共同委託の場合であっても個別の自治体で検討が必要な作業項目に

ついては、自治体数に応じて作業量が発生するものとして費用に計上されてい

る。 

作業項目 算定基礎 

設計協議（補正対象外） 自治体数に応じた費用計上 

計 画 策 定

業

務 

①基本方針の策定  

(1)現況の把握 

給水人口による補正 
(2)水需要予測 

(3)事業の分析･評価･課題抽

出 

②基本事項の決定  

(1)計画年次 

給水人口による補正 (2)計画給水区域 

(3)計画給水人口･給水量 

③整備内容の決定  

(1)整備案の抽出 給水人口による補正 

(2)整備案の作成 
給水人口による補正＋自治体数に応じた

費用 
(3)整備案の評価 

④基本計画のとりまとめ 

⑤照査 給水人口による補正 

 ※黄色網掛け部：共同委託時も自治体ごとに個別検討が必要な作業項目 
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事  項 内  容 

 ３ 算定結果 

（１）耐震・更新計画 

＜耐震・更新計画を地域内で未策定の自治体が共同で委託するケース＞ 

 

 

＜耐震・更新計画を地域内全ての自治体が共同で委託するケース＞ 

 

 

計画未策定の自治体を対象として個別委託料の合計金額と共同委託料を比

較した結果、道内全体で 35.5％の費用削減が期待できる結果となった。 

 

 

 

 

 

 

個別委託料̲計
①

共同委託料̲計
②

効果額③
②−①

（千円）
浄水場 配水池 管路 浄水場 配水池 管路 未策定（千円） 未策定（千円） （千円）

滝川 5 4 3 1 5 5 3 95,230 69,300 △ 25,930 △ 27.2
深川 6 6 6 5 5 5 5 88,696 71,000 △ 17,696 △ 20.0
岩見沢 7 5 5 2 5 5 3 84,530 77,600 △ 6,930 △ 8.2
千歳 7 6 4 1 5 4 2 91,246 80,700 △ 10,546 △ 11.6
江別 4 2 2 0 1 1 1 37,432 31,600 △ 5,832 △ 15.6
倶知安 16 15 14 11 15 14 12 276,540 136,700 △ 139,840 △ 50.6
岩内 4 2 2 1 4 4 3 58,064 39,900 △ 18,164 △ 31.3
室蘭 6 3 2 2 4 4 4 77,664 52,300 △ 25,364 △ 32.7
苫小牧 5 4 4 3 3 3 3 80,464 57,200 △ 23,264 △ 28.9
浦河 3 2 2 2 3 3 2 52,548 38,400 △ 14,148 △ 26.9
静内 4 2 1 2 3 3 1 64,998 46,900 △ 18,098 △ 27.8
渡島 9 7 7 3 8 8 6 146,728 87,500 △ 59,228 △ 40.4
八雲 4 3 3 3 4 4 4 107,564 68,500 △ 39,064 △ 36.3
江差 5 3 3 3 4 5 5 91,280 57,100 △ 34,180 △ 37.4
上川 9 7 8 6 9 9 7 185,678 139,100 △ 46,578 △ 25.1
名寄 8 3 5 4 6 7 6 106,762 57,500 △ 49,262 △ 46.1
富良野 5 5 5 4 5 5 5 116,880 72,800 △ 44,080 △ 37.7
留萌 8 6 6 7 7 7 7 149,612 81,200 △ 68,412 △ 45.7
稚内 10 5 5 6 8 8 8 141,128 70,600 △ 70,528 △ 50.0
網走 5 5 5 5 5 5 5 126,580 81,900 △ 44,680 △ 35.3
北見 5 4 4 2 4 4 5 114,980 88,900 △ 26,080 △ 22.7
紋別 8 6 6 6 7 7 7 158,312 90,400 △ 67,912 △ 42.9
帯広 20 16 16 14 16 15 16 393,204 246,300 △ 146,904 △ 37.4
釧路 8 6 5 5 7 6 6 143,012 81,400 △ 61,612 △ 43.1
中標津 5 4 4 4 4 4 4 121,064 79,900 △ 41,164 △ 34.0
合計 176 131 127 102 147 145 130 3,110,196 2,004,700 △ 1,105,496 △ 35.5

地域 自治体数
策定状況・更新計画
（未策定自治体数）

策定状況・耐震化計画
（未策定自治体数）

削減率
③／①
（％）

個別委託料̲計
①

共同委託料̲計
②

効果額③
②−①

（千円）
浄水場 配水池 管路 浄水場 配水池 管路 未策定（千円） 未策定（千円） （千円）

滝川 5 1 2 4 0 0 2 136,680 91,700 △ 44,980 △ 32.9
深川 6 0 0 1 1 1 1 100,296 77,800 △ 22,496 △ 22.4
岩見沢 7 2 2 5 2 2 4 164,812 129,100 △ 35,712 △ 21.7
千歳 7 1 3 6 2 3 5 212,612 165,000 △ 47,612 △ 22.4
江別 4 2 2 4 3 3 3 194,064 180,700 △ 13,364 △ 6.9
倶知安 16 1 2 5 1 2 4 367,156 213,400 △ 153,756 △ 41.9
岩内 4 2 2 3 0 0 1 80,064 54,100 △ 25,964 △ 32.4
室蘭 6 3 4 4 2 2 2 179,996 114,900 △ 65,096 △ 36.2
苫小牧 5 1 1 2 2 2 2 154,180 109,000 △ 45,180 △ 29.3
浦河 3 1 1 1 0 0 1 68,348 49,400 △ 18,948 △ 27.7
静内 4 2 3 2 1 1 3 112,964 73,200 △ 39,764 △ 35.2
渡島 9 2 2 6 1 1 3 261,644 170,900 △ 90,744 △ 34.7
八雲 4 1 1 1 0 0 0 120,564 76,300 △ 44,264 △ 36.7
江差 5 2 2 2 1 0 0 114,080 68,900 △ 45,180 △ 39.6
上川 9 2 1 3 0 0 2 218,544 168,900 △ 49,644 △ 22.7
名寄 8 5 3 4 2 1 2 177,128 105,000 △ 72,128 △ 40.7
富良野 5 0 0 1 0 0 0 125,380 78,100 △ 47,280 △ 37.7
留萌 8 2 2 1 1 1 1 180,128 101,300 △ 78,828 △ 43.8
稚内 10 5 5 4 2 2 2 228,260 128,100 △ 100,160 △ 43.9
網走 5 0 0 0 0 0 0 126,580 82,800 △ 43,780 △ 34.6
北見 5 1 1 3 1 1 0 148,880 104,100 △ 44,780 △ 30.1
紋別 8 2 2 2 1 1 1 200,328 113,300 △ 87,028 △ 43.4
帯広 20 4 4 6 4 5 4 557,020 341,600 △ 215,420 △ 38.7
釧路 8 2 3 3 1 2 2 229,628 147,800 △ 81,828 △ 35.6
中標津 5 1 1 1 1 1 1 157,280 98,400 △ 58,880 △ 37.4
合計 176 45 49 74 29 31 46 4,616,616 3,043,800 △ 1,572,816 △ 34.1

地域 自治体数
策定状況・更新計画

（自治体数）
策定状況・耐震化計画

（自治体数）
削減率
③／①
（％）
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（２）アセットマネジメント計画 

＜アセットマネジメント計画を地域内で未策定の自治体が共同で委託するケース＞ 

 

※未策定が１自治体の地域については、共同委託の対象外のため、個別委託料、共同委託料

の金額は括弧書きとし、個別委託料、共同委託料の合計に含まない。 

 

＜アセットマネジメント計画を地域内全ての自治体が共同で委託するケース＞ 

 

 

計画未策定の自治体を対象として個別委託料の合計金額と共同委託料を比

較した結果、道内全体で 20.5％の費用削減が期待できる結果となった。 

 

 

 

 

 

 

給水人口
（計画）

給水人口
（現在）

個別委託料̲計
①

共同委託料̲計
②

効果額③
②−①

（千円）
策定済み 策定中 未策定 （人）未策定 （人）未策定 未策定（千円） 未策定（千円） （千円）

滝川 5 3 0 2 23,610 12,834 8,632 7,300 △ 1,332 △ 15.4
深川 6 4 0 2 40,132 22,724 9,632 8,400 △ 1,232 △ 12.8
岩見沢 7 7 0 0 0 0 -
千歳 7 6 0 1 6,217 5,110 (4,216) (4,216)
江別 4 4 0 0 0 0 -
倶知安 16 4 0 12 36,477 28,759 42,192 32,500 △ 9,692 △ 23.0
岩内 4 1 0 3 9,949 7,410 10,348 8,400 △ 1,948 △ 18.8
室蘭 6 5 0 1 4,110 2,389 (3,516) (3,516)
苫小牧 5 3 0 2 35,410 23,329 10,132 8,400 △ 1,732 △ 17.1
浦河 3 1 0 2 23,860 15,925 9,132 7,700 △ 1,432 △ 15.7
静内 4 2 0 2 9,322 9,131 8,232 6,800 △ 1,432 △ 17.4
渡島 9 4 0 5 374,501 275,475 28,280 26,800 △ 1,480 △ 5.2
八雲 4 3 0 1 9,100 4,990 (4,216) (4,216)
江差 5 2 0 3 11,660 9,521 11,348 8,800 △ 2,548 △ 22.5
上川 9 2 0 7 46,706 32,161 28,112 21,100 △ 7,012 △ 24.9
名寄 8 3 0 5 14,875 10,855 17,080 13,100 △ 3,980 △ 23.3
富良野 5 0 0 5 51,434 38,242 21,380 16,900 △ 4,480 △ 21.0
留萌 8 3 0 5 26,085 18,278 18,880 14,500 △ 4,380 △ 23.2
稚内 10 3 0 7 38,937 23,829 25,612 19,900 △ 5,712 △ 22.3
網走 5 1 0 4 31,070 24,426 17,364 13,100 △ 4,264 △ 24.6
北見 5 3 0 2 9,370 9,134 8,232 6,800 △ 1,432 △ 17.4
紋別 8 3 0 5 18,110 15,842 18,680 14,100 △ 4,580 △ 24.5
帯広 20 10 0 10 79,712 65,644 42,260 32,900 △ 9,360 △ 22.1
釧路 8 2 0 6 48,277 36,623 25,296 19,200 △ 6,096 △ 24.1
中標津 5 3 0 2 12,924 10,150 8,432 7,000 △ 1,432 △ 17.0
合計 176 82 0 94 961,848 702,781 369,256 293,700 △ 75,556 △ 20.5

共同委託対象外

地域 自治体数
策定状況

（自治体数）
削減率
③／①
（％）

全自治体が策定済み

全自治体が策定済み

共同委託対象外

共同委託対象外

給水人口
（計画）

給水人口
（現在）

個別委託料̲計
①

共同委託料̲計
②

効果額③
②−①

（千円）
策定済み 策定中 未策定 （人）全事業 （人）全事業 未策定（千円） 未策定（千円） （千円）

滝川 5 3 0 2 143,926 101,095 26,980 21,100 △ 5,880 △ 21.8
深川 6 4 0 2 106,012 58,546 26,496 21,300 △ 5,196 △ 19.6
岩見沢 7 7 0 0 457,350 247,054 42,612 33,500 △ 9,112 △ 21.4
千歳 7 6 0 1 825,564 729,726 56,812 43,800 △ 13,012 △ 22.9
江別 4 4 0 0 4,560,430 2,106,151 42,064 39,300 △ 2,764 △ 6.6
倶知安 16 4 0 12 238,357 182,392 66,856 62,000 △ 4,856 △ 7.3
岩内 4 1 0 3 28,379 18,338 15,464 12,300 △ 3,164 △ 20.5
室蘭 6 5 0 1 201,632 177,320 34,696 27,500 △ 7,196 △ 20.7
苫小牧 5 3 0 2 229,660 204,421 28,980 24,900 △ 4,080 △ 14.1
浦河 3 1 0 2 30,475 20,162 13,148 10,300 △ 2,848 △ 21.7
静内 4 2 0 2 49,434 45,462 19,264 15,000 △ 4,264 △ 22.1
渡島 9 4 0 5 481,861 363,223 51,044 44,800 △ 6,244 △ 12.2
八雲 4 3 0 1 47,891 34,298 18,464 14,100 △ 4,364 △ 23.6
江差 5 2 0 3 29,910 21,464 20,080 15,000 △ 5,080 △ 25.3
上川 9 2 0 7 435,226 356,679 44,844 44,600 △ 244 △ 0.5
名寄 8 3 0 5 66,465 55,075 32,828 26,400 △ 6,428 △ 19.6
富良野 5 0 0 5 51,434 38,242 21,380 16,900 △ 4,480 △ 21.0
留萌 8 3 0 5 72,185 45,101 32,328 25,300 △ 7,028 △ 21.7
稚内 10 3 0 7 103,851 65,073 40,260 32,900 △ 7,360 △ 18.3
網走 5 1 0 4 78,010 59,226 24,080 18,600 △ 5,480 △ 22.8
北見 5 3 0 2 190,024 140,838 26,880 22,800 △ 4,080 △ 15.2
紋別 8 3 0 5 76,919 64,588 35,228 27,300 △ 7,928 △ 22.5
帯広 20 10 0 10 722,868 587,747 103,420 99,600 △ 3,820 △ 3.7
釧路 8 2 0 6 245,422 225,633 40,028 36,300 △ 3,728 △ 9.3
中標津 5 3 0 2 91,304 76,391 26,380 19,800 △ 6,580 △ 24.9
合計 176 82 0 94 9,564,589 6,024,245 890,616 755,400 △ 135,216 △ 15.2

地域 自治体数
策定状況

（自治体数）
削減率
③／①
（％）
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（３）水安全計画 

＜水安全計画を地域内で未策定の自治体が共同で委託するケース＞ 

 

※未策定が１自治体の地域については、共同委託の対象外のため、個別委託料、共同委託料

の金額は括弧書きとし、個別委託料、共同委託料の合計に含まない。 

 

＜水安全計画を地域内全ての自治体が共同で委託するケース＞ 

 

 

計画未策定の自治体を対象として個別委託料の合計金額と共同委託料を比

較した結果、道内全体で 43.5％の費用削減が期待できる結果となった。 

 

 

 

 

 

 

浄水場数 浄水能力
個別委託料̲計

①
共同委託料̲計

②

効果額③
②−①

（千円）
策定済み 対象外 未策定 （箇所）未策定 （㎥/日）未策定 未策定（千円） 未策定（千円） （千円）

滝川 5 1 0 4 5 46,917 31,200 18,300 △ 12,900 △ 41.3
深川 6 0 4 2 2 22,066 12,500 11,800 △ 700 △ 5.6
岩見沢 7 1 2 4 5 31,550 29,500 16,400 △ 13,100 △ 44.4
千歳 7 3 3 1 2 10,860 (7,900) (7,900)
江別 4 3 1 0 0 0 -
倶知安 16 4 0 12 43 23,344 48,500 24,600 △ 23,900 △ 49.3
岩内 4 1 0 3 11 4,218 11,300 7,300 △ 4,000 △ 35.4
室蘭 6 1 0 5 20 33,263 27,400 14,900 △ 12,500 △ 45.6
苫小牧 5 2 0 3 9 18,611 17,600 11,000 △ 6,600 △ 37.5
浦河 3 0 0 3 7 14,647 15,800 10,700 △ 5,100 △ 32.3
静内 4 0 0 4 18 24,881 21,900 13,200 △ 8,700 △ 39.7
渡島 9 3 0 6 24 160,701 43,900 28,100 △ 15,800 △ 36.0
八雲 4 0 0 4 34 22,558 21,300 12,100 △ 9,200 △ 43.2
江差 5 0 0 5 15 15,487 24,500 14,300 △ 10,200 △ 41.6
上川 9 1 1 7 16 21,624 35,100 18,100 △ 17,000 △ 48.4
名寄 8 1 0 7 20 23,362 34,300 19,300 △ 15,000 △ 43.7
富良野 5 1 0 4 23 9,815 14,300 10,300 △ 4,000 △ 28.0
留萌 8 1 0 7 15 31,707 40,400 21,000 △ 19,400 △ 48.0
稚内 10 1 0 9 29 35,148 44,800 22,600 △ 22,200 △ 49.6
網走 5 0 0 5 16 39,915 25,700 15,200 △ 10,500 △ 40.9
北見 5 2 0 3 9 11,370 15,200 9,500 △ 5,700 △ 37.5
紋別 8 0 0 8 33 54,050 48,100 24,500 △ 23,600 △ 49.1
帯広 20 6 2 12 53 51,452 64,000 30,700 △ 33,300 △ 52.0
釧路 8 2 0 6 23 33,081 33,300 17,800 △ 15,500 △ 46.5
中標津 5 2 0 3 8 31,118 22,300 13,900 △ 8,400 △ 37.7
合計 176 36 13 127 440 771,744 682,900 385,600 △ 297,300 △ 43.5

全自治体が策定済み

地域 自治体数
策定状況

（自治体数）
削減率
③／①
（％）

共同委託対象外

浄水場数 浄水能力
個別委託料̲計

①
共同委託料̲計

②

効果額③
②−①

（千円）
策定済み 対象外 未策定 （箇所） （㎥/日）未策定 未策定（千円） 未策定（千円） （千円）

滝川 5 1 0 4 7 59,011 39,300 21,400 △ 17,900 △ 45.5
深川 6 0 4 2 2 22,066 12,500 11,800 △ 700 △ 5.6
岩見沢 7 1 2 4 6 101,550 44,400 25,100 △ 19,300 △ 43.5
千歳 7 3 3 1 7 170,540 44,200 24,900 △ 19,300 △ 43.7
江別 4 3 1 0 10 872,609 46,700 37,100 △ 9,600 △ 20.6
倶知安 16 4 0 12 63 111,014 78,400 42,700 △ 35,700 △ 45.5
岩内 4 1 0 3 13 14,668 19,100 11,500 △ 7,600 △ 39.8
室蘭 6 1 0 5 22 89,763 40,600 21,500 △ 19,100 △ 47.0
苫小牧 5 2 0 3 15 102,471 37,700 22,500 △ 15,200 △ 40.3
浦河 3 0 0 3 7 14,647 15,800 10,700 △ 5,100 △ 32.3
静内 4 0 0 4 18 24,881 21,900 13,200 △ 8,700 △ 39.7
渡島 9 3 0 6 40 196,742 64,000 34,900 △ 29,100 △ 45.5
八雲 4 0 0 4 34 22,558 21,300 12,100 △ 9,200 △ 43.2
江差 5 0 0 5 15 15,487 24,500 14,300 △ 10,200 △ 41.6
上川 9 1 1 7 20 177,634 52,400 33,300 △ 19,100 △ 36.5
名寄 8 1 0 7 23 34,981 42,100 23,000 △ 19,100 △ 45.4
富良野 5 1 0 4 31 20,166 20,000 13,300 △ 6,700 △ 33.5
留萌 8 1 0 7 17 32,606 44,300 22,900 △ 21,400 △ 48.3
稚内 10 1 0 9 33 85,259 56,800 30,100 △ 26,700 △ 47.0
網走 5 0 0 5 16 39,915 25,700 15,200 △ 10,500 △ 40.9
北見 5 2 0 3 17 95,113 36,500 21,700 △ 14,800 △ 40.5
紋別 8 0 0 8 33 54,050 48,100 24,500 △ 23,600 △ 49.1
帯広 20 6 2 12 100 193,298 112,700 54,200 △ 58,500 △ 51.9
釧路 8 2 0 6 39 145,228 52,200 28,800 △ 23,400 △ 44.8
中標津 5 2 0 3 18 81,006 39,300 21,000 △ 18,300 △ 46.6
合計 176 36 13 127 606 2,777,262 1,040,500 591,700 △ 448,800 △ 43.1

地域 自治体数
策定状況

（自治体数）
削減率
③／①
（％）
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事  項 内  容 

（４）水道事業ビジョン 

＜水道事業ビジョンを地域内で未策定の自治体が共同で委託するケース＞ 

 

※未策定が１自治体の地域については、共同委託の対象外のため、個別委託料、共同委託料

の金額は括弧書きとし、個別委託料、共同委託料の合計に含まない。 

 

＜水道事業ビジョンを地域内全ての自治体が共同で委託するケース＞ 

 

 

計画未策定の自治体を対象として個別委託料の合計金額と共同委託料を比

較した結果、道内全体で 25.9％の費用削減が期待できる結果となった。 

 

 

 

 

 

 

給水人口
（計画）

給水人口
（現在）

個別委託料̲計
①

共同委託料̲計
②

効果額③
②−①

（千円）
策定済み 策定中 未策定 （人）未策定 （人）未策定 未策定（千円） 未策定（千円） （千円）

滝川 5 2 0 3 54,160 25,894 18,948 14,300 △ 4,648 △ 24.5
深川 6 1 0 5 103,412 56,774 31,580 23,800 △ 7,780 △ 24.6
岩見沢 7 3 0 4 286,660 133,034 31,764 25,400 △ 6,364 △ 20.0
千歳 7 6 0 1 28,100 17,904 (7,916) (7,916)
江別 4 3 0 1 22,900 17,367 (7,816) (7,816)
倶知安 16 5 0 11 48,022 40,690 55,376 40,300 △ 15,076 △ 27.2
岩内 4 1 0 3 9,949 7,410 13,648 10,700 △ 2,948 △ 21.6
室蘭 6 3 0 3 22,450 16,228 16,548 12,800 △ 3,748 △ 22.6
苫小牧 5 3 0 2 12,960 10,726 11,432 9,200 △ 2,232 △ 19.5
浦河 3 0 0 3 30,475 20,162 17,848 13,400 △ 4,448 △ 24.9
静内 4 0 0 4 49,434 45,462 26,364 19,500 △ 6,864 △ 26.0
渡島 9 6 0 3 37,200 14,924 16,848 12,500 △ 4,348 △ 25.8
八雲 4 2 0 2 17,170 9,650 11,332 9,000 △ 2,332 △ 20.6
江差 5 3 0 2 7,110 5,915 9,832 8,000 △ 1,832 △ 18.6
上川 9 2 0 7 52,126 34,883 38,412 27,100 △ 11,312 △ 29.4
名寄 8 3 0 5 19,085 13,628 23,680 17,200 △ 6,480 △ 27.4
富良野 5 0 0 5 51,434 38,242 28,980 21,700 △ 7,280 △ 25.1
留萌 8 2 0 6 30,385 21,308 30,396 21,600 △ 8,796 △ 28.9
稚内 10 1 0 9 47,847 31,322 44,644 32,300 △ 12,344 △ 27.6
網走 5 1 0 4 31,070 24,426 23,364 16,800 △ 6,564 △ 28.1
北見 5 4 0 1 3,200 2,647 (4,816) (4,816)
紋別 8 2 0 6 31,020 23,829 34,412 22,200 △ 12,212 △ 35.5
帯広 20 6 0 14 146,894 120,553 84,824 63,500 △ 21,324 △ 25.1
釧路 8 5 0 3 17,612 14,481 16,148 12,400 △ 3,748 △ 23.2
中標津 5 3 0 2 12,924 10,150 11,332 9,100 △ 2,232 △ 19.7
合計 176 67 0 109 1,173,599 757,609 597,712 442,800 △ 154,912 △ 25.9

地域 自治体数
策定状況

（自治体数）
削減率
③／①
（％）

共同委託対象外
共同委託対象外

共同委託対象外

給水人口
（計画）

給水人口
（現在）

個別委託料̲計
①

共同委託料̲計
②

効果額③
②−①

（千円）
策定済み 策定中 未策定 （人）全事業 （人）全事業 未策定（千円） 未策定（千円） （千円）

滝川 5 2 0 3 143,926 101,095 36,880 27,500 △ 9,380 △ 25.4
深川 6 1 0 5 106,012 58,546 35,996 27,300 △ 8,696 △ 24.2
岩見沢 7 3 0 4 457,350 247,054 58,812 43,600 △ 15,212 △ 25.9
千歳 7 6 0 1 825,564 729,726 79,312 57,800 △ 21,512 △ 27.1
江別 4 3 0 1 4,560,430 2,106,151 59,264 53,300 △ 5,964 △ 10.1
倶知安 16 5 0 11 238,357 182,392 90,456 78,700 △ 11,756 △ 13.0
岩内 4 1 0 3 28,379 18,338 20,564 15,700 △ 4,864 △ 23.7
室蘭 6 3 0 3 201,632 177,320 47,696 35,900 △ 11,796 △ 24.7
苫小牧 5 3 0 2 229,660 204,421 39,780 32,800 △ 6,980 △ 17.5
浦河 3 0 0 3 30,475 20,162 17,848 13,400 △ 4,448 △ 24.9
静内 4 0 0 4 49,434 45,462 26,364 19,500 △ 6,864 △ 26.0
渡島 9 6 0 3 481,861 363,223 69,944 58,100 △ 11,844 △ 16.9
八雲 4 2 0 2 47,891 34,298 25,164 18,200 △ 6,964 △ 27.7
江差 5 3 0 2 29,910 21,464 26,780 19,000 △ 7,780 △ 29.1
上川 9 2 0 7 435,226 356,679 60,844 57,900 △ 2,944 △ 4.8
名寄 8 3 0 5 66,465 55,075 44,028 33,400 △ 10,628 △ 24.1
富良野 5 0 0 5 51,434 38,242 28,980 21,700 △ 7,280 △ 25.1
留萌 8 2 0 6 72,185 45,101 43,628 31,900 △ 11,728 △ 26.9
稚内 10 1 0 9 103,851 65,073 53,960 41,500 △ 12,460 △ 23.1
網走 5 1 0 4 78,010 59,226 32,680 24,100 △ 8,580 △ 26.3
北見 5 4 0 1 190,024 140,838 36,780 29,800 △ 6,980 △ 19.0
紋別 8 2 0 6 75,959 64,149 50,544 34,600 △ 15,944 △ 31.5
帯広 20 6 0 14 722,868 587,747 141,320 128,000 △ 13,320 △ 9.4
釧路 8 5 0 3 245,422 225,633 54,828 47,100 △ 7,728 △ 14.1
中標津 5 3 0 2 91,304 76,391 35,880 25,600 △ 10,280 △ 28.7
合計 176 67 0 109 9,563,629 6,023,806 1,218,332 976,400 △ 241,932 △ 19.9

地域 自治体数
策定状況

（自治体数）
削減率
③／①
（％）
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事  項 内  容 

（５）水道事業基本計画 

＜水道事業基本計画を地域内で未策定の自治体が共同で委託するケース＞ 

 

※未策定が１自治体の地域については、共同委託の対象外のため、個別委託料、共同委託料

の金額は括弧書きとし、個別委託料、共同委託料の合計に含まない。 

 

＜水道事業基本計画を地域内全ての自治体が共同で委託するケース＞ 

 

 

計画未策定の自治体を対象として個別委託料の合計金額と共同委託料を比

較した結果、道内全体で 22.9％の費用削減が期待できる結果となった。 

 

 

 

 

 

 

給水人口
（計画）

給水人口
（現在）

個別委託料̲計
①

共同委託料̲計
②

効果額③
②−①

（千円）
策定済み 策定中 未策定 （人）未策定 （人）未策定 未策定（千円） 未策定（千円） （千円）

滝川 5 1 1 3 38,160 23,380 38,948 28,400 △ 10,548 △ 27.1
深川 6 2 1 3 19,700 7,807 26,848 21,300 △ 5,548 △ 20.7
岩見沢 7 2 0 5 209,250 114,887 76,480 59,400 △ 17,080 △ 22.3
千歳 7 5 0 2 101,017 101,563 38,032 35,100 △ 2,932 △ 7.7
江別 4 3 0 1 22,900 17,367 (15,116) (15,116)
倶知安 16 2 2 12 53,777 44,055 120,292 87,800 △ 32,492 △ 27.0
岩内 4 1 0 3 9,949 7,410 27,748 21,000 △ 6,748 △ 24.3
室蘭 6 3 0 3 50,410 42,386 42,848 33,400 △ 9,448 △ 22.1
苫小牧 5 4 0 1 4,850 3,940 (11,016) (11,016)
浦河 3 0 0 3 30,475 20,162 36,048 27,300 △ 8,748 △ 24.3
静内 4 0 0 4 49,434 45,462 53,764 40,100 △ 13,664 △ 25.4
渡島 9 4 0 5 76,260 47,185 65,680 46,600 △ 19,080 △ 29.0
八雲 4 1 0 3 35,132 26,897 36,848 29,500 △ 7,348 △ 19.9
江差 5 2 0 3 20,610 13,313 32,348 24,500 △ 7,848 △ 24.3
上川 9 3 0 6 43,126 28,939 67,496 46,300 △ 21,196 △ 31.4
名寄 8 1 0 7 46,465 39,808 75,412 56,200 △ 19,212 △ 25.5
富良野 5 0 0 5 51,434 38,242 60,280 44,100 △ 16,180 △ 26.8
留萌 8 2 0 6 30,385 21,308 62,496 42,800 △ 19,696 △ 31.5
稚内 10 1 1 8 94,621 59,826 89,528 69,200 △ 20,328 △ 22.7
網走 5 1 0 4 31,070 24,426 47,964 33,900 △ 14,064 △ 29.3
北見 5 3 0 2 8,120 7,435 21,632 17,100 △ 4,532 △ 21.0
紋別 8 3 0 5 43,942 36,743 61,080 43,600 △ 17,480 △ 28.6
帯広 20 5 0 15 438,916 360,678 207,040 186,100 △ 20,940 △ 10.1
釧路 8 5 0 3 16,351 14,981 33,448 25,200 △ 8,248 △ 24.7
中標津 5 3 0 2 22,820 19,776 27,732 22,200 △ 5,532 △ 19.9
合計 176 57 5 114 1,549,174 1,167,976 1,349,992 1,041,100 △ 308,892 △ 22.9

地域 自治体数
策定状況

（自治体数）
削減率
③／①
（％）

共同委託対象外

共同委託対象外

給水人口
（計画）

給水人口
（現在）

個別委託料̲計
①

共同委託料̲計
②

効果額③
②−①

（千円）
策定済み 策定中 未策定 （人）全事業 （人）全事業 未策定（千円） 未策定（千円） （千円）

滝川 5 1 1 3 143,926 101,095 78,680 57,300 △ 21,380 △ 27.2
深川 6 2 1 3 106,012 58,546 69,996 55,900 △ 14,096 △ 20.1
岩見沢 7 2 0 5 457,350 247,054 122,512 92,300 △ 30,212 △ 24.7
千歳 7 5 0 2 825,564 729,726 167,512 125,000 △ 42,512 △ 25.4
江別 4 3 0 1 4,560,430 2,106,151 129,264 118,100 △ 11,164 △ 8.6
倶知安 16 2 2 12 238,357 182,392 184,156 163,000 △ 21,156 △ 11.5
岩内 4 1 0 3 28,379 18,338 42,464 31,500 △ 10,964 △ 25.8
室蘭 6 3 0 3 201,632 177,320 102,196 75,600 △ 26,596 △ 26.0
苫小牧 5 4 0 1 229,660 204,421 85,380 69,700 △ 15,680 △ 18.4
浦河 3 0 0 3 30,475 20,162 36,048 27,300 △ 8,748 △ 24.3
静内 4 0 0 4 49,434 45,462 53,764 40,100 △ 13,664 △ 25.4
渡島 9 4 0 5 481,861 363,223 149,244 123,700 △ 25,544 △ 17.1
八雲 4 1 0 3 47,891 34,298 49,964 37,200 △ 12,764 △ 25.5
江差 5 2 0 3 29,910 21,464 54,680 37,800 △ 16,880 △ 30.9
上川 9 3 0 6 435,226 356,679 128,944 123,000 △ 5,944 △ 4.6
名寄 8 1 0 7 66,465 55,075 91,528 67,700 △ 23,828 △ 26.0
富良野 5 0 0 5 51,434 38,242 60,280 44,100 △ 16,180 △ 26.8
留萌 8 2 0 6 72,185 45,101 90,428 64,200 △ 26,228 △ 29.0
稚内 10 1 1 8 103,851 65,073 109,060 84,000 △ 25,060 △ 23.0
網走 5 1 0 4 78,010 59,226 68,180 49,600 △ 18,580 △ 27.3
北見 5 3 0 2 190,024 140,838 78,280 62,800 △ 15,480 △ 19.8
紋別 8 3 0 5 76,919 64,588 99,028 70,600 △ 28,428 △ 28.7
帯広 20 5 0 15 722,868 587,747 295,120 272,700 △ 22,420 △ 7.6
釧路 8 5 0 3 245,422 225,633 115,828 99,200 △ 16,628 △ 14.4
中標津 5 3 0 2 91,304 76,391 76,380 53,100 △ 23,280 △ 30.5
合計 176 57 5 114 9,564,589 6,024,245 2,538,916 2,045,500 △ 493,416 △ 19.4

地域 自治体数
策定状況

（自治体数）
削減率
③／①
（％）
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事  項 内  容 

（６）５つの計画を個々に計画毎に委託するケース（（１）～(５)の合計） 

＜地域内で未策定の自治体が共同で委託するケース[(１)～(５)の地域別の結果の合計]＞ 

 

 （１）～（５）の計画毎に、地域内で未策定の自治体が共同で委託した場合

と、個々の計画を個別の自治体が委託する場合と比較して、道内全体で 31.8％

の費用削減が期待できる結果となった。 

 

（７）５つの計画をまとめて委託するケース 

＜５つの計画を地域内全ての自治体が共同で委託するケース＞ 

 

 （１）～（５）の全ての計画をまとめて、地域内の自治体が共同で委託した

場合、個々の計画を個別の自治体が委託する場合と比較して、道内全体で

38.6％の費用削減が期待できる結果となった。 

 

 

 

個別委託料̲計
①

共同委託料̲計
②

効果額③
②−①

（千円）
（千円） （千円） （千円）

滝川 5 192,958 137,600 △ 55,358 △ 28.7
深川 6 169,256 136,300 △ 32,956 △ 19.5
岩見沢 7 222,274 178,800 △ 43,474 △ 19.6
千歳 7 129,278 115,800 △ 13,478 △ 10.4
江別 4 37,432 31,600 △ 5,832 △ 15.6
倶知安 16 542,900 321,900 △ 221,000 △ 40.7
岩内 4 121,108 87,300 △ 33,808 △ 27.9
室蘭 6 164,460 113,400 △ 51,060 △ 31.0
苫小牧 5 119,628 85,800 △ 33,828 △ 28.3
浦河 3 131,376 97,500 △ 33,876 △ 25.8
静内 4 175,258 126,500 △ 48,758 △ 27.8
渡島 9 301,436 201,500 △ 99,936 △ 33.2
八雲 4 177,044 119,100 △ 57,944 △ 32.7
江差 5 169,308 112,700 △ 56,608 △ 33.4
上川 9 354,798 251,700 △ 103,098 △ 29.1
名寄 8 257,234 163,300 △ 93,934 △ 36.5
富良野 5 241,820 165,800 △ 76,020 △ 31.4
留萌 8 301,784 181,100 △ 120,684 △ 40.0
稚内 10 345,712 214,600 △ 131,112 △ 37.9
網走 5 240,972 160,900 △ 80,072 △ 33.2
北見 5 160,044 122,300 △ 37,744 △ 23.6
紋別 8 320,584 194,800 △ 125,784 △ 39.2
帯広 20 791,328 559,500 △ 231,828 △ 29.3
釧路 8 251,204 156,000 △ 95,204 △ 37.9
中標津 5 190,860 132,100 △ 58,760 △ 30.8
合計 176 6,110,056 4,167,900 △ 1,942,156 △ 31.8

地域
削減率
③／①
（％）

自治体数

個別委託料̲計
①

共同委託料̲計
②

効果額③
②−①

（千円）
（千円） （千円） （千円）

滝川 5 318,520 187,692 △ 130,828 △ 41.1
深川 6 245,284 162,992 △ 82,292 △ 33.5
岩見沢 7 433,148 275,412 △ 157,736 △ 36.4
千歳 7 560,448 353,432 △ 207,016 △ 36.9
江別 4 471,356 370,172 △ 101,184 △ 21.5
倶知安 16 787,024 474,932 △ 312,092 △ 39.7
岩内 4 177,656 106,092 △ 71,564 △ 40.3
室蘭 6 405,184 235,302 △ 169,882 △ 41.9
苫小牧 5 346,020 222,032 △ 123,988 △ 35.8
浦河 3 151,192 94,492 △ 56,700 △ 37.5
静内 4 234,256 138,042 △ 96,214 △ 41.1
渡島 9 595,876 368,982 △ 226,894 △ 38.1
八雲 4 235,456 136,282 △ 99,174 △ 42.1
江差 5 240,120 132,572 △ 107,548 △ 44.8
上川 9 505,576 364,532 △ 141,044 △ 27.9
名寄 8 387,612 218,022 △ 169,590 △ 43.8
富良野 5 256,020 148,852 △ 107,168 △ 41.9
留萌 8 390,812 209,702 △ 181,110 △ 46.3
稚内 10 488,340 270,682 △ 217,658 △ 44.6
網走 5 277,220 162,552 △ 114,668 △ 41.4
北見 5 327,320 207,452 △ 119,868 △ 36.6
紋別 8 433,228 231,542 △ 201,686 △ 46.6
帯広 20 1,209,580 759,402 △ 450,178 △ 37.2
釧路 8 492,512 307,382 △ 185,130 △ 37.6
中標津 5 335,220 188,542 △ 146,678 △ 43.8
合計 176 10,304,980 6,327,090 △ 3,977,890 △ 38.6

地域 自治体数
削減率
③／①
（％）
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事  項 内  容 

考察 個別委託費用と共同委託費用を比較した場合、アセットマネジメント計画、

水道事業ビジョン、水道事業基本計画は、給水人口によるスケールメリットが

生じるため 20％前後の委託費用の削減が見込まれる結果となった。耐震化・更

新計画および水安全計画は、施設数によるスケールメリットが生じるため 40％

前後のスケールメリットが見込まれる結果となった。 

 これらの削減率は個別の自治体の状況に応じた詳細な見積条件から算出し

た結果ではないが、計画策定にあたって必要となる情報整理や基礎分析作業

は、作業時期の集中化やフォーマットの統一等による効率化が期待でき、委託

費用の削減に寄与するものと考える。また、共同委託の実施により近隣の水道

事業の状況が把握できるとともに、活発な意見交換を通じて水道事業の将来方

針等が共有化され、地域内での連携強化や、職員の能力向上等の効果も期待さ

れる。 

さらに、今回のシミュレーションにおいて、それぞれの水道自治体の考えで

計画を策定した場合を前提としているが、地域内での将来的な広域化、広域連

携等を前提とした共同委託であれば、地域内で将来に向けた事業方針を統一

し、共通した課題に対する施策を検討できることから、さらなる委託費用の削

減も可能と考える。まずは、委託費用の削減を目的とした共同委託を行うこと

で、自治体間の連携強化を図り、将来的な広域連携も視野に入れた取組に繋が

る可能性も考えられる。 

 なお、計画策定の委託にあたっては、各自治体が、計画の種類に応じて経営

あるいは技術の視点から、中長期的な運営方針や将来の目標、ロードマップな

どを受託者に指示することや、業務の進捗を管理することが求められるため、

このような業務にも対応できるよう直営職員のマネジメント能力の向上に努

める必要がある。 
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⑾ 工事関係（調査・設計・工事監理・工事） 
事  項 内  容 

業務範囲 管路工事に係る調査、設計、工事監理及び管路工事 

シミュレーショ

ン連携単位 

１ケース 

予想される 

連携効果 

管路工事に係る設計・積算、発注、工事監理を共同で行うことで、現状と比較して

下記の連携効果が期待できる。 

・スケールメリットによる費用の抑制 

・直営人工の削減 

設定ケース 業務範囲に示す内容を地域全体で民間委託（設計・施工一括発注（管路ＤＢ）等）

した場合 

連携効果(比較) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  現 状(単独) 管路ＤＢ(設定ケース) 

費用の削減 工事請負費＋設計等委託

料＋直営人件費 

委託料（各自治体で按分） 

人員の削減 現在の直営人工 － 

共同化後の経費

の算定方法 

管路 DB は国内での事例が少ないため、データ不足により費用関数を作成できない。 

・公表されている管路 DB の実績を用いて必要な業務量（管路延長）を設定する。 

・近年の管路工事実績を踏まえて設定した発注仕様に対する民間企業からの見積（２

事業者以上）による。 

・工事監理に関しては、管路 DB とは別の民間企業からの見積による。 
データ集計結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

管路ＤＢの実績のある民間企業３社にアンケート形式でヒアリングを行った。 

＜発注対象＞ 

 

＜発注口径＞ 

 

 

 

 

 

 

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社
○ ○ ○
○ ○ ○

○

○ ○施設統合の連絡管

項 目
導水管（取水〜浄水場）
送水管（浄水場〜配水池）
配水本管（給水分岐を含まない）
配水枝管（給水分岐を含む）

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社

○ ○
○ ○ ○

300〜600mm以下
700mm以上

項 目
100mm以下
150〜250mm以下
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事  項 内  容 

データ集計結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜事業期間＞ 

 

＜施工延長＞ 

 

＜施工金額＞ 

 

＜懸念される事項＞ 

項目 内容 

現場条件 ・地元企業（配管工）の不足 
・年間工事可能期間（冬季の雪の問題） 
・移動時間は 1 時間以内 
・範囲は、１事業体の給水エリアが妥当 

安全管理 ・事故、災害等に則した広域現場管理に対応した発注 
・事故発生時の初動対応の遅れ 

発注者等対応 ・工事現場に滞在時間が現場事務所の場所によりバラツキが出
るので発注者の理解。 
・設計・工事にかかわる打ち合わせ、他企業調整、各種届け出
対応なども増えます。加えて、各種報告書類も事業体ごとに異
なりますので、この対応が煩雑になる 

発注条件 ・参加要件（実績、技術者資格要件などの縛り） 
・リスク分担（可能な限りの明確化が必要） 

費用積算（予算） ・DB にすると全体工事規模が大きくなるため、工事全体の金
額が圧縮されるが、現場箇所が多岐にあたる場合は、経費率を
一律下げることは難しい。 
・現場間の距離が離れている場合は合算の発注だけであり、経
費率は当該箇所毎で計算すべき。 

 

 

 

 

 

 

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社

○
○ ○

○ ○ ○
○

1〜3年未満
3〜5年未満
5〜10年未満
10〜20年未満

項 目
1年以内

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社

○
○ ○

○
○ ○

項 目
1ｋｍ/年未満
1〜3km/年未満
3〜5km/年未満
5〜10km/年未満
10km/年以上

Ｃ社
10億円／年

30億円

3憶円／年

9〜15億円

項目
年間

事業全体

Ａ社

都度判断

都度判断
Ｂ社



131 

事  項 内  容 

連携効果の算定 １ 算定方法 

前記のとおり、民間企業から見積もり徴取することとしていたが、工事請負費は、

設定した発注仕様に対する民間企業からの見積が不可と回答があったため、次のと

おり条件を仮定して、個別発注と DB 方式による共同発注（工事監理（施工監理）は

別途共同委託）の場合について、各種資料を用いて積算により連携効果（費用）を算

定する。 

・民間企業へのヒアリング結果より次の条件でモデルを設定する。 

 対象：基幹管路（導水管・送水管・配水本管・広域連絡管） 

 口径：300mm（ダクタイル鋳鉄管（耐震型）） 

 期間：５年 

 延長：３km/年（総延長 15km） 

 事業費：10 億円以上 

・地域内の３自治体が５km を５年（毎年１km）で単独整備する場合と比較する。 

・厚生労働省の「水道事業の再構築に関する水道施設更新費用の手引き（平成 23

年度）」を用い、物価上昇、諸経費変更、消費税変更を考慮した積算を行う。 

・調査、設計費は、北海道建設部、厚生労働省の歩掛により積算を行う。 

・発注準備費は、コンサルタント見積により積算を行う。 

・施工管理費は、民間委託した場合を想定し人工を積上げ（施工監理担当者に加

えて主任技術者が月１回の定例会議に参加）、諸経費は厚生労働省歩掛により積

算を行う。 

・発注準備費は、管路ＤＢ発注するための予算（事業規模）を決定するための「基

本設計」に「要求水準書作成等事業者選定に係る費用」を加算（コンサルタン

トに委託した場合を想定） 

 ・施工監理を対象として、事業期間の日数による積算で人工を算定。 

 

２ 算定結果 

現状の単独と比較して、発注規模を大きくした管路ＤＢでは諸経費等の低減によ

り 7.7％の削減効果が示された。また、施工監理費用については 8.4％の削減効果が

示され、これら全体で 7.7％の削減効果が見込まれるという算定結果となった。 
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事  項 内  容 

連携効果の算定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜単独発注と共同発注（DB 方式）の比較結果＞ 

 

 

 

※施工監理は、管路 DB とは別の民間企業に委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 単独 管路ＤＢ 効果 削減率

① ② ③＝②－① ④＝③/①

百万円 百万円 百万円

委託 発注準備費 0 46 46 -

測量調査費 52 49 △ 4 △ 6.9%

設計費 108 81 △ 26 △ 24.4%

工事 工事請負費 2,121 1,930 △ 191 △ 9.0%

2,281 2,106 △ 175 △ 7.7%

175 160 △ 15 △ 8.4%

2,455 2,266 △ 189 △ 7.7%

施工監理

合計（委託＋工事＋施工監理）

項目

小計（委託＋工事）
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事  項 内  容 

連携効果の算定 ３ 直営業務の削減効果 

 施工監理を対象として、事業期間の日数による積算で民間委託した場合の直営業

務の削減効果を算定した結果は次のとおりである。 

・施工監理に必要な人工 

１日当たりの施工量（※）を 12ｍとした場合の 1km 当たりの日数は 83 日とな

る。 

 1,000ｍ÷12ｍ/日≒83 日 

工事現場（１自治体に１工事／年）での施工監理員を１名とすると、３自治体で

５年間の全事業 15ｋｍでの必要な人工は延べ５人工/5 年となる。 

83 日／240 日/年×１名×3 自治体×5 年＝５人工/5 年 

民間企業に施工監理を委託すると施工監理に必要な人工で示した延べ５人工/5 年

分の業務が削減可能となる。 

 

※１日当りの施工量 

  下記 100ｍ当りの施工日数より１日当りの施工量を求める。 

D＝100ｍ ÷ 8.5 日 ＝ 11.8 ≒12ｍ／日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工   種 単位 数量 割増 １位止

配管設置工(機械） φ300 鋳鉄管 ｍ 100.0 0.013人 実務必携 1 100.0 ×（ 0.013 ÷ 1 ) × 1.0 1.3

継手工 φ300 鋳鉄管 口 16.7 0.090人 実務必携 1.3 16.7 ×（ 0.090 ÷ 1 ) × 1.3 2.0

配管切断工 φ300 鋳鉄管 箇所 10.0 0.060人 実務必携 1 10 ×（ 0.060 ÷ 1 ) × 1.0 0.6

ポリエチレンスリーブ φ300 ｍ 100.0 0.0059人 実務必携 1 100.0 ×（ 0.006 ÷ 1 ) × 1.0 0.6

掘削工 機械 0.45 m3 150 99m3 実務必携 1 150.0 ÷（ 99 × 1 ) × 1.0 1.5

埋戻工 タンパ m3 62 33m3 実務必携 1 62.0 ÷（ 33 × 1 ) × 1.0 1.9

アスファルト舗装工 ２層 ｍ2 200 940m2 道建設部 2 200.0 ÷（ 940 × 1 ) × 2.0 0.4

路盤工 下層路盤、凍上抑制 ｍ2 100 940m2 道建設部 2 100.0 ÷（ 940 × 1 ) × 2.0 0.2

8.5

ダクタイル鋳鉄管

100ｍ当り日数

計   算   式単位施工量
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事  項 内  容 

考察 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間企業へのヒアリングの結果、管路 DB の成立条件は以下のとおりであった。管

路 DB の共同導入を検討する場合は、成立条件に合致するかを確認する必要がある。 

（管路ＤＢ成立条件） 

 対象管路：基幹管路（導水管、送水管、配水本管等） 

 管路口径：φ300mm 以上 

 管路延長：３km/年以上 

 事業期間：３年以上 

 事業費 ：３億円/年以上 

 業務範囲：１時間程度（30km 圏内）  

一方、道内の導水管、送水管、配水本管の更新実績、更新需要は以下のとおりであ

る。 

多くの地域が事業規模３億円/年を下回り、管路 DB の成立条件を満たしていない。 

＜地域毎の導水管、送水管及び配水本管の更新実績と更新需要＞。 

 

なお、管路ＤＢでは、設計と施工を一括で発注することによる工期短縮の効果、

発注規模の拡大による事業費削減の効果、現場に合った合理的な設計の実施や民間

企業の最新技術の活用等に加え、施工監理や入札等の事務手続きにかかる自治体側

の業務量低減に効果はあるが、道内では下記の理由から適用できる地域が限定され

る。 

 管路ＤＢの事業量を確保するためには、複数地域の管路更新事業を包括して委

託する必要がある。 

 一方で、地域を広範囲にすると、1 時間程度の管理業務範囲は困難である。 

 

H28～30の平均 R1成果（更新需要） H28～30の平均 R1成果（更新需要）
1 滝川 0 2,727 0 161
2 深川 0 1,147 0 68
3 岩見沢 1,464 8,529 86 503
4 千歳 1,534 5,884 91 347
5 江別 1,113 9,076 66 535
6 倶知安 287 3,865 17 228
7 岩内 0 682 0 40
8 室蘭 254 3,250 15 192
9 苫小牧 860 3,216 51 190

10 浦河 27 1,125 2 66
11 静内 164 1,783 10 105
12 渡島 173 5,604 10 331
13 八雲 4 1,662 0 98
14 江差 212 1,379 13 81
15 上川 0 4,413 0 260
16 名寄 236 1,359 14 80
17 富良野 0 1,945 0 115
18 留萌 290 2,622 17 155
19 稚内 2,113 5,612 125 331
20 網走 413 3,914 24 231
21 北見 2,483 7,051 146 416
22 紋別 2,015 3,812 119 225
23 帯広 369 13,812 22 815
24 釧路 334 5,837 20 344
25 中標津 630 3,426 37 202

※H28～30の平均は統計の関係上、導水管及び送水管とした。
　R1成果は導水管、送水管及び配水本管（給水取出無）とした。
　ここで簡易水道は配水本管無しとした。

管路DB実行可能な事業費（ヒアリングより300百万円/年以上）
　※m当たり単価は59千円（DIPφ200mm）とした。

地域名
1年当たり更新延長（m） １年当たり更新費用（百万円）
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事  項 内  容 

考察 

 

 

管路工事の事業規模が小さく管路 DB が成立しない地域では、一般社団法人日本

ダクタイル鋳鉄管協会（管路更新を促進する工事イノベーション研究会）が提案し

ている地元工事業者を活用した「小規模簡易ＤＢ（小規模管路工事向け簡易型設計

施工一括発注方式）」の導入が有効と考えられる。 

小規模簡易ＤＢは、地元工事業者に詳細設計から工事まで一括発注する方式で、

自治体の設計積算業務の軽減や、工事業者が自ら作成する現場に即した設計に基づ

く手戻りの少ない工事の進行により、自治体と工事業者双方の業務の効率化が期待

できる。 

＜従来型、管路 DB（標準型）及び小規模簡易 DB の比較＞ 

  

また、複数自治体による小規模簡易 DB の共同導入は、長期契約にすることで自体

間の調整により工事量の平準化が可能となるとともに、受注業者は継続的な事業量

確保の見通しに基づく人員体制や技術力の維持が期待でき、自治体の安定的な事業

実施につながるほか、共同化による発注規模拡大で事業費の削減効果も期待できる。 

なお、実施にあたっては、以下に示す検討事項に加えて、自治体間での各種帳票や

施工監理方法の共通化も必要となる。 

 

（小規模簡易ＤＢでの主な検討事項） 

 長期契約で事業量を平準化するための各自治体・各年度の工事量の設定 

 積算方法の整理（標準数量の設定、設計費の計上方法等） 

 要綱、要領、特記仕様書、契約約款等の整備 

※　小規模簡易DBの場合には、竣工後、竣工数量に基づいて数量変更を行い、
　　当初設計と概算数量設計との差額を精算する。管路DB（標準型）の場合には
　　事業者（工事業者）の提案に基づく契約のため、変更精算を行う頻度は低い。

　　　　　（出典）　一般社団法人日本ダクタイル鋳鉄管協会HPを参考に一部加筆

【 従来（設計・施工分離）】 【 小規模簡易ＤＢ 】【管路ＤＢ（標準型）】

基本計画 基本計画基本計画

概略設計図

概略数量設計
詳細設計

（直営又は外部委託）

工事発注

工事発注

詳細設計
（現地調査を含む）

現地調査
設計確認

施工 施工

事
業
体
の
業
務

工
事
業
者
の
業
務

基本設計
（予定価格設定）

事業者選定
（プロポーザル）

詳細設計
（現地調査を含む）

施工

変更清算 変更清算変更清算
事
業
体

の
業
務
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（積算内訳書） 
 φ300mm の管路（導水管、送水管、配水本管）を３つの自治体で 1km をそれぞれ５年間、合

計 15km を布設替えした場合を単独発注として、管路ＤＢ発注（15km を一括発注）の効果を

検証する。 

 

 
 
 
  

1. 発注準備費
種別 直接人件費 直接経費 その他原価 一般管理費 委託費 小計 金額

① ② ③ ④ ⑤=∑①～④ ⑥ ⑦=Σ⑥
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

管路ＤＢ 基本設計 15km 13,254 494 7,402 11,388 35,792 35,792
発注支援 3,880 117 2,152 3,311 10,406 10,406

※基本設計の直接人件費、発注支援の直接人件費は見積、諸経費は水道実務必携（委託）より算定

2. 測量調査費
種別 距離 直接単価 直接測量費 諸経費率 諸経費 委託費 回数 金額

① ② ③ ④ ⑤＝③×④ ⑥＝③＋⑤ ⑦ ⑧=⑥×⑦

千円/km 千円 ％ 千円 千円 千円
単独 1km×3×5 1 1,947 1,947 78.8 1,534 3,481 15 52,215
管路ＤＢ 5km×3 5 1,947 9,735 66.4 6,464 16,199 3 48,597
※単価、諸経費率は北海道建設部土木事業委託積算基準より算定

3. 設計費
種別 直接人件費 直接経費 その他原価 一般管理費 委託費 小計 回数 金額

① ② ③ ④ ⑤=∑①～④ ⑥ ⑦ ⑧=⑥×⑦

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
単独 布設替詳細 設計協議 297 89 207 319 1,003

1km×15 開削工 2,151 218 1,275 1,962 6,167 7,170 15 107,550
管路ＤＢ 布設替詳細 設計協議 1,548 188 934 1,437 4,518

5km×3 開削工 8,282 399 4,674 7,191 22,601 27,119 3 81,357
※直接人件費、諸経費は水道実務必携（委託）より算定

4. 工事請負費
工事費 m単価 デフレータ m単価 直接工事費 内管材費 諸経費 工事費 回数 金額

202009月 物価考慮
① ② ③=①×② ④=③×距離 ⑤＝④×40% ⑥ ⑦＝(④+⑥）×1.1 ⑧ ⑨＝⑦×⑧

千円/m ％ 千円 千円 千円 千円 千円
単独 1km×15 300mm 70 111.9 78 78,000 31,200 50,530 141,383 15 2,120,745
管路ＤＢ 5km×3 300mm 70 111.9 78 390,000 156,000 194,765 643,241 3 1,929,723

※1　ｍ単価は厚生労働省費用関数の手引きより（単価＝45.6146×e
0.0026口径

÷1.35（諸経費率）÷1.05（消費税率）。

5. 施工管理費
種別 直接人件費 直接経費 その他原価 一般管理費 委託費 回数 金額

① ② ③ ④ ⑤=∑①～④×1.1 ⑥ ⑦＝⑤×⑥

千円 千円 千円 千円 千円 千円
単独 1km×3 ５年間 3,747 729 2,410 3,707 11,652 15 174,780
管路ＤＢ 5km×3 ５年間 54,011 7,469 33,104 50,929 160,064 1 160,064
※直接人件費は積上げによる。諸経費は水道実務必携（委託）より算定

◆Φ300ｍｍ、L=15kmの効果検証

種別 単独 管路ＤＢ 効果 削減率

① ② ③＝②－① ④＝③/①

百万円 百万円 百万円

委託 発注準備費 0 46 46 -

測量調査費 52 49 △ 4 △ 6.9%

設計費 108 81 △ 26 △ 24.4%

工事 工事請負費 2,121 1,930 △ 191 △ 9.0%

2,281 2,106 △ 175 △ 7.7%

175 160 △ 15 △ 8.4%

2,455 2,266 △ 189 △ 7.7%

施工監理

項目

46,198

項目

項目

項目

※2 　ＤＢ発注の場合は１事業体５年分（5km）を３事業体でそれぞれ一括で発注した場合と同等と見込む。

項目

項目

小計（委託＋工事）

合計（委託＋工事＋施工監理）
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⑿ 給水装置関係（指定給水装置工事事業者指定・更新） 
事  項 内  容 

業務範囲 指定給水装置工事事業者の指定・更新 

シミュレーシ

ョン連携単位 

25 地域 

予想される連

携効果 

指定工事事業者の指定・更新を地域で一括して行うことで、指定・更新件数を削減することが

できる。 

設定ケース 上記業務範囲を地域全体で共同化した場合 

連 携 効 果 ( 比

較) 

地域内の指定・更新件数の削減 

共同化後の費

用算定方法（経

費の算定方法） 

 地域内の各自治体の指定工事事業者名簿を確認し、重複状況を把握する。 

データ集計結

果 

○ アンケート集計結果  

令和元年度末現在、道内において、水道事業を実施している 171 自治体を対象に令和 2

年 10 月末現在の指定給水装置工事事業者の指定状況について調査した結果は次のとおり

である。 

 

＜指定給水装置工事事業者の重複状況（令和 2 年 10 月末現在）＞ 

※ 指定制度のある自治体数  

名簿重複整理状況
提供 HP 単純計① 重複除く計②

1 滝川 5 4 1 162 104 ( 64%) 58 ( 36%)
2 深川 5 5 0 77 51 ( 66%) 26 ( 34%)
3 岩見沢 6 4 2 339 199 ( 59%) 140 ( 41%)
4 千歳 6 5 1 818 400 ( 49%) 418 ( 51%)
5 江別 3 2 1 1,277 997 ( 78%) 280 ( 22%)
6 倶知安 15 14 1 657 377 ( 57%) 280 ( 43%)
7 岩内 4 4 0 122 75 ( 61%) 47 ( 39%)
8 室蘭 6 6 0 242 121 ( 50%) 121 ( 50%)
9 苫小牧 5 5 0 264 166 ( 63%) 98 ( 37%)

10 浦河 3 3 0 66 53 ( 80%) 13 ( 20%)
11 静内 4 3 1 114 80 ( 70%) 34 ( 30%)
12 渡島 9 8 1 619 307 ( 50%) 312 ( 50%)
13 八雲 4 4 0 112 87 ( 78%) 25 ( 22%)
14 江差 4 3 1 79 55 ( 70%) 24 ( 30%)
15 上川 9 8 1 349 153 ( 44%) 196 ( 56%)
16 名寄 8 8 0 139 73 ( 53%) 66 ( 47%)
17 富良野 5 5 0 123 69 ( 56%) 54 ( 44%)
18 留萌 8 8 0 90 58 ( 64%) 32 ( 36%)
19 稚内 10 9 1 79 69 ( 87%) 10 ( 13%)
20 網走 5 4 1 96 66 ( 69%) 30 ( 31%)
21 北見 5 5 0 147 89 ( 61%) 58 ( 39%)
22 紋別 8 8 0 222 113 ( 51%) 109 ( 49%)
23 帯広 19 15 4 423 159 ( 38%) 264 ( 62%)
24 釧路 8 5 3 179 73 ( 41%) 106 ( 59%)
25 中標津 5 3 2 108 67 ( 62%) 41 ( 38%)

計 169 148 21 6,903 4,061 ( 59%) 2,842 ( 41%)

地域
自治体数

※
名簿収集状況

重複数（①ー②）
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事  項 内  容 

連携効果 

の算定 

１ 算定方法 

 前記で示しているとおり、アンケート調査結果をもとに、地域内での指定給水装置

工事事業者の重複状況を確認した。 

 

２ 算定結果 

アンケート調査結果より、地域内で平均約４割の指定事業者が重複しており、指定・

更新事務の共同化より、業務の効率化が図れる可能性がある結果となった。 

 

● 指定事業者数と重複率の関係 

 概ね地域内の自治体数や指定工事事業者の数（単純合計）が増加すると、重複する事

業者の割合も増加する結果が示された。したがって共同化の範囲を広げるほど、指定

給水装置工事事業者の指定・更新事務がより効率化できるものと考えられる。 

 

＜指定事業者数と重複率の関係＞ 

 

考察 水道法第 16 条の２で「水道事業者は給水区域において給水装置工事を適正に施工す

ることができると認められる者の指定をすることができる」と定められており、指定

給水装置工事事業者の指定・更新は水道事業者が自ら行う必要があることを踏まえる

と、指定業務の準備段階の業務として審査業務を共同化することが考えられる。 
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指定事業者数と重複率の関係
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事  項 内  容 

考察  例えば、奈良県内では、県内自治体の指定給水装置工事事業者に係る一部事務につ

いて日本水道協会奈良県支部による共同処理が行われており、具体的には、事業者の

申請受付、審査業務を行い、審査完了した申請書・届出書を各自治体に送付すること

で、自治体の事務の軽減が図られている。 

 

＜奈良県内における指定給水装置工事事業者の新規申請フロー＞ 

 

共同化にあたっては、自治体間の指定給水装置工事事業者の情報の共有化が不可欠

であるため、指定給水装置工事事業者のデータベースの構築が重要であり、その情報

をもとに、指定更新事務情報の共有化、申請様式や審査基準等の統一化、共同事務化な

ど、地域の実情に応じた自治体間の連携について検討を進めていく必要があると考え

る。 
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別紙 地域別の指定給水装置工事事業者整理結果（例） 

 

指定給水装置工事事業者 2.深川地域（一部抜粋） 単純計 重複除 重複
指定事業者数 77 51 26

※年は有効期限年度、〇は有効期限記載の無い指定

指定工事店名 所在地 深川市 沼田町 妹背牛町 秩父別町 北⻯町

39 11 3 14 10
(株)〇〇〇〇 広島市〇〇 R6
(株)〇〇〇〇 大阪市〇〇 R6
(株)〇〇〇〇 旭川市〇〇 R4
(株)〇〇〇〇 旭川市〇〇 R4 R5
(株)〇〇〇〇 旭川市〇〇 R3
(株)〇〇〇〇 旭川市〇〇 R6
(株)〇〇〇〇 横浜市〇〇 R5 R6
(株)〇〇〇〇 札幌市〇〇 R5 R5
(株)〇〇〇〇 旭川市〇〇 R5 R5
(株)〇〇〇〇 旭川市〇〇 R4
(株)〇〇〇〇 ⾬⻯郡〇〇 R8
(株)〇〇〇〇 留萌市〇〇 R6
(株)〇〇〇〇 岩見沢市〇〇 R3
(株)〇〇〇〇 旭川市〇〇 R3 R6
(株)〇〇〇〇 空知郡〇〇 R3
(株)〇〇〇〇 旭川市〇〇 R4
(株)〇〇〇〇 旭川市〇〇 R3 R6
(株)〇〇〇〇 滝川市〇〇 R3 R3 R5
(株)〇〇〇〇 旭川市〇〇 R4 R5
(株)〇〇〇〇 樺⼾郡〇〇 R6 R5
(株)〇〇〇〇 旭川市〇〇 R4 R6
(有)●●●● 深川市〇〇 R2 R6
(有)●●●● 深川市〇〇 R4
(有)●●●● 旭川市〇〇 R6
(有)●●●● 旭川市〇〇 R6
(有)●●●● 札幌市〇〇 R6
(有)●●●● 旭川市〇〇 R4
(有)●●●● 深川市〇〇 R3
△△△△ 深川市〇〇 R6
(株)〇〇〇〇 旭川市〇〇 R6 R6 R6
(株)〇〇〇〇 北⻯町〇〇 R5
(株)〇〇〇〇 旭川市〇〇 R4 R5
(株)〇〇〇〇 深川市〇〇 R2 R5
(株)〇〇〇〇 旭川市〇〇 R4
△△△△ 札幌市〇〇 R5
××××(株) ⾬⻯郡〇〇 R2 R3 R7 R5 R5
××××(株) 滝川市〇〇 R5
(有)●●●● ⾬⻯郡〇〇 R7
(有)●●●● ⾬⻯郡〇〇 R4 R3 R6 R5
××××(株) 札幌市〇〇 R3
××××(株) 旭川市〇〇 R4
××××(株) 旭川市〇〇 R4
△△△△ 札幌市〇〇 R6
××××(株) 新十津川町〇〇 R7 R6 R5
□□□□(有) 旭川市〇〇 R5
××××(株) 旭川市〇〇 R2
××××(株) 旭川市〇〇 R3
××××(株) 深川市〇〇 R5
××××(株) 札幌市〇〇 R6
××××(株) 小樽市〇〇 R6
××××(株) ⾬⻯郡〇〇 R4 R6
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⒀ 給水装置関係（給水装置工事審査・検査） 
事  項 内  容 

業務範囲 給水装置工事の受付、書類審査、現地検査 

シミュレーシ

ョン連携単位 

1 ケース 

予想される連

携効果 

 

現在は直営主体で実施されている給水装置工事審査・検査業務を共同で行うことで、現状と

比較して下記の連携効果が期待できる。 

 スケールメリットによる費用の抑制 

 直営人工の削減 

設定ケース  上記業務範囲を地域全体で民間委託した場合 

連 携 効 果 ( 比

較) 

 

 

 

 

 現 状(単独) 共同化(設定ケース) 

費用の削減 直営人件費または委託

料 

委託料（各自治体で按分） 

人員の削減 現在の直営人工 － 

共同化後の費

用算定方法（経

費の算定方法） 

 給水装置関係業務は直営主体であり、データ不足により費用関数を作成できないため、

各自治体の審査・検査件数を調査する。 

 審査・検査件数を基に見積条件を設定し（1 ケース）、民間企業からの見積による。 
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事  項 内  容 

データ集計 

結果 

○ アンケート調査結果 

令和元年度末現在、道内において、水道事業を実施している 171 自治体を対象に令和元

年度の給水装置工事審査・検査の状況について調査した結果は次のとおりである。 

 

＜給水装置工事審査・検査状況（令和元年度実績）＞ 

  

＜1 件当たりの審査・検査に要する標準的な作業時間（令和元年度実績）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1審査・検査数 作業時間平均
1 滝川 5 560 3.2
2 深川 5 247 1.7
3 岩見沢 6 680 2.7
4 千歳 6 2,887 3.5
5 江別 3 40,454 1.4
6 倶知安 16 1,114 3.1
7 岩内 4 123 1.1
8 室蘭 6 1,262 2.3
9 苫小牧 5 1,526 2.8

10 浦河 3 103 1.3
11 静内 4 178 1.6
12 渡島 9 2,057 3.4
13 八雲 4 132 4.3
14 江差 5 73 2.6
15 上川 9 3,891 1.6
16 名寄 8 316 1.9
17 富良野 5 287 2.7
18 留萌 8 227 2.9
19 稚内 10 155 1.8
20 網走 5 836 1.8
21 北見 5 920 2.0
22 紋別 8 491 2.6
23 帯広 19 2,294 2.7
24 釧路 8 1,366 5.6
25 中標津 5 620 2.8

計 171 62,799 2.6

地域
給水装置審査・検査

自治体数

1時間未満

13事業
8%

1～2時間

59事業
34%

2～3時間

36事業
21%

3～5時間

43事業
25%

5時間以上

20事業
12%

道平均

（単純平均）

2.6時間/件
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事  項 内  容 

連携効果 

の算定 

１ 算定方法 

 前記で示しているとおり、アンケート調査をもとに、共同委託した場合の見積を民

間企業から徴取し、連携効果（費用）を算定する。なお、個別で委託した場合について

の見積も徴取する。 

 

２ 使用データ 

（１）地域の選定 

紋別地域（審査・検査件数 500 件）を対象に連携効果を算定する。 

【紋別地域の選定理由】 

 すべての自治体が給水装置工事審査・検査を直営で実施している地域 

 比較的多い自治体数（8 自治体）を有する地域 

 中小規模の自治体が多い地域 

 給水装置工事審査・検査件数が 25 地域の概ね中央値 

 給水装置工事審査・検査に係る作業時間が道内の平均 2.6 時間 

（２）現状の必要人工と人件費 

１件あたりの必要人員 1.5 人（作業１名と作業員補助 0.5 名）と仮定し、現状の必要

人工及び人件費を下記のとおりとした。 

 必要人工 

１件当たり所要時間 2.6 時間 ⇒ 500 件×1.5 人×2.6 時間÷8 時間÷240 日/年 

                                ＝ 1.02 人工/年 

 人件費 

1 人工当たり 29.4 千円（R1 決算状況調査に基づく全道平均人件費単価） 

 ⇒ 1.02 人工/年×29.4 千円/日×240 日 ＝ 約 7.2 百万円/年 

３ 算定結果 

民間企業に見積徴取した結果は次のとおりである。 

 ＜紋別地域における共同委託による効果額と削減率＞ 

地域 自治体数 
現状の人件費 

①（千円） 

個別委託料 

②（千円） 

共同委託料 

③（千円） 

効果額 

④＝③－① 

（千円） 

削減率 

④/① 

（千円） 

紋別 8 7,200 83,200 36,100 28,900 401.4％ 

 ※個別委託料と共同委託料は 2 社見積の平均 

 

 共同委託の場合の見積額は、紋別地域の地形条件から 5 名専任の業務体制が必要で

あるとして、審査・検査件数 500 件にき、A 社は 35.4 百万円、B 社は 36.8 百万円で同

程度となっており、2 社平均で 36.1 百万円であった。 

 現状（直営人件費）7.2 百万円と比較すると、削減効果額が 28.9 百万円の増加となっ

ており、委託が専任の業務体制であるのに対し、現状は職員が他の日常業務と兼務し

ている体制であることが要因と考えられる。 
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事  項 内  容 

連携効果 

の算定 

また、個別委託の場合の 83.2 百万円と比較すると、削減効果額が 47.1 百万円、削減

率で 56.6％となっており、共同委託によるスケールメリット効果がある結果となって

いる。なお、個別の委託の場合の見積額は、審査・検査件数にかかわらず、各自治体に

2 名以上の専任職員が必要として、1 自治体につき、A 社は 10.2 百万円、B 社は 10.6 百

万円、2 社平均で 10.4 百万円となっており、8 自治体に換算すると 83.2 百万円となっ

ている。 

 

４ 共同委託による直営業務の削減効果 

 前記のとおり、地域全体で約 1 人工/年の直営人工の削減が可能と考えられ、その削

減分の人工を他の業務にあてられることが期待される。 

 

考察 各自治体の職員の確保が難しい中で、給水装置審査・検査を広域的に委託すること

は、現在の職員数で他業務を行う上で有効な方法の一つと考える。しかしながら、委託

業者側が専任とした場合には体制整備が必要となるため、委託料としては割高となる。 

 業者の見積金額は給水装置審査・検査業務のみを委託した場合の見積であり、窓口

業務等の他業務と包括委託することで、2 社ともに費用削減可能との回答であった。 

 このことから、他業務と包括的に委託を行った方が費用面で有効であり、まずは水

道料金関係事務等の広域連携を進め、それに付随して給水装置審査・検査業務を委託

する方法が有効と考える。 

 現在、国内のいくつかの自治体では、水道料金関係事務等と包括して給水装置審査・

検査業務の委託を行っており、今後、委託が進む業務分野の一つと考えられる。 

 また、給水装置工事審査・検査の共同化にあたって、業務を効率的に行うためには、

自治体間の給水装置設計・施工基準や各種様式を可能な限り統一することが望ましい

と考えられる。なお、これらの基準等を統一した場合、指定給水装置工事事業者に対し

ても周知徹底を図る必要がある。 
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用語解説 
 

【ア行】 

■アセットマネジメント 

水道では、水道ビジョンに掲げた持続可能な水道事業を実施するために、中長期的な視点

から水道施設の効率的かつ効果的に管理運営するための、資金調達や財政計画、人員体制等

の検討を行うことを指す。 
 
■遠方監視制御システム、テレメーター 

配水池や浄水場などの水情報や水道施設の運転状況を遠隔から監視、制御するシステム。

遠隔地の浄水場等に、データを測定する装置（テレメーター）や制御する装置（コントロー

ラー）を設置して、監視を行う場所に設置する集中監視制御装置やモバイル端末から監視・

制御を行う。 
 
■オンプレミス方式 

施設や庁舎内にサーバー等を設置し、自らが運用・管理する方式。 
 
【カ行】 

■回帰式、費用関数、統計的有意等 
 分散したデータにおいて、「結果となる数値(目的変数)」と「要因となる数値(説明変数)」

とがどのような相関関係にあるかを推定する統計的手法を「回帰分析」といい、その関係式

を「回帰式」という。 
 「回帰式」には、「線形式（Y=aX＋b）」、「指数式（Y=aebx）」、「累乗式（Y=aXb）」「対数式

（Y=alog(X)＋b）」があり、一般的に分散したデータが一定の変化量で推移している場合は「線

形式」又は「指数式」、ある数値に収束するが想定される場合は「累乗式」又は「対数式」

を用いることが多い。 
また、回帰式の当てはまりを表す尺度として「決定係数」が使われることが多く、1 に近

いほど「統計的に有意である関係」として当てはまりが良いことを示している。一般に「決

定係数」は 0.5 以上あれば、「統計的有意(当てはまりが良いもの)」として、取り扱われる。 
 なお、今回のソフト連携シミュレーションでは、多くの業務においてこの手法を用いて、

目的変数を費用とした「費用関数」を作成し、共同委託による効果を算定している。 
 
■企業会計システム 

地方公営企業法で定める経理の方法に則った複式簿記による会計処理を行い、予算編成

から財務諸表の作成などを行うソフトウェア。 
 
■凝集剤、PAC、ジャーテスト 

 凝集剤は、原水中に含まれる懸濁物質などを凝集させて沈殿を促進するとともに、ろ過池

での捕捉を容易にするために添加する薬品である。代表的な凝集剤として、PAC（ポリ塩化

アルミニウム）が挙げられ、優れた凝集性能を有し、日本国内の浄水場で広く使用されてい

る。また、凝集剤の適正注入率は原水の水質に左右され、理論的な算出は困難であるため、

処理しようとする原水に対して凝集剤注入量や凝集 pH を数段階に変えて実際の凝集沈殿

処理を模した試験（ジャーテスト）を行い、凝集剤の最適注入率や凝集 pH などの凝集条件

を決定する。 
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■凝集沈殿池（薬品沈殿池） 

凝集剤を使用し、懸濁物質を凝集・沈殿により除去する施設 
 
■給水装置工事審査・検査 

需要者に水を供給するために、水道事業者の設置した配水管から分岐して設けられた給

水管及びこれに直結する給水用具を給水装置と呼び、その新設、撤去、修繕などを行う工事

を給水装置工事という。 
給水装置工事審査・検査とは、指定給水装置工事事業者が給水装置の新設、撤去、修繕等

の工事を行う場合に、給水装置の構造及び材質が水道法施行令第 6 条に規定する基準に適

合するかを水道事業者が確認する設計審査及び水道法 17 条の規定により行う給水装置の検

査のこと。 
 
■クラウド方式 

システムメーカー等が設置・管理する外部のサーバーにインターネット経由でアクセス

して、目的とするソフトウェア等を使用する方式。 
 
■計画給水人口、現在給水人口 

 計画給水人口は、計画年次（水道施設の規模を決定するうえで必要な目標年次）における

給水区域内の将来人口に給水普及率を乗じて算定した給水人口の計画値である。 
一方、現在給水人口は、給水区域内に居住し、現在、水道により給水を受けている人口を

いう。なお、給水区域外からの通勤者や観光客は給水人口に含まれない。 
 
■工事監理（施工監理） 

 設計図書や施工計画書に基づき、施工方法の確認や施工管理基準どおりに正しく実施さ

れているかを管理監督すること。業務内容には、品質管理、出来高管理、工程管理、安全管

理、交通管理などがある。 
 

■更新/耐震化計画 

本報告書では、水道施設の耐震化に関する方針を定めた耐震化計画、耐震化の視点を織り

込んだ更新計画を指す。 
平成 30 年 12 月の水道法の改正で、水道事業者等による水道施設の計画的な更新が明記

され、また、同改正により国が定めた「水道の基盤を強化するための基本的な方針」におい

て、水道の強靱化に向けて、水道事業者等は耐震化計画を策定し、計画的に耐震化を進める

ことが重要であるとされた。 

 
【サ行】 

■サーバー 

利用者の要求に応じて保管しているデータや保有しているソフトウェアの機能等を提供

するコンピューター等のこと。 
 
■次亜塩素酸ナトリウム 

 水中の微生物や病原菌などを殺菌することを目的として日本国内の浄水場で広く使用さ

れている塩素系の消毒剤。水道法では、衛生上の措置として、給水栓において残留塩素濃度

を 0.1mg/L 以上（結合残留塩素濃度の場合は 0.4mg/L 以上）保持するよう塩素消毒を行うこ

ととされている。 
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■資産調査 

本報告書では、既存の施設や設備等の固定資産について、既存資料の整理や現地確認から

施設等の仕様や取得年月、取得金額等を調査することを指す。水道事業においては、会計処

理を単式簿記の特別会計から複式簿記の企業会計へ移行する際に、固定資産台帳を作成す

るために実施される。 
 
■施設簡易耐震診断 

 水道施設の耐震性能を評価する手法として、詳細耐震診断と簡易耐震診断がある。 

詳細耐震診断は、対象施設の構造計算を行い地震に対する耐力を定量的に評価する手法

であり、耐震補強の概略工法等の検討に用いられる。 
一方、簡易耐震診断は、対象施設の建設年度や構造形式、地盤の状況、想定される地震の

強さ等から耐震性能を定性的に評価する手法であり、詳細耐震診断を実施する施設の優先

順位の検討などに用いられる。 
 
■施設能力 

 水道施設の規模は、計画年次における給水量が最大となった日においても対応可能とな

るように、計画一日最大給水量に基づき設計されており、それを施設能力という。 
 
■指定管理者制度 

 地方公共団体が設置する公の施設（公園、図書館、病院、上下水道施設等）をノウハウの

ある民間事業者等が管理する制度。地方自治法で定められている公民連携の手法の 1 つで

あり、同法で指定管理者を指定するには議会の議決を要することとされている。 
 
■指定給水装置工事事業者（指定・更新） 

 水道法第 16 条の 2 に基づき、給水装置（給水装置工事審査・検査の項参照）の構造及び

材質が政令に規定される基準に適合することを確保するため、水道事業者（自治体）がその

給水区域において給水装置工事を適正に施行することができる者として指定した業者を指

定給水装置工事事業者という。平成 30 年 12 月の水道法改正に伴い、指定の有効期限を 5 年

とする更新制が導入された。 
 
■浄水処理方式（急速ろ過、緩速ろ過、膜ろ過、ろ過無し） 

 飲料水としての水質を得るため、原水中に含まれる有害物質や細菌などを取り除くため

に行う凝集、沈殿、ろ過などの操作を組み合わせた一連の処理を浄水処理という。浄水処理

方式には、急速ろ過方式、緩速ろ過方式、膜ろ過方式、塩素消毒のみ（ろ過無し）などがあ

る。 
・急速ろ過方式の処理手順は、原水⇒着水井⇒凝集沈殿⇒急速砂ろ過⇒塩素消毒 
・緩速ろ過方式の処理手順は、原水⇒着水井⇒普通沈殿⇒緩速砂ろ過⇒塩素消毒 
・膜ろ過方式の処理手順は、原水⇒着水井⇒（前処理）⇒膜ろ過⇒塩素消毒 
・塩素消毒のみの処理手順は、原水⇒塩素消毒 

 
■消毒副生成物 

 消毒の際の副次反応によって生成される物質。例えば、浄水処理で次亜塩素酸ナトリウム

などの消毒剤が水中のフミン質などと副次的に反応すると、トリハロメタン等の消毒副生

成物が生じ、長期間摂取すると摂取量に応じて発がんリスクが高まるとされる。水道法で

は、消毒副生成物に関して計 11 項目の水質基準が定められている。 
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■水道事業基本計画 

水道ビジョン（水道ビジョンの項参照）等で示された事業方針に対して、10 年程度の具

体的な施設整備計画、財政計画を示している計画のこと。水道施設設計指針（日本水道協会）

において策定の必要性について記載されている。 
 
■水道事業運営基盤強化推進事業 

 水道事業の広域化（事業統合又は経営の一体化）後の圏域において運営基盤を強化するた

めに必要な施設の整備に関する事業。 
水道施設耐震化等交付金（厚労省）の対象事業で、補助率は 1/3 となっている。 

 
■水道施設台帳システム 

 水道施設台帳は、管路施設台帳と施設台帳を合わせた総称のことで、電子化したものを台

帳システムという。 

管路施設台帳システムでは、管路の情報（埋設位置、口径、延長、材質、継手形式、設置

年度）や管路図などが登録されているのに対し、施設台帳システムでは、施設や設備の情報

（名称、設置年度、構造又は形式、能力）や施設平面図などが登録されている。 

なお、平成 30 年 12 月の水道法の改正で、水道事業者等は、令和 4 年 9 月末までに、水道

施設台帳を作成、保管しなければならないこととなった。 

 

■水道施設台帳電子化促進事業 

 広域化を検討している協議会等に参加している水道事業者が、行政区域を別にする他の

水道事業者と合同で水道事業台帳の電子化を図る事業。 
水道施設耐震化等交付金（厚労省）の対象事業で、補助率は 1/3 となっている。 

 
■水道ビジョン 

平成 25 年に策定された国の「新水道ビジョン」では、水道事業の理想像と取組の目指す

べき方向性とその実現方策、関係者の役割分担などが定められ、市町村等についても自らの

水道ビジョンを作成することが必要とされた。 
 

■水道メーター 

 使用水量を計量することを目的に、給水装置に取り付けられている計量器(メーター)の

ことで、計量した水量が料金算定の基礎となる。その使用に際しては、計量法に定める計量

器の検定検査に合格したものでなければならない。なお、検定の有効期間は 8 年と定められ

ている。 
 また、一般的に使用されているメーターの型式としては次のとおりであり、使用水量の積

算値表示方法等が異なる。 
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■水道料金関係業務 

 ここでは、次の主な業務についてのことをいう。 
① 検針業務：各戸の水道メーターを検針員が巡回して検針（2 ヶ月に 1 回等、自治  

体によって違いがある）を行い、検針票により検針結果を知らせる。 
② 料金徴収業務：検針結果に基づき水道料金を計算し、納付書を発付。各戸より水 

道料金を徴収する。 
③ 会計業務：収納された料金の出納等、水道事業に係る会計事務を行う。 

（業務のイメージ） 

検針業務 料金徴収業務 会計業務 

 

  

＜参考＞ 
  滞納整理：料金を一定の納入期限までに納入しない者に対し、改めて納入期限日を付       
       して催告等を行う業務 
  電子計算処理：料金関係のシステムにより、検針票の出力や料金の計算、納付書発付     

等の処理を行うこと 
  収納消込等：請求データと収納データの突き合わせを行う業務 
  出納業務：現金等の入出金業務や管理する業務 
  固定資産関係事務：固定資産の管理や減価償却事務 
 
■水道情報活用システム、水道標準プラットフォーム 

水道情報活用システムとは、水道事業者等が有する水道施設や事務系システム間のデータ連携を可能と

するための仕組みで、経済産業省と厚生労働省が連携して構築を進め、令和 2 年 5 月から株式会社 JECC
（先進的 ICT の導入支援を目的にシステム各社の共同出資により設立）によりサービスの提供が開始され

た。 
水道標準プラットフォームはこのシステムの構成要素であり、システム上でデータを流通させる際のデ

ータの蓄積や流通基盤として機能する「核」としての役割を担っている。プラットフォーム導入により各水

道事業者の異なるベンダーによるシステム間のデータ連携が可能となり、広域連携に際しても、システムを

大幅に入れ替えることなくスムーズな移行が実現できるとされている。 
 
■スマートメーター 

本報告書では、検針員が指針値を見に行かなくても、自動通信により使用水量データ等が取得できる新し

いタイプの電子式水道メーターを指す。 
 

 

 

検針票の 
出力・投函 

料金調定 
納付書 
発付 

収納 
消込 

給水停止 滞納整理 窓口業務 

出納事務 

固定資産 
関係事務 

各⼾検針 
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【タ行】 

■第三者委託 

 水道法第24条の3に基づき、水道の管理に関する技術上の業務を他の水道事業者や民間事業者（業務を

適正かつ確実に実施することができる者として政令で定める要件に該当するものに限る）などの第三者に

委託する制度。 
一般的に行われている私法上の委託（いわゆる手足業務委託）では、業務を委託する水道事業者が水道法

上の責任を負うのに対し、第三者委託では、受託者が受託水道業務技術管理者を自ら設置し、受託業務内容

に係る水道法上の責務を負うこととなる。 
 

■電気設備の区分（特別高圧・高圧・定圧） 

 特別高圧：電圧7,000Vを超える電気設備 
水道施設においては、大規模な浄水場の電力設備などが該当する。 

 高圧：交流電圧600V（直流電圧は750V）を超え7,000V以下の電気設備 
    水道施設においては、急速ろ過や膜ろ過方式の浄水場やポンプ施設等の電力 

設備が該当する。 
 低圧：交流電圧600V（直流電圧は750V）以下の電気設備 
    水道施設においては、計装機器や照明設備等の設備が該当する。 
 
■地方財政措置 

地方公共団体が担うべき役割に即した財源として、地方交付税法の規定により作成される地方財政計画

に基づき、地方交付税や地方債などによる財源保障をすること。平成31年度（令和元年度）から、水道広

域化に係る地方財政措置の対象が地方単独事業まで拡充された。 
 
■地方単独事業 

 本報告書では、水道に係る国の補助制度の対象とならず、自治体が独自の財源で実施する事業のこと。 

 

■着水井 

浄水場に流入する原水の水位変動を安定させ、流量調整を行うための施設 
 
【ハ行】                               

■ハンディターミナル 

水道料金検針業務において、現地で水道メーターから使用水量のデータ収集等に使用される携帯端末。 
 
■普通沈殿池 

 凝集剤を使用せず、自然沈降により懸濁物質を除去する施設 
 
■包括委託 

 複数の施設や業務を複数年で包括的に発注する方式で、受託する民間事業者等が独自の技術力やノウハ

ウを発揮できるよう、性能発注方式(達成すべき要求水準や性能を規定し、その達成手法等を受注者に委ね

る方式)での実施が前提となっている。 
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■法定定期検査、毎日検査、全項目検査 

 水道法では、水道により供給させる水が法で定める水質基準（計51項目）に適合していることを確認す

るため、水道事業者に定期的な水質検査が義務づけられており、これを法定定期検査という。 

 法定定期検査の頻度及び項目は次のとおりであり、過去の水質検査や水源の状況等を勘案し、状況に応じ

て検査頻度を減じたり、省略することができるものとされている。 
 また、水道法で定める水質基準項目（計51項目）を全て検査することを全項目検査という。 

検査頻度 検査項目 

1日1回以上（毎日検査） 色、濁り、消毒の残留効果 

おおむね１ヶ月に１回以上 

（毎月検査） 

一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、全有機炭素、pH、 

味、臭気、色度、濁度 

おおむね3ヶ月に1回以上 毎月検査以外の項目（重金属、消毒副生成物など） 

 
【マ行】 

■水安全計画 

安全な飲料水を常時供給し続けるため、水源から給水栓に至る各段階において、発生しうるリスクを抽出

し、リスクへの対応方法をあらかじめ定めた計画。 
 

【ヤ行】 

■ユーティリティ 

 本報告書では、水道施設の運転費用のことで、具体的には光熱費や薬品費などを指す。 

 
【ラ行】 

■ライセンス 

企業会計システム等のソフトウェアを使用するための権利。 
 
 


